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第５次静岡市総合計画の策定 

静岡市は、第５次静岡市総合計画（以下、「５次総」という。）の「基本構想」 

及び「基本計画」の策定議案を令和８年２月定例会に上程します。 

あわせて、５次総で具体的に推進する取組を示す、「実施計画」についても、  

同定例会で市議会に報告します。 

 

１ 総合計画とは  

総合計画は、「静岡市自治基本条例」第 15 条の規定に基づき策定する市の   

最上位計画です。 

総合計画は「基本構想」「基本計画」「実施計画」で構成しています。 

（１）基本構想（市議会の議決案件） 

まちの将来像や、市政運営の方向性を示すもの。 

 

（２）基本計画（市議会の議決案件） 

   基本構想を実現するために、何をどのように実行していくかを示すもの。 

 

（３）実施計画（市議会への報告案件） 

   基本計画に基づく具体的な取組を定めるもの。 

 

２ ５次総「基本構想」の内容（策定の目的）  … ＜資料１－２＞参照 

静岡市には、温暖な気候と豊かな自然環境、温かい人の心と社会の絆、交通の 

要衝、魅力ある中心市街地、多様で深みのある産業、大学等の多くの教育機関  

といった多彩な魅力があります。これらの魅力を最大限に活かすことで、多くの

人や企業をひきつけ、経済成長を通じて市民一人ひとりが暮らしの豊かさと幸せ

を実感できるまちへと発展していくことができます。 

 

しかし現状では、こうした魅力が十分に発揮されているとは言えません。   

静岡市の人口は、全国の人口ピークが 2008 年であるのに対し、1990 年にピークを

迎えています。多くの魅力を有しながらも、人口減少の状況が全国と比べて   

厳しいという現実を直視し、これからの静岡市の市政運営を考えていく必要が 

あります。 

人口減少はピークからの減り始めは緩やかに進行しますが、静岡市の人口減少

はすでに加速がかかりはじめ、今後さらに加速していきます。人口減少が進行  

すれば、地域経済の縮小や生活関連産業の衰退、雇用の縮小など、市民生活に  

直接的な影響を及ぼします。特に、若年層の流出や高齢化の進行は地域の活力を

損ない、市民一人ひとりの暮らしの質や幸福感の低下につながるおそれが   

あります。 

【次頁あり】 
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また、静岡市の公共施設はピーク人口の 73 万人を前提に整備されているため、

人口減少に伴う需要減少や稼働率低下により、これからは維持費が大きな負担と

なってきます。この結果、市民サービスを縮小せざるを得なくなるおそれが   

あります。 

 

人口減少に加え、知能革命の進展や気候変動による災害の激甚化など、社会  

環境は大きく変化しており、これからも大きな変化が予測されます。そのため、

これからどのような時代になるのかという時代認識を持って、とるべき方策を 

考える必要があります。 

このような時代においては、目の前の課題に対し、現状を起点として、その  

延長上で解決策を考えるという、従来のフォアキャスティング型の市政運営から、

目指すべき未来像を起点として、その未来像と現状を比べて、「現状と課題」を  

知り、「現状から未来像へ到達するための道筋」を考え、「具体的に何を行うか」を

決め、実行に移すという、バックキャスティング型への転換が求められます。 

また、市政運営は、市民が将来にわたって静岡市で幸せに暮らせることを目的

とするものであり、未来像の策定にあたっては、行政が何を行うか（アウト   

プット）ではなく、市民にもたらされる幸せや暮らしの豊かさ（アウトカム）を 

重視する必要があります。 

さらに、複雑化・深刻化・多様化する課題に対応するためには、行政だけで   

なく、市民・地域社会・企業・教育機関・行政など、社会全体の力による「共働・

共創」が不可欠です。行政は、社会の力がうまく働き、共働・共創の輪が広がる 

よう下支えし、結果がでるよう伴走することが必要です。 

 

このような新たな市政運営に転換するため、静岡市は新たな総合計画を策定 

します。 

新たな総合計画は、「誰もが安心して暮らし、幸せを実感し、住み続けたいと  

感じられるまち」を「目指すまちと暮らしの姿」に掲げ、その実現に向けて取り 

組むべき方向性を明らかにするとともに、市民・地域・企業・教育機関・行政など

が協力し、共に創っていくこと（共創）により進めていく計画です。 

人々が安心して暮らし、幸せを実感し、このまちに住み続けたいと感じられる

よう、共創の市政運営を行えば、このまちは、人々が住み続けたい、移住して   

住みたいまちになります。その結果、「世界に輝く静岡の実現」へとつながって  

いきます。 

 

 

 

 

【次頁あり】 
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３ ５次総「基本計画」の内容  … ＜資料１－３＞参照 

基本計画は、基本構想を実現するため、市民・地域社会・企業・教育機関などの

社会全体の力とともに、行政が何をどのように実行していくかを示します。 

計画期間は、2026 年度から 2035 年度までの 10 年間とします。 

＜人口目標の設定＞ 

静岡市の人口減少は、若年層の市外流出が主な原因となっています。特に、  

若者にとって魅力的な仕事や雇用が不足していることから、大学卒業時に若年層

の流出が生じています。 

人口の変動には、出生数と死亡数の差による「自然増減」と、流入数と流出数の

差による「社会増減」の二つがあります。自然減は緩和することはできても、当分

の間、増加に転じることはできません。一方、社会増は有効な施策によって改善

することが可能です。 

このため、静岡市では、若年層の流出抑制と流入促進を両輪として、若者に  

とって魅力ある仕事や暮らしの環境づくりを進め、市内定着や移住を促進します。

これにより社会増を増やし、将来的な自然増につなげていきます。 

人口減少対策は、人口を増やすことそのものが目的ではなく、このまちに住み

続けたい、このまちに来て住みたいと思う人の希望が叶うようにするための手段

として取り組むべきものです。 

こうした考え方のもと、将来人口を政策検討の根拠値として設定し、2050 年の

将来人口目標を 55 万人以上に設定します。 

 

（１）第１章「静岡市の特徴と目指すまちと暮らしの姿」 

静岡市の多彩な魅力を最大限活かすことで、人や企業をひきつけ、経済成長を

通じて市民が暮らしの豊かさと幸せを実感できるまちへと発展することが  

できます。 

この強みを活かして描く未来像として、「誰もが安心して暮らし、幸せを実感

し、住み続けたいと感じられるまち」を「目指すまちと暮らしの姿」として   

掲げます。 

 

（２）第２章「時代認識と現実の直視」 

静岡市を取り巻く社会環境は急速に変化しており、人口減少や地域コミュニ

ティの弱体化など深刻な課題が顕在化しています。これらの現実を直視し、その

現実が発生している原因を根底まで深掘りして分析した上で、解決策を考え、 

実行していくことが必要です。 

さらに、世界は「知能革命」の時代に入り、ＡＩやビッグデータの活用が進み、

社会構造を根本から変える大変革期にあるため、急速に進化する科学技術を 

取り入れ、活用していくことが重要です。また、地球温暖化の進行により引き 

起こされる自然災害や異常気象によって、将来世代の暮らしや資源が損なわれ
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ることがないよう、環境負荷を減らし、脱炭素社会を実現することが地球規模の

課題となっています。 

 

（３）第３章「課題解決の基本的な考え方」 

静岡市が抱える課題は、人口減少や気候変動、地域の稼ぐ力の停滞に加え、 

世界経済の不確実性などの外部要因が重なり、課題が複雑化・深刻化・多様化 

しており、行政だけでの解決は困難です。課題の解決には市民・地域社会・企業・

教育機関・行政などの共働・共創が不可欠です。 

まちづくりの主役は「地域を良くしたい」という思いを持ち、行動する人や 

地域社会・組織といった社会の力であり、行政はその力がうまく働き、動き  

やすくなるよう下支えし、共感と協働の輪が広がるよう、現状と解決の道筋を 

わかりやすく示すことが必要です。 

 

（４）第４章「分野別の政策」 

各分野において、どのように課題を解決していくのかを具体的に示します。 

解決策については、まず「目指すべき未来像」を描き、未来像と現状を比べて、

「現状と課題」を知り、「現状から未来像へ到達するための道筋」を考え、   

「具体的に何を行うか」を決めるという、バックキャスティング型の考え方で 

策定します。 

 

＜各分野の目指すべき未来像＞ 

① 共生・福祉・健康 

誰もが社会とのつながりと居場所があると感じられる地域の中で、安心して

心身ともに健やかに暮らすことができるまち 

 

② 防災・消防・防犯 

激甚化・頻発化する風水害や南海トラフ地震などへの備えが整い、安全・  

安心に暮らすことができるまち 

 

③ こども・子育て 

温かい地域社会に支えられ、日本一安心してこどもを産み育てることができ、

こども・若者が健やかに育つまち 

 

④ 教育・人づくり 

多様な学びと地域の教育力を基盤として、すべての人の可能性が広がり、 

夢や希望が実現でき、心豊かに暮らすことができるまち 

 

⑤ 経済・産業 

地域の「稼ぐ力」が高く、魅力ある雇用があり、所得が高く、やりたい仕事
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でいきいきと働くことができるまち 

⑥ 観光・スポーツ・文化 

食、スポーツ、芸術、歴史など多様な文化で人々の心が豊かになるまち、  

来訪者の増加を通じて地域経済が潤っているまち 

 

⑦ 都市・社会基盤 

都市基盤と多様な都市サービスが連動し、誰もが住みやすく、移動しやすく、

居心地の良い空間が備わったまち 

 

⑧ 環境・森林 

人が自然と共に生き、地域の暮らしや文化を守りながら魅力を育み、脱炭素

社会の実現と経済の活性化が両立した持続可能なまち 

 

⑨ 行政経営 

仕事の効率化と執行体制の最適化により、社会課題の解決力が高く、行政 

効率の良い市政の執行が行われており、社会の力が活用され、市民が安定的に

質の高い行政サービスが受けられるまち 

 

（５）第５章「静岡市の魅力を活かしたまちづくり」 

「安心な暮らし」と「幸せの実感」のためには、静岡市の魅力を活かした  

まちづくりが必要です。そのためには、内外の人々が「一緒にそのようなまち

を実現したい」と共感できるような未来を描き、行政・市民・企業などの多様

な主体による共働・共創を推進することが不可欠です。このようなまちづくり

は、地域の「稼ぐ力」の向上にもつながります。 

 

ア 都市拠点 

商業・行政・文化・交流・レクリエーションといった都市機能と人口が集積し、

市民の多様な活動を支える拠点です。 

（ア）静岡都心 

「職・住・福・商・学・遊」が近接したまちづくりを行い、商業の場だけで

なく、仕事も買い物も、子育てもできるようなエリアに転換し、若者を中心に

多くの人を集め、その効果を市全域に波及させていきます。 

 

（イ）清水都心 

清水庁舎の移転や、清水駅東口のＥＮＥＯＳ社所有の土地利活用など、  

これまでにない大変化の時期を迎えています。そのため、過去の延長でのまち

づくりではなく、30～50 年先まで持続可能なまちづくりのために、美しい  

ものへの感動と新しい科学技術、すなわち「知」と「美」を融合させた未来都

市を目指します。 
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（ウ）東静岡・草薙地区 

最先端の文化やスポーツを通じた新たな交流や滞在の創出と、快適で安心 

して住み続けられる住環境の両立を目指し、非日常と日常が融合した新時代の

まちづくりを進めます。 

イ 産業・交流拠点 

広域からの来訪が期待でき、静岡市の魅力を発信する新たな産業・交流の中核

となる拠点です。 

 

（ア）宮川・水上地区 

多くの企業が魅力を感じ、若い世代にとって魅力的な雇用を生み出せる地区

としていくため、商業、食と農、スポーツ、エンターテインメントなどの要素

を取り入れ、広域からの集客を実現する拠点として整備を進めていきます。 

 

（イ）南沼上・麻機地区（中央卸売市場周辺） 

中央卸売市場新設の機を活かして、食に関わる物流、流通、加工を一体的に

支える中核拠点として再整備し、効率的で安定した、安全・安心な食の供給を

実現します。 

あわせて、中央卸売市場周辺への企業誘致を促進することで、市場・物流・

加工の各機能が連携した複合的な拠点を形成し、広域的な食料供給を支える 

中核地域として発展させます。 

 

（ウ）貝島・折戸地区 

世界的な研究機関や企業などを集積することにより、海洋生態の健全性を 

維持しながら、経済成長、生活の質の向上、雇用創出のために海洋資源を   

持続的に利用する「ブルーエコノミー」の発展を目指します。 

 

（エ）庵原地区 

年齢、性別、障がいの有無、国籍、競技レベルなどにかかわらず、その場に

いる誰もがスポーツを一緒に楽しめる「ユニバーサルスポーツの聖地」とする

ことで、スポーツを通じた共生社会の実現を目指します。また、市内外からの

来訪を促進し、地域経済・観光への波及効果を最大化していきます。 

 

ウ 観光拠点 

静岡市固有の観光資源を活かし、海道と街道それぞれの魅力を最大限に引き

出すことで、多くの来訪者を呼び込む拠点です。 

（ア）日本平・久能・三保・用宗 

地元、事業者、行政が連携し、海道を軸とした観光回廊全体の魅力を高める

観光地域づくりを進めることが重要です。 
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この地域には、国宝・久能山東照宮、日本平夢テラス、世界文化遺産富士山

の構成資産である三保松原など、歴史・文化・景観に優れた観光資源が集積  

しており、これらを個別の資源としてだけでなく一体的に捉えることで、  

国内外から多くの来訪者を呼び込む力を持つ観光地域として発展させます。 

 

（イ）東海道「二峠八宿」 

歴史的建造物や絶景、特産品などが点在し、街道を歩けば、地域の歴史や  

文化、人との交流を楽しむことができます。こうした資源を活かして、静岡市

が事務局となり、東海道五十七次の沿線自治体と連携して、広域的な情報発信

を強化し、「東海道」という大きな観光資源を活かして、誘客と周遊促進を  

進めます。 

 

エ 中山間地域（オクシズ） 

豊かな自然と美しい景観に恵まれ、歴史ある風習や祭事が今も息づき、わさび

や茶など地域特性を生かした農林産物や在来作物が育まれている地域です。 

オクシズの各地区における人と自然との関わり、歴史や産品などの多様な 

地域資源を社会に提示し、その価値を見える化することで、オクシズ全体が  

あたかも博物館のように感じられる地域としていきます。 

これにより、オクシズの魅力を高め、地域に暮らす人には更なる誇りを持てる

ようにするとともに、オクシズを、自然域共生主義の暮らしを送りたいと考える

人に定住の地として選ばれる地域としていきます。 

 

４ ５次総「実施計画」の内容・・・＜資料１－４＞のとおり 

 

５ 今後の財政見通しについて・・・＜資料１－５＞のとおり 

５次総期間（2035 年度まで）の財政収支を、2026 年度当初予算を基準に、国の

経済見通し等を基にした一定の条件により試算し、「今後の財政見通し」として 

掲載しています。 

歳出区分のうちの投資的経費には、５次総実施計画で実施していく普通建設 

事業の経費が含まれています。 

積極投資であっても財政規律の保持は重要であるため、「経常収支比率」及び 

「実質公債費比率」について、管理値として中長期的な水準を設定します。 

 

６ 今後のスケジュール  

令和８年２月20日       議案上程 

令和８年３月２日～３月５日  総括質問 

令和８年３月９日       総務委員会 

令和８年３月19日       議決、静岡市ホームページ等での公表 

令和８年６月下旬       冊子発行※ 
※市民のみなさまに５次総の内容を分かりやすく発信するための冊子です。 
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７ 参考資料  

資料１－２：第５次静岡市総合計画 基本構想策定議案 

資料１－３：第５次静岡市総合計画 基本計画策定議案 

資料１－４：第５次静岡市総合計画 実施計画（案） 

資料１－５：今後の財政見通しについて 

 

 

担当：総合政策局 企画課（054-221-1020） 



静岡市基本構想

静岡市

静岡市議会 令和８年２月定例会
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1 静岡市の魅力と人口減少の現状

静岡市には、温暖な気候と豊かな自然環境、温かい人

の心と社会の絆、交通の要衝、魅力ある中心市街地、多様

で深みのある産業、大学等の多くの教育機関といった多

彩な魅力があります。これらの魅力を最大限に活かすこ

とで、多くの人や企業をひきつけ、経済成長を通じて市民

一人ひとりが暮らしの豊かさと幸せを実感できるまちへ

と発展していくことができます。

しかし、現在の静岡市は、こうした魅力を十分に活かし

ていない状況にあります。日本の総人口のピークは

2008年、それに対して、静岡市は、旧２市２町が合併し

ていたとして、1990年が人口のピークです。

多彩な魅力がある静岡市の人口減少が、日本全体より

も、他の多くの都市よりも厳しい状況にあるという現実

を直視し、これからの静岡市の市政運営を考えていく必

要があります。

2 人口減少がもたらす影響

静岡市の人口は、ピーク時である1990年の73万人か

ら35年が経過した2025年でも、およそ７万人、９％の減

少にとどまっています。このように人口減少は減り始めは

緩やかです。

しかし、問題はこれからです。すでに人口減少に加速が

かかりはじめ、このままではさらに加速していきます。人

口減少が進行すれば、地域経済の縮小や生活関連産業の

衰退、雇用の縮小など、日常生活への直接的な影響は避け

られません。特に、若年層の流出や高齢化の進行は地域の

活力を損ない、市民一人ひとりの暮らしの質や幸福感の

低下につながるおそれがあります。

また、静岡市の公共施設は、ピーク人口の73万人にも

サービスを提供できるように造られています。人口が減少

すると、これらへの需要が減り、稼働率が低下します。総人

口の減少率に比べて、少子化による小・中学生の減少率は

大きいため、これからは学校施設の維持費が重荷になっ

てきます。この結果、市民サービスを縮小せざるを得なく

なるおそれがあります。

（注）昭和・平成・令和という元号で表記すると、例えば2005年が平成何年である

かが分かりにくいため、本計画では西暦表記に統一しています。
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3 市政運営の転換の必要性

深刻な人口減少や知能革命の進展、地球環境の危機な

ど、静岡市を取り巻く状況は大きく変化しており、これか

らも大きな変化が予想されます。そのため、これからどの

ような時代になるのかという時代認識を持って、とるべ

き方策を考える必要があります。

こうした時代においては、目の前の課題に対し、現状を

起点として、その延長上で解決策を考えるという、従来の

フォアキャスティング型の市政運営では、急速な時代の変

化に適切に対応できなくなってしまいます。市政運営の

転換が必要な時です。

市政運営の転換にあたっては、バックキャスティング型

の考え方へ移行します。具体的には、まず「目指すべき未

来像」を描き、未来像と現状を比べて「現状と課題」を明

らかにし、「現状から未来像へ到達するための道筋」を考

え、「具体的に何を行うか」を決め、実行に移すという方

法により、社会変化に的確に対応していきます。

また、市政運営は、市民が将来にわたって静岡市で幸

せに暮らせるようにするために行うものです。このため、

未来像を描く際には、行政が何をするかという「アウト

プット」に重点を置くのではなく、市民にどのような幸せ

や暮らしの豊かさがもたらされるかという「アウトカム」

を重視する必要があります。

さらに、気候変動による災害の頻発化・激甚化や、地域

の稼ぐ力の停滞など、静岡市が直面している問題は、ま

すます複雑化・深刻化・多様化していきます。こうした多

種多様な課題の解決のためには、行政の力だけでなく、

市民・地域社会・企業・教育機関・行政など、社会全体の力

による「共働・共創」が不可欠です。行政は、社会の力がう

まく働き、共働・共創の輪が広がるよう下支えし、結果が

出るよう伴走することが必要です。
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4 新たな総合計画の策定と「目指すまちと暮らしの姿」

このような新たな市政運営に転換するため、静岡市は

新たな総合計画を策定します。

新たな総合計画は、単に行政が行う施策や取組を示す

ものではありません。市民一人ひとりに暮らしの豊かさ

や幸せをもたらすことができるよう、市民にとって望まし

い社会の姿を「目指すまちと暮らしの姿」として示し、その

実現に向けて何を行うべきかを明らかにするとともに、

市民・地域社会・企業・教育機関・行政などが協力して、み

んなで「目指すまちと暮らしの姿」を共に創っていくこと

（共創）により進めていく計画です。

そこで、静岡市が描く「目指すまちと暮らしの姿」を次

のとおり定めます。

― 誰もが安心して暮らし、幸せを実感し、

住み続けたいと感じられるまち ―

人々が安心して暮らし、幸せを実感し、このまちに住み

続けたいと感じられるよう、共創の市政運営を行えば、こ

のまちは、人々が住み続けたい、移住して住みたいまちに

なります。その結果、「世界に輝く静岡の実現」へとつな

がっていきます。



静岡市基本計画

静岡市
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はじめに

静岡市には、温暖な気候と豊かな自然環境、温かい人の

心と社会の絆、交通の要衝、魅力ある中心市街地、多様で

深みのある産業、大学等の多くの教育機関といった多彩な

魅力があります。これらの魅力を最大限に活かすことで、

多くの人や企業をひきつけ、経済成長を通じて、魅力ある

仕事や十分な所得があり、市民一人ひとりが暮らしの豊か

さと幸せを実感できるまちへと発展していくことができま

す。

しかし、現在の静岡市は、こうした魅力を十分に活かし

ていない状況にあります。

静岡市の人口のピークは日本全体のピークである

2008年よりも18年早い1990年でした。これだけの魅

力のあるまちの人口減少が日本全体よりも、他の多くの都

市よりも厳しい状況にあるという現実。これは「静岡市の

なぞ」と言わざるを得ません。

このまま人口減少が進行すれば、地域経済の縮小や生活

関連産業の衰退、雇用の減少など、日常生活への直接的な

影響は避けられません。特に、若年層の流出や高齢化の進

行は、地域の活力を低下させ、行政サービスの維持に支障

をきたす可能性があります。その結果、市民一人ひとりの

暮らしの質や幸福感の低下につながるおそれがあります。

ではなぜ、多くの魅力にあふれる静岡市が危機的な人

口減少に直面しているのでしょうか。それには原因があり

ます。まず、その原因を、なぜ、なぜと根底まで分析し、原

因を解決することが必要です。

原因については後述しますが、原因が分かれば、「なぞ」

ではなく、解決可能になります。静岡市はこれだけ魅力に

あふれたまちです。原因を知り、一つひとつ課題を解決し

ていけば、静岡市は日本で最も住みやすいまちになります。

静岡市の現状とその背景

1
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はじめに

静岡市の人口減少の原因

静岡市の人口減少の原因の一つは、長期にわたり若年層

の流出を招いたことです。

その原因の一つとして、「首都圏に近いので流出しやす

い」ことがしばしば挙げられます。しかし、それは表層の原

因です。その原因の原因は、若者にとって魅力的な仕事や

雇用の創出が不足したことです。そして、その原因の根底

にあるのは、長年にわたる企業用地やオフィスの供給不足

です。これにより、新規企業の立地や市内既存工場の刷新・

拡張などが不活発となり、産業の新陳代謝や、新しい雇用

の創出が不足しました。

では、なぜ供給不足が生じたのでしょうか。それは、市政

が、静岡市の人口が、同じような条件の市に比べて、いち

早く減少に転じたという現実を直視せず、危機感が希薄で、

その原因の分析を行わず、適切な対策をとってこなかった

ためです。

人口減少は、まちの活力を低下させ、市民サービスの低

下につながります。人口減少対策は、人口を増やすことそ

のものが目的ではなく、人々がこのまちで幸せに暮らせる

ようにすることで、このまちに住み続けたい、このまちに住

んでみたいと思う人の希望が叶うようにするために取り組

むべきものです。

現在の、高齢者人口が多く、若年層人口が少ないという

年齢構成による人口の自然減は、緩和することができても、

増加に転じることは当分の間はできません。

一方、社会増は増加することができます。人が住み続け、

集まってくるような魅力あるまちにすることにより、人口

減少の速度が緩和されます。

人々がこのまちで幸せに暮らせるようにし、人が住み続

け、集まってくるような魅力あるまちにするためには、何を

すべきでしょうか。



ここまで、人口減少問題を主に述べましたが、静岡市が

直面している問題は、地球規模の気候変動による災害の

激甚化・頻発化、地域の稼ぐ力の停滞などにより、ますま

す複雑化・深刻化・多様化しています。

こうした多種多様な課題の解決のためには、行政の力

だけではなく、市民・地域社会・企業・教育機関・行政など、

社会全体の力による「共働・共創」が不可欠です。

例えば、災害時における安心・安全のためには、自分や

家族で備え行動する「自助」、地域や近所で助け合う「共

助」、行政による「公助」が不可欠です。自助・共助がしっか

り行われるためには、行政が公助としてしっかりとした基

盤を整えることが重要です。行政による適切な避難情報

の提供や避難施設の整備によって、一人ひとりの、より適

切な避難行動や地域社会での助け合いが可能となります。

このように、社会全体の力による「共働・共創」により、

多種多様な課題を解決するためには、社会が力を十分に

発揮できるよう、行政が仕組みや土台をつくることが重

要です。あわせて、静岡市が置かれている現状や課題解

決の方法・道筋を行政がわかりやすく示し、「それなら自

分も課題解決のために社会のみんなと一緒に何かやって

みよう」という社会の共感を得ることが重要です。

はじめに

誰もが幸せに暮らせるまちにするための方法
～共働・共創によるまちづくり～

自助・共助・公助
が同列にある

公助による自助・共助の基盤づくり、
自助・共助・公助の連携による共創

公助共助

自助

公助

共助自助

3



第４次静岡市総合計画は、行政が行う様々な政策（施策

や取組）を体系化し、アウトプット（何をするか）を中心に整

理しまとめた計画でした。 例えば、「道路を整備する」「施

設を建設する」といった、具体的な取組の内容を列挙する

形式の計画です。いわば、「政策集型」の計画といえます。

こうした計画は、行政目線で、行政が何をするかに重点

が置かれています。しかし、市政で最も重要なことは、

市民目線の取組により、市民の生活がどのように良くな

るのかを示すことです。

よって、静岡市は、総合計画を「政策集型」から、「成果

志向型」へ見直すこととしました。

「成果志向型」は、まず市民にとってどのような社会の

姿が望ましいか（目指す社会）を描き、その実現に向けた

政策の実行により、市民にどのような幸せや豊かさがも

たらされるかという成果（アウトカム）を示すものです。

例えば、「道路の整備により、渋滞が緩和され、移動時

間が短縮される」というような、市民一人ひとりの生活に

どのような利益や利便（成果）があるのかを示します。

新しい総合計画は、市民にとってどのような社会が望

ましいかを「目指すまちと暮らしの姿」として示し、その実

現に向けて何を行うべきかを明らかにしていきます。

そして、市民・地域社会・企業・教育機関・行政が協力し

て、みんなで「誰もが安心して暮らし、幸せを実感し、住み

続けたいと感じられるまち」を共に創っていくこと（共創）

により進めていく計画です。

はじめに

総合計画の見直しと策定の目的

行政の下支え（仕組み・土台づくり）

（
結
果
が
出
る
よ
う
、

共
に
歩
み
、
汗
を
か
く
）

行
政
に
よ
る
伴
走
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第５次静岡市総合計画の概要 はじめに
１．静岡市の現状とその背景 ２．静岡市の人口減少の原因
３．誰もが幸せに暮らせるまちにするための方法 ４．総合計画の見直しと策定の目的

第１章
静岡市の特徴

と
目指すまちと
暮らしの姿

＜静岡市の特徴＞
静岡市は多彩な魅力を有しています。これらの魅力を最大限活かすことで、市民一人ひとりが
暮らしの豊かさと幸せを感じられるまちへと発展していくことができます。

＜目指すまちと暮らしの姿＞
静岡市の魅力を十分に活かすことにより、次のようなまちを実現します。
「誰もが安心して暮らし、幸せを実感し、住み続けたいと感じられるまち」

第３章
課題解決の基
本的な考え方

共働・共創のま
ちづくりによる
安心と幸せが感
じられる社会の

実現

複雑化・深刻化・多様化した課題の解決は、行政だけの力では不可能であり、市民・地域社会・企
業・教育機関・行政などとの「共働・共創」が不可欠です。行政は社会の力がうまく働き、共働・共
創の輪が広がるよう下支えし、結果が出るよう伴走することが必要です。共働・共創により安心
と幸せが感じられる社会の実現に向けた課題解決の基本的な考え方を次のとおり掲げます。

１ 政策形成（政策づくり）の方針 ～これまでの延長にない政策形成～
(1)人口減少の緩和と適応 (2)まちづくりの転換 (3)心の豊かさの実現
(4)地域のつながりの強化 (5)地域経済の活性化 (6)DX・GXによる社会変革

２ 政策執行（政策の実行）の方針 ～良い結果の出せる政策執行～
(1)根拠と共感に基づき共働・共創する市政 (2)社会共有資産の利活用
(3)効率的かつ効果的な行政経営

第５章
静岡市の魅力を

活かした
まちづくり

「安心な暮らし」と「幸せの実感」のためには、静岡市の魅力を活かしたまちづくりが必要です。
そのためには、内外の人々が「一緒にそのようなまちを実現したい」と共感できるような未来を
描き、行政・市民・企業などの多様な主体による共働・共創を推進することが欠かせません。
(1)都市拠点＜静岡都心、清水都心、東静岡・草薙地区＞

(2)産業・交流拠点＜宮川・水上地区、南沼上・麻機地区（中央卸売市場周辺）、貝島・折戸地区、庵原地区＞

(3)観光拠点＜日本平・久能・三保・用宗、東海道「二峠八宿」＞

(4)中山間地域＜オクシズ＞

第４章
分野別の政策

各分野において「目指すべき未来像」を描き、未来像と現状を比べ、「現状と課題」を知り、「現状
から未来像へ到達するための道筋」を考え、「具体的に何を行うか」を決めるという、バックキャ
スティング型の考え方で、どのように課題を解決していくのか具体的に示します。

３ こども・子育て
６ 観光・スポーツ・文化
９ 行政経営

２ 防災・消防・防犯
５ 経済・産業
８ 環境・森林

１ 共生・福祉・健康
４ 教育・人づくり
７ 都市・社会基盤

１．温暖な気候や豊かな自然環境と美しい風景
３．交通の要衝と都市機能の集積
５．多様で深みのある産業力

２．人の心の温かさ
４．魅力ある中心市街地
６．大学等の教育機関の充実

第２章
時代認識と
現実の直視

＜時代認識＞
現在の静岡市は、魅力を十分に活かせず、様々な課題に直面しています。

＜静岡市の人口減少問題を直視する＞
静岡市が抱える課題の中でも人口減少は特に深刻な問題です。静岡市が明るい未来を迎える
ためには、人口減少問題を直視し、その原因を根底まで深掘りすることが必要です。
・深刻な人口減少の状況 ・人口減少の原因 ・人口目標の考え方 ・人口減少対策について

３．地域のつながりの希薄化
６．地球環境の危機

２．「心の豊かさ」の重視
５．知能革命の進展

1．深刻な人口減少と暮らしへの影響
4. 地域の「稼ぐ力」の停滞

基
本
計
画
の
内
容

基本計画の概要

（１）役割

静岡市が直面している様々な課題を解決するためには、行政
の力だけではなく、社会全体の力による「共働・共創」が不可欠と
いう認識のもと、行政が、市民・地域社会・企業・教育機関などと
ともに、何をどのように実行していくかを示します。

（２）区域

対象とする区域は、静岡市の行政区域です。加えて、静岡県中
部地域の中枢を担う政令指定都市として、中部地域全体への貢
献も視野に入れています。

（３）期間

2026年度から2035年度までの10年間とします。

（４）構成

「静岡市の特徴と目指すまちと暮らしの姿」「時代認識と現実
の直視」「課題解決の基本的な考え方」「分野別の政策」「静岡市
の魅力を活かしたまちづくり」の各章により構成します。

実施計画の概要

基本構想の概要

おわりに
社会全体の力による共働・共創により、静岡市が直面している課題を解決し、「誰もが安心して
暮らし、幸せを実感し、住み続けたいと感じられるまち」を実現することができます。
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基本構想を実現するために、何をどのように
実行していくかを示すもの

まちの将来像や市政運営の方向性を示すもの

基本計画に基づく具体的な取組を定めるもの

基本計画の「分野別の政策」に掲げる「目指すべき未来像」を実
現するための具体的な取組を定めるものです。

実施計画は社会経済状況の変化などを踏まえ、毎年度改定を
行います。計画の期間は５年間とし、将来の５年間に予定してい
る取組を登載します。

あわせて中長期的な視点で、持続可能な財政運営を行うため、
今後の財政見通しを示します。

目指すまちと暮らしの姿として「誰もが安心して暮らし、幸せ
を実感し、住み続けたいと感じられるまち」を掲げます。

人々が安心して暮らし、幸せを実感し、住み続けたいと感じら
れるよう共創の市政運営を行えば、このまちは、人々が住み続け
たい、移住して住みたいまちになります。

その結果、「世界に輝く静岡の実現」へとつながっていきます。



静岡市の特徴と目指すまちと暮らしの姿第１章

温暖な気候や豊かな自然環境と美しい風景

人の心の温かさ

交通の要衝と都市機能の集積

多様で深みのある産業力

歴史と文化が残る静岡都心

大学等の教育機関の充実

温暖な気候と南アルプスや駿河湾に囲まれた豊かな自然環境が、市民に潤い
や、やすらぎ、暮らしやすさをもたらします。

南アルプスは四季折々の美しい景観や多様な生態系を有しており、これらを活
かし、自然環境や地域資源を体感できる体験を提供することで、多くの人をひ
きつけることができます。また、駿河湾の豊かな海洋資源を活かすことで、国
際的な研究拠点として発展する可能性があります。

静岡の人々は、控えめでありながらも親切で、困っている人に自然
と手を差し伸べる「人の心の温かさ」があります。

また、祭りや伝統行事を通じて人と人とのつながりを大切にし、世
代を超えて支え合う文化が息づいています。

新幹線や高速道路、港湾など多様な交通インフラを有し、首都圏・中京圏・
甲信地方へのアクセスに優れているため、物流や人の移動において高い利
便性を誇ります。さらに近年、清水港はクルーズ船の寄港が増加しています。

県庁所在地として行政・経済・文化の中心となる都市機能が集積しており、
人や情報の交流が地域の活力を生んでいます。

県全体では大学収容率※１が50.1％と低い一方で、静岡市は大学収容率が104％
と高く、大学や短期大学、専門学校が集積し、幅広い学びや研究機会が提供されて
います。

※1 大学収容率：その地域の大学の入学定員数÷その地域の高校生の大学等進学者数※２

※2 大学等進学者数は「大学・短期大学・通信教育部及び放送大学・高等学校及び特別支援学校の専攻
科」が含まれる

電気機械器具産業や模型産業をはじめとしたものづくり産業や、交
通の要衝であることを活かした物流関連産業など、地域の資源や強
みを活かした産業が集積し、地域経済をけん引しています。

また、美しく豊かな自然環境と温暖な気候、歴史性が根づいた文化力
を背景に、お茶やみかんをはじめとする農業、水揚げ量日本一のマグ
ロ、桜えびやしらすを中心とした水産業、駿河湾・清水港を舞台に展
開する海洋産業や地域特性を活かした観光産業など多様な産業が立
地しています。

江戸時代の城下町としての面影を残しながら、近代化とともに商業や文化の中心として
発展してきた商店街が、今もなお中心部に残っていることは大きな強みです。この強み
を活かしながら、オフィスや住まい、学びの場、楽しむ場など、多様な機能を集積するこ
とで、買い物だけでなく、中心市街地に暮らしながら、仕事や子育てなどもできる場所
へと発展することが期待されます。

静岡市には、温暖な気候と豊かな自然環境、温かい人の心と社会の絆、交通の要衝、魅力ある中心市街地、多様で
深みのある産業、大学等の多くの教育機関といった多彩な魅力があります。多くの人や企業をひきつけ、経済的にも
成長し、豊かで幸せな暮らしができる、よりよいまちへと発展するための原動力となる静岡市の強みを示します。

静岡市の特徴
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海と美しい景観が広がる清水都心

魅力ある中心市街地

1899年に開港して以来、みなとまちとして発展してきました。富士山や駿河湾を望む
景観を活かし、土地活用などを通じて、公共施設や商業施設等をＪＲ清水駅周辺に集積
させることにより、暮らしやすく活力ある都市空間となる可能性があります。



誰もが安心して暮らし、幸せを実感し、住み続けたいと感じられるまち

このまちが実現したときに皆さんの暮らしはどのようになるでしょうか？

目指すまちと暮らしの姿

幸せの実感安心な暮らし

温かい人の心に支えられた地域の中に自分

の居場所があり、人々とのつながりを深め

ながら、心身ともに健やかに暮らし、子育て

する人は安心して子育てでき、経済的な心

配や災害への不安がなく、快適な生活環境

と緑あふれる空間に包まれて、心地よい暮

らしができる

学びを通じて可能性を広げたり、望む仕事

に就いたり、こどもを持ちたい人はその希

望が叶ったり、多彩な文化や魅力的な体験

を通じて心を豊かにしたり、人との交流を深

めたりすることで、誰もが幸せを実感できる

静岡市の特徴と目指すまちと暮らしの姿第１章

静岡市の魅力を十分に活かすことにより、次のようなまちを実現します。

しかし、現実はどうでしょうか。第２章「時代認識と現実の直視」で、静岡市の現状を見てみましょう。
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時代認識と現実の直視第２章

深刻な人口減少と暮らしへの影響

2026年現在、静岡市をとりまく社会環境は、大きく変化しています。そして、これからも大きな変化が予想されま
す。このため、常に、これからはどのような時代になるのかという時代認識をもって、とるべき方策を考える必要があ
ります。

静岡市は、人口減少の深刻化や地域コミュニティ機能の弱体化など、暮らしの基盤を揺るがす課題が顕在化してい
ます。これらの現実を直視し、その現実が発生している原因を根底まで深掘りして分析した上で、解決策を考え、実行
していくことが必要です。

さらに、世界は、「知能革命」の時代に入り、ＡＩやビッグデータの活用が進み、社会構造を根本から変える大変革期
にあります。急速に進化する科学技術を取り入れ、活用していくことが重要です。また、地球温暖化の進行により引き
起こされる自然災害や異常気象によって、将来世代の暮らしや資源が損なわれることがないよう、環境負荷を減らし、
脱炭素社会を実現することが地球規模の課題となっています。

静岡市の人口は日本全体のピークより18年早い1990年がピークで、その後、減少が続いています。現在は、政令指定都市

で総人口は最少で、静岡市独自の方法による将来人口の推計では、このまま有効な対策をとらなければ、2050年に約49万

人まで減少する見込みです。

静岡市の人口減少が他都市と比べて深刻な原因は、長年の若い世代の人口流出にあります。

市内の高校生の進学希望者に対する大学収容率（市内大学の入学定員数÷市内高校生の大学等進学者数）は高いため、大学

進学に伴う人口の流出は生じにくい一方で、大学卒業時に人口が流出しています。その原因の一つが、地域に魅力的な仕事

や雇用が不足していることです。静岡市が、長年にわたり企業用地やオフィスを供給する施策をとってこなかったことにより、

新規企業の立地や既存工場等の刷新・拡張が進まず、産業の新陳代謝を停滞させてきました。

定住人口の減少は、小売・飲食・医療など生活サービスの縮小、雇用機会の減少、個人所得の伸び悩みを招くとともに、税収

の減少を通じて公共施設維持の負担増や市民サービスの縮小にもつながります。
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地域の「稼ぐ力」の停滞

これまでの静岡市は、地域経済を底上げする積極的な投資が

十分ではなく、地域の稼ぐ力が停滞しています。

このため、魅力的な仕事や雇用が不足し、若い世代が市外に

流出しています。

これからは、公共投資により民間投資を誘発し、まちの魅力

を高め、地域の経済活動を活性化し、地域の「稼ぐ力」を高め

ることが重要です。

「心の豊かさ」の重視

社会が成熟した現代においては、生

活を支えるモノやサービスの充実な

どの「物質的な豊かさ」だけでなく、

心身の健康や人とのつながり、自分

らしく生きることなどの「心の豊か

さ」も幸福感を高める重要な要素と

なっています。

そのため、心の豊かさを育む社会づ

くりがますます必要となります。

知能革命の進展

地球環境の危機
地球温暖化の影響で、猛暑や豪雨などの異常気象が発生し、それに伴って自然災害が激甚

化・頻発化し、日常生活や農業・水産業、インフラ、地域経済に広く影響を及ぼしています。

このような地球環境の危機により、将来世代の暮らしや資源を損なうことがないよう、環境

負荷を減らし脱炭素社会を実現することは地球規模の課題です。

世界中で、あらゆる分野におけるＡＩやビッグデータによる生産性革命、すなわち「知能革命」

が進んでいます。とりわけ生成ＡＩの急速な進歩は、従来の仕事のやり方を根底から変えます。

急速に進化する科学技術は、新たな価値や仕組みを生み出すイノベーションの源泉として、社

会課題の解決や市民生活の質の向上にも大きな役割を果たすことが期待されています。

このような時代においては、企業が積極的に科学技術を活用することで競争力を強化し、地

域の「稼ぐ力」を高めることが重要です。

時代認識と現実の直視第２章

地域のつながりの希薄化

9

人口減少と高齢化、核家族化の進行、個々人のライフスタイルの変化など

により、現代社会では、地域のつながりが希薄になってきています。

近隣住民や祖父母の支援が得られにくく、育児の負担が家庭に集中してい

ます。地域のつながりが希薄になることで、こどもの健やかな成長にも影

響します。高齢者も、交流や見守りの機会が減り、特に一人暮らしの高齢者

は、急な事態に十分な支援を受けられないおそれがあります。

地域のつながりが弱まることは、子育て世帯や高齢者をはじめ、多くの

人々の日常生活の安心感を損ないます。



人口ピーク年2024年1970年政令指定都市等比較

1990年６７万人６８万人１万人減静岡市

2020年１６６万人８７万人79万人増福岡市

2020年７１万人５０万人２１万人増岡山市

2015年７４万人５３万人２１万人増熊本市

２００５年７７万人６３万人１４万人増新潟市

2005年78万人63万人15万人増浜松市

2005年352万人309万人43万人増静岡県

2008年日本全体

静岡市の人口減少問題を直視する

ここまでに述べた多様な課題のうち、改めて、人口減少問題を直視し、その原因を、根底まで深掘りして分析してみ
ます。

旧２市２町が合併していたと仮定すると、静岡市の人口は日本全体のピークより18年早い1990年がピーク

で、その後、減少が続いています。

静岡市と同規模の政令指定都市である岡山市、熊本市、新潟市は、1970年から2024年までの間で人口が

14～21万人増加していますが、静岡市は１万人減少しています。

また、浜松市、静岡県ともに1970年より大幅に人口が増えていますが、静岡市は減少しています。

※参考資料：国勢調査（1970,1990,2005,2015,2020）
総務省統計局「人口統計」

※1970年の静岡市人口は、合併前の旧静岡市、
旧清水市、旧蒲原町、旧由比町の人口の合計。
その他の市も合併を考慮

※2024年人口は、2020年国勢調査の人口から出生・
死亡・転出入数を加除した10月１日現在の数値。
出典：各市ホームページ
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この先、静岡市の人口はどのようになっていくのでしょうか。

時代認識と現実の直視第２章

深刻な人口減少の状況 ①



静岡市が、このように深刻な人口減少を迎えている原因は、一体何なのでしょうか。
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時代認識と現実の直視第２章

静岡市ではこれまで、将来の人口構造を把握するための基礎情報として、国立社会保障・人口問題研究所（以下、

「社人研」という。）が発表している国勢調査をもとにした将来人口推計を利用してきました。しかし、国勢調査は５年お

きに実施され、かつ調査結果の確定・公表に２年の期間を要することから、直近の実態が推計に反映されにくいという

特性があります。

静岡市の2024年６月末の人口（675,506人）は、すでに2020年の国勢調査の結果を用いた社人研の推計

（678,672人）を3,166人下回っています。この差は小さいように見えますが、今後、年々大きくなることが予想され

ます。こうした背景から、静岡市は、社人研の推計ではなく、直近の市の人口動態の実態を反映させ、的確な人口減少

対策を立案するため、市独自の方法による人口推計を行い、2024年９月に結果を公表しました。

市の独自推計結果と社人研が2020年の国勢調査を用いた推計結果

静岡市独自の方法による直近（2026年２月公表）の将来人口

の推計では、このまま有効な対策をとらなければ、2050年９月末

で人口が約49.5万人※となり、2024年６月末と比べて27％の

減少となることを予測しています。

※２０２４年、２０２５年の社会動態がプラスに転じた影響により、49.5万人に上方修正。
２０２４年９月公表時は49.2万人。

また、このまま少子高齢化が進めば、2050年度末には、１人の

老年人口（65歳以上）を1.3人の生産年齢人口（15～64歳）で支

えなければならない状況になると予測されています。

私たちはこのような未来を絶対に迎えてはなりません。

2024年６月、社人研推計よりも

実人口は、約3,000人下振れ678,672

494,635

（人）
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693,389
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深刻な人口減少の状況 ②



時代認識と現実の直視第２章

静岡市の人口減少の原因の一つは、日本全体の人口減少と同様に合計特殊出生率が低いことにあります。しかし、

前述したように、静岡市の人口減少が他都市と比べて深刻化していることには、長年にわたる若い世代の市外流出が大

きな影響を与えています。若い世代の市外流出が生じる理由として、大学を卒業後、市外へ転出する若者が多いことが

考えられます。静岡市では、静岡市に住む日本人の20～29歳人口における転出超過が、他の年齢層に比べて多くなっ

ています（表１参照）。

静岡市は、市内高校生の大学等進学者数に対する市内大学の入学定員数の割合である「大学収容率」が104％と高く、

大学進学に伴う人口減少は生じにくいという恵まれた状況にあります。しかし、2023年３月に大学等を卒業した静岡

市出身者を対象にしたサンプル調査では、市内の大学等に進学した静岡市出身者の39％が市外の企業に就職しており、

大学卒業時に人口が流出するという結果が出ています（図１参照）。若い世代の市外流出（社会減）が進むと、地域でこど

もを産み育てる世代の人数が減少します。これにより出生数が低下して自然減が進みます。このように、社会減と自然

減が相まって人口減少をさらに加速させます。

大学卒業時に人口が流出している背景には、若者にとって魅力的な仕事や雇用が不足していることが考えられます。

その要因の一つとして、企業用地やオフィスの供給不足が挙げられます。静岡市は、企業用地として活用可能な未利用・

低利用地が市内に十分に存在していたにもかかわらず、行政が企業用地の供給に積極的に関与してきませんでした。こ

のため、企業用地の不足によって、新規企業の立地や既存工場等の刷新・拡張が進まず、産業の新陳代謝が進みません

でした。こうした行政の消極的な姿勢が、若者の流出を加速させる一因となっています。

定住人口の減少に対しては、若い世代の市外流出の原因を踏まえたうえで、行政としてしっかりと対策をとる必要が

あります。
＜表１＞静岡市の転入超過数（日本人）（△は転出超過を表しています）

出典：静岡市「静岡市UIJターン就職促進
に係る若者の意識等調査」

※ グラフに記載されている人数は調査に回答した
人数であり、2023年3月時点の静岡市出身の
大学等卒業者の総数を示すものではありません。

人口減少の原因

出典 ： 住民基本台帳

＜図１＞2023年３月に市内大学等を卒業した静岡市出身者の
就職先の割合
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単位：人

年代 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

20歳未満 △ 183 △ 243 △ 304 △ 144 △ 170

20歳～29歳 △ 331 △ 293 △ 393 △ 804 △ 694

30歳～64歳 196 △ 14 △ 41 34 △ 85

65歳以上 46 80 60 △ 54 △ 57

全世代 △ 272 △ 470 △ 678 △ 968 △ 1,006

※ 転入超過は 転入者ー転出者 で算出しています。



時代認識と現実の直視第２章

人口目標の考え方

人口減少が進めば、地域経済の縮小や生活産業の衰退、雇用の減少を招き、日常生活への影響は避けられません。

さらに、若年層の流出や高齢化により、地域の活力が損なわれ、行政サービスの維持も困難となり、市民の暮らしの

質や幸福感が低下するおそれがあります。

人口減少対策は、人口を増やすことそのものが目的ではなく、このまちに住み続けたい、このまちに来て住みたい

と思う人の希望が叶うようにするための手段として取り組むべきものです。

行政の政策の中には、その実行により人口減少対策につながるものがあります。こうした効果を定量的に見込むこ

とは、政策効果の検証には必要です。また、将来人口の見通しに応じて、必要となる行政サービスの規模や内容を計

画していく必要があります。したがって、将来人口を政策検討の根拠値として設定します。新たな総合計画では、こう

した考えのもと、人口目標を定めます。

静岡市独自の方法による将来人口の推計で

は、このまま有効な対策をとらなければ、

2050年には約49.5万人となり、現在の約

67万人から、約30％の減少が見込まれます。

人口減少は避けることはできません。しかし、

人口の流出を抑え、流入を促進する取組を総合

的に進めることで、減少幅を抑えることはでき

ます。そこで、減少幅を、現在見込まれる約

30％から約20％に抑えることを目指し、

2050年の人口目標を55万人以上に設定し

ます。
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時代認識と現実の直視第２章

人口減少対策について ～若年層の流出抑制と流入促進～

人口の変動には出生数と死亡数の差による「自然増減」と、流入数と流出数の差による「社会増減」の二つの側面

が影響しています。自然減については、緩和することはできても、増加に転じることは当分の間はできません。一方

で、社会増は有効な施策によって増加させることができます。

若年層の流出を抑え、転入を促し、若い世代が市内に定着すれば、社会増となり、将来的な自然増につながります。

こうした考え方から、静岡市は人口流出の抑制と流入の促進を両輪とした施策を進め、人口減少対策に取り組

んでいきます。

人口流出の抑制 人口流入の促進

若年層の市外流出を抑制するための取組

 企業用地やオフィスの供給、積極的な投資により、地

域の稼ぐ力を高め、若者の雇用を創出し、所得を向

上させる。

 空き家の活用などによる住宅の確保や日本一安心し

てこどもを産み育てることができる子育て環境の充

実を進め、若者が安心して暮らせる環境を整える。

若年層の市内流入を促進するための取組

 移住者住宅応援補助金などの移住者に対する支援制

度を市内外に積極的に周知することによって移住者

を増やす。

 大学や専門学校などの教育機関を積極的に誘致する

ことで、市内への進学者数を増加させ、静岡市で学

び、働き、暮らすといった好循環を生み出す。

など など

これらに取り組むことで、社会増を増やし、将来的な自然増につなげます
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人口流出の抑制に関する施策は、市内に人を留めるだけでなく、市の強みとなり、市外から人を呼び込む人口流入の
促進にもつながります。



課題解決の基本的な考え方
～共働・共創のまちづくりによる安心と幸せが感じられる社会の実現～

第3章

15

人口減少や気候変動、地域の稼ぐ力の停滞などに加え

て、世界経済の不確実性という外部要因も重なり、静岡

市が抱える社会課題は複雑化・深刻化・多様化していま

す。

さらに、全国的にみても広大な市域を有する静岡市は、

山間部、市街地、海岸部といった多様な地理的特性を備

えています。地域ごとに暮らし方や生業が異なり、災害の

形も様々で、地域が抱える課題も一様ではありません。

複雑化・深刻化・多様化した課題の解決は、行政だけの

力では不可能であり、市民・地域社会・企業・教育機関・行

政などの共働・共創 が不可欠です。共働・共創のまち

づくりの主役は、「地域を良くしたい」という思いを持ち、

行動する人や地域社会・組織といった社会の力です。

静岡市には、すでにその思いを持ち、行動する人が多

くいます。しかし、その思いや行動がバラバラに動いてい

ては、複雑化・深刻化・多様化した社会課題は解決するこ

とができません。社会にある様々な力が集まり、つなが

り、うまく働き、動くようになれば、社会全体に変化が起

こり、社会課題の根本的な解決を実現することにつなが

ります。

行政は、こうした社会の力がうまく働き、動きやすくな

るよう下支えし、結果が出るよう共に歩み、共に汗をかく

ことが重要です。また、 「それなら一緒にやってみよう」

という社会の共感のもと、共働・共創の輪が広がるよう、

市が置かれている現状や課題解決の方法・道筋をわかり

やすく示すことが不可欠です。



行政による下支え
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社会の力がうまく働き、動きやすい仕組みや土台を構築する。
多様な主体が集まり、つながりやすくする。

市が置かれている現状や課題解決の方法・道筋を示す。
社会の共感が生まれ、共働・共創の輪が広がる。

結果が出るよう伴走する。

多様な主体の連携により、相乗効果が生まれ、社会課
題の根本的な解決を実現する。

個別の動きによる課題解決

部分的解決

課題解決の基本的な考え方第３章

多様な主体の連携による課題解決

課題解決の例

行政による下支え

行
政
に
よ
る
伴
走

共感
共鳴 方法・道筋

個別
課題

個別
課題

個別
課題

根本的解決

複雑化した課題

 社会課題は個別の課題が絡み合って複雑化しており、
バラバラの動きでは、個別課題の解決しかできず、
複雑化した課題の解決はできない。

 個別課題の解決は部分最適になりやすく、全体として

最適でない場合もある。

 部分的ではなく、もっと総合的なよい解決方法がある

可能性がある。

個別
課題

個別
課題

個別
課題

複雑化した課題

行政

行政

行政



「清水港・みなと色彩計画」の取組で、なぜ、強制力のない計画の実現

に人々が協力しているのでしょうか。

最初は「富士山と調和した美しいみなとになったらいいな」から始まっ

たのではないでしょうか。続いて、誰かが目指す姿を描き、共通の目標

として提案。 その目標の実現への共鳴共感の輪、行動する人の輪が

徐々に広がり、協働・共働となる。そして、美しい景観が「共創」される。

清水港では、このように、地域の明るい未来のため、将来のあるべき姿、実現したい姿をデザインし、それを実現する

ために、多くの人、多様な主体が参加して、社会課題の解決や新たな価値をつくる「共創のみなとまちづくり」が行われ

ています。これを支えたのが、「一人ひとりのみなとを愛する心とその共鳴・共感の輪」と、「共創がうまく進む社会シス

テムやプラットフォーム」である「清水港・みなと色彩計画推進協議会」です。

・ 清水港周辺の風景は、いつもそこにある風景なので気づきにくいですが、な

ぜか、建物の色やその配色が整っています。物流施設、公共の建物、マンション、

エスパルスドリームプラザ、これらはみんな所有者が異なります。それなのに、

配色に統一感があります。当然、これは偶然ではありません。

・ 1991年に官民で構成する「清水港・みなと色彩計画策定委員会」が計画を策

定しました。その後、法的な強制力・義務がないにもかかわらず、港に関わる人

たちが、美しい景観づくりのためにと思い、新設や改修にあわせ、無理のない

範囲で周辺環境と調和した景観づくりに協力してきました。

・ この美しい景観は長年の「共創」の積み重ねの賜物。「共創」のお手本です。

共創の事例（清水港「共創のみなとまちづくり」）
課題解決の基本的な考え方第３章

共創を支える社会システムやプラットフォームの重要性

17

広

広



共働・共創によるまちづくりの例（防災力の強化）

課題解決の基本的な考え方第３章

災害への安心については、自助・共助・公助が重要です。自助・共助がしっかり行われるためには、行政が公助とし
てしっかりとした基盤を整えることが重要です。

例えば、適切な避難情報の提供や、避難施設が整っていることで、一人ひとりの適切な避難行動や、地域社会の助
け合いが円滑になります。
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共 助

行政による下支え
事前の備え：河川改修、防潮堤整備、上下水道耐震化、避難所物資の備蓄 など
事中・事後：防災ナビ、巴川河川予測システムによる情報発信 など

自 助

●事前の備え
・家庭内備蓄（７日分）

●事中の対応
・情報収集、安全確保

●事後の対応
・避難生活 など

公 助

行

政

に

よ

る

伴

走

・適切な情報提供
・自主防災組織への支援
・避難所への物資搬入

など

社会全体の力で防災力を強化

●事前の備え
・自主防災組織の活動

●事中の対応
・隣近所での声がけ、
要支援者の支援

●事後の対応
・避難所の運営 など



課題解決の基本的な考え方第３章

共働・共創による安心と幸せが感じられる社会の実現に向けた課題解決の基本的な考え方を「政策形成（政策づく
り）の方針」として掲げます。

また、政策形成と政策執行の両輪で、社会に社会的利益や利便をもたらすことが重要です。特に、市民に身近な基
礎自治体である静岡市は、政策執行の主体として、適切に政策を実行し、良い結果を出す必要があります。そのため
の基本的な考え方を「政策執行（政策の実行）の方針」として掲げます。
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課題解決の基本的な考え方

政策形成（政策づくり）の方針 政策執行（政策の実行）の方針

静岡市は、他都市と比べても深刻な人口減少に直
面しているとともに、世界は、知能革命や地球環境
の危機といった大変革期にあります。
そのため、これからどのような時代になるのかとい
う時代認識のもと、これまでの延長上にない政策形
成が求められます。
そこで、政策形成を行う上での方針を示します。

1.人口減少の緩和と適応
2.まちづくりの転換
3.心の豊かさの実現
4.地域のつながりの強化
5.地域経済の活性化
6.ＤＸ・ＧＸによる社会変革

政策執行にあたっては、目標（目指す姿）を実現する
ため、意思決定を行い、政策を実行に移し、執行を
管理し、良い結果を出すという「経営」の視点が重要
です。
そして、行政経営では、企業経営と異なり、市が直
接持つ経営資源だけでなく、「社会全体の力を経営
資源」として、社会的便益・効用を最大化するよう業
務を行うことが重要です。
このような認識のもと、政策執行に向けた方針を示
します。

1.根拠と共感に基づき共働・共創する市政
2.社会共有資産の利活用
3.効率的かつ効果的な行政経営



課題解決の基本的な考え方第３章
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人口減少の緩和と適応
人口減少の緩和策

静岡市の人口減少の原因の一つは、長期にわたり若年層の流出を招いたことです。大学進学
による人口減少は少ないという恵まれた状況にあるにもかかわらず、大学卒業後の市外への
転出が目立っています。人口流出の原因は、若者にとって魅力的な仕事や雇用が不足している
ことが考えられます。その原因の一つとして、企業用地やオフィスの供給不足が挙げられます。

静岡市には、耕作放棄地など、企業用地として活用可能な未利用・低利用地が多数点在して
いるものの、行政はそれらを集積し、企業用地として活用する取組を進めてきませんでした。土
地利用規制の運用や見直しも適切とは言えず、企業用地としての活用を阻害する要因となって
いました。中心市街地においては、1950年代から1970年代に建築された老朽建物が多く、
新しいオフィス床の供給が進んでいません。

こうした状況を改善するためには、行政が耕作放棄地などの未利用・低利用地を集積し、企
業用地として供給することが必要です。さらに、市街化調整区域から市街化区域への編入を行
うなど、土地利用の転換を行うことで、企業が立地しやすい環境を整える必要があります。中心
市街地では、建物更新に係る助成制度の創設や、柔軟な規制緩和により、老朽建物の更新を促
し、土地をより高度に利用することで、オフィス床の創出をはじめ、住まい、学びの場、楽しむ場
など、多様な機能を集積していく必要があります。

行政が企業活動の基盤を整えることで、企業の投資が生まれ、産業の新陳代謝が進みます。
その結果、若者にとって魅力的な仕事や雇用が創出され、若年層の市内定着につながります。

また、若年層が市内に定着するためには、住みやすい住環境を整えることも重要です。例え
ば、人口減少に伴い空き家が増えている現状を踏まえ、活用可能な物件が不動産市場に流通す
るよう行政が下支えすることで、多様な住宅が市場に提供され、誰もが希望する場所で暮らせ
る環境が整います。

人口減少の適応策

公共施設、行政サービスは、現在の人口規模に合わせて整備・提供されています。人口が減
少すると、これらへの需要が減り、稼働率が低下します。加えて、税収の減少により維持費が重
荷となり、市民サービスの縮小を余儀なくされます。

人口減少の緩和策を行ったとしても、長期的には人口減少は避けることができません。将来
人口の見通しに応じて、必要となる行政サービスの規模や内容を計画することが不可欠です。

将来の行政需要に対し、供給が適切となるよう、施設の規模・配置の適正化、サービス提供方
法の見直しを通じて、行政サービスの最適化を進める必要があります。

また、整備を計画している都市計画道路などの社会基盤施設（インフラ）についても、将来の
人口減少や交通需要の変化を踏まえて、計画を見直していく必要があります。

共働・共創による課題解決の事例

未利用・低利用地の活用や土地利用の規制
緩和を行うことにより、企業が活動しやす
い基盤をつくる

行政の役割（仕組み・土台）

企業の経済活動が活発化し、さらに、人や資
金が集まることで、地域の「稼ぐ力」が高ま
る

地域の稼ぐ力が高まることで、雇用が生ま
れ、所得が向上し、若者が「ここで働きたい」
「ここで暮らしたい」と思えるまちになる

空き家に関する相談窓口の設置や現地調
査を行い、活用可能な空き家を不動産市場
に流通させる

多様な住宅が提供され、誰もが住みたい場
所で暮らすことができ、人口減少対策にも
つながる

行政の役割（仕組み・土台）

社会の取組

社会的便益

社会の取組

既存の社会資本が有効活用されるよう、空
き家が市場に流通し、空き家の売買・賃貸借
が活発に行われる

社会的便益

例

①

例

②

政策形成（政策づくり）の方針と共働・共創による課題解決の事例



課題解決の基本的な考え方第３章
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政策形成（政策づくり）の方針と共働・共創による課題解決の事例

まちづくりの転換

高度経済成長期のまちづくりは、人口増加と経済成長を背景に、長い間、郊外に住宅地を広
げながら都市を拡大してきました。しかし、このような郊外に広がるまちづくりは、人口減少社
会では、空き家や空き地の増加、インフラ維持コストの増大、乗客の減少による公共交通の採
算悪化といった課題を生みます。

また、社会は大きく変化しています。例えば、人口減少に伴い、郊外から中心市街地への住
み替えが進んでいます。また、インターネットの発達により、テレワークが広く普及し、出勤が必
ずしも必要ではない時代が到来しました。さらに、科学技術の進化により次世代モビリティの
開発が加速し、自動運転技術の実用化に向けた取組も進んでいます。そのような中、環境負荷
低減を目指す社会の動きに合わせて、ライドシェアやオンデマンド乗合交通など、新たな移動
サービスの普及に向けた取組が各地で展開されています。

こうした変化を踏まえ、これからはまちづくりを転換していく必要があります。静岡都心に
は、商業や文化の中心として発展してきた商店街が今もなお残っています。この強みを活かし
て、このエリアに「職・住・福・商・学・遊」の機能を集約し、「歩きと新交通システムの融合」により
生活に必要な場所へ安全かつ便利に移動できる手段を充実させることで、誰もが暮らしやす
いまちを形成することが重要です。

このまちづくりを実現するため、行政は、まず、まちの将来像を示すことで期待感を醸成し
ます。そして、ＪＲ静岡駅南口駅前広場や青葉緑地などの公共空間を再編することでまちの魅
力を高め、民間投資を誘発し、「職・住・福・商・学・遊」などの都市機能を静岡都心へ誘導します。

また、歩行者中心の空間整備を進めるとともに、都心を通過するだけの車の流入を抑制す
ることにより、まちなかを歩行者中心の、居心地よく歩きたくなる空間に再編します。あわせ
て、公共ライドシェアなど多様な主体による新たな移動サービスの導入や、デジタル技術を活
用したオンデマンド乗合交通に加え、将来的な自動運転技術の発展を視野に入れて、都心部か
ら中山間地域まで、誰もが移動しやすい交通システムを構築します。

共働・共創による課題解決の事例

積極的な公共投資により、民間投資を誘発
しながら、公民連携でJR静岡駅南口や青葉
緑地などの公共空間を再編し、まちの魅力
を高める

行政の役割（仕組み・土台）

内外の人々が「このまちは大きく変わる」と
いう期待と将来への見通しを持ち、民間投
資が生まれる

まちなかに、仕事や買い物、子育てができる
ような機能が集積し、生活の利便性が増す

多様な主体による新たな移動サービスを実
現するための制度を導入する

都心部から中山間地域まで、誰もが生活に
必要な移動が円滑にできる

行政の役割（仕組み・土台）

社会の取組

社会的便益

社会の取組

地域団体や民間事業者が主体となり、利便
性の高い新たな移動サービスを提供する

社会的便益

例

①

例

②
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心の豊かさの実現
現代社会では、モノやサービスの充実などの「物質的な豊かさ」だけでなく、心身の健康、人と

のつながり、自分らしく生きることなど、「心の豊かさ」も幸福感を高める重要な要素です。

心の豊かさを実現するためには、まず、一人ひとりが希望する生き方を選べる環境を整える
ことが不可欠です。また、望む仕事に就くことや、こどもを持ちたいと希望する方が希望を叶え
られるなど、誰もが幸せを実感できる環境を整えることも重要となります。

加えて、芸術や音楽、スポーツなどの文化に親しむ機会を広げることも欠かせません。行政が
学校や生涯学習施設などを活用し、地域人材による「（仮称）しずおか地域クラブ活動」の基盤を
整えることで、市民・企業・地域団体・行政が連携し、市民一人ひとりがスポーツや文化芸術に親
しむ機会を提供します。

さらに、年齢や人生の段階に応じて学び続けられる環境を整え、仕事や自己実現に活かせる
力を身につける機会を充実させることも重要です。行政が、地域社会・経済を支える実践的な学
び直しの仕組みを整えるとともに、地域での活躍につながる生涯学習の機会を提供することで、
市民一人ひとりの学び直しを支え、希望の実現を通じて心の豊かさにつなげます。

共働・共創による課題解決の事例

学校施設や生涯学習施設などの市が保有す
る施設と社会の人材を活用した「（仮称）し
ずおか地域クラブ活動」の基盤を構築する

行政の役割（仕組み・土台）

市民や企業・地域団体との共働により、地域
でのクラブ活動が展開される

将来にわたって、市民がスポーツ・文化芸術
活動に親しむ機会が広がる

社会の取組

社会的便益

例

例

地域のつながりの強化
従来は、家族や親族が助け合いながら、子育てや介護などの暮らしに関する様々なことを担

うことが一般的でした。現代社会では、核家族化や高齢化が進み、家族だけで支え合うことが難
しくなっています。さらに、社会課題は複雑化・深刻化・多様化し、行政だけで課題を解決するこ
とは困難です。

このような中で、人々が安心して暮らすためには、人とのつながり、居場所があることが重要
であり、そのための「地域社会」の役割がますます重要になっています。しかし、地域社会のつな
がりを支える中核である自治会等の地域団体は、活動負担の増大や担い手不足などの課題を
抱えています。

そこで、共助の仕組みが持続的に機能し続けるよう、行政は、地域団体の活動へのデジタル技
術導入を支援し、活動負担を軽減するとともに、自治会等への加入促進に向けた取組を進めま
す。これにより、住民同士が助け合い、安心して暮らせる地域社会の実現につなげます。

さらに、地域には子育て世帯や高齢者、障がいのある人、外国人など多様な人々が暮らし、支
援ニーズは多様化しています。こうした状況に対応するには、地域で支え合う仕組みの強化が不
可欠です。例えば、子育て世帯に対し、支援を必要とする人と支援したい人をつなぐ土台（プ
ラットフォーム）を整備することで、地域での助け合いを通じた安心な暮らしにつながります。

デジタル技術の導入支援や、市から自治会・
町内会への依頼内容の見直しにより、自治会
等の負担を軽減する

地域で暮らすすべての人が、安心して安全
に日々の生活を送ることができるようにな
る

行政の役割（仕組み・土台）

社会の取組

地域活動が活性化し、地域における見守り
や災害時の共助など、地域での支え合いの
活動が充実する

社会的便益

政策形成（政策づくり）の方針と共働・共創による課題解決の事例
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地域経済の活性化

人口減少や社会の変化により、地域経済は労働力不足や需要の縮小といった課題に直面し
ています。また、市内で新たな価値を創造する動きが停滞しています。これによって地域の「稼
ぐ力」が高まらず、新たな雇用の創出や所得の向上が不十分となっています。地域経済を活性
化させるためには、新たな価値の創造や、外部からの人・資金・技術・情報の流入が不可欠です。

そこで、行政は、地域の稼ぐ力を高めるため、公共投資を積極的に行い、地域の価値を高め
て来訪者を呼び込み、民間投資を誘発する必要があります。こうした取組により、人・資金・技
術・情報の流入が促され、地域の稼ぐ力が向上します。その結果、雇用創出や所得向上が進み、
経済効果が市内全体に波及し、消費拡大と所得向上の好循環が生まれます。

さらに、社会が大きな変革期を迎える中、市内企業の生産性の向上や競争力を生み出すた
めには、革新的な技術やビジネスモデルを持つスタートアップとの協業や、多様な主体の連携
が重要です。行政がスタートアップや多様な主体の連携基盤を整え、協業を促進する仕組みを
つくることで、地域では生産性の向上や産業の新陳代謝が進み、新たな事業と競争力が生ま
れます。これにより、新たな雇用や所得向上の機会がもたらされます。

外部からの人と資金の流入を促すには、観光消費の拡大も不可欠です。そのためには、食文
化・絶景・歴史といった静岡市ならではの地域資源等を活かした、食や体験、お土産などを充
実させ、また、高付加価値で特別な体験などを共創により提供することで、観光消費額を増加
させることが効果的です。こうした取組により、観光客の滞在時間と消費額が向上し、飲食・宿
泊・交通などへの支出が地域経済に波及し、産業の活性化と雇用創出につながります。

共働・共創による課題解決の事例

スタートアップが生まれ育ち、市内で活動・
成長しやすい環境となるよう、様々な支援
者や協力者との連携によるスタートアップ
コミュニティ（エコシステム）を形成する

行政の役割（仕組み・土台）

行政、地域、中小企業と革新的な技術やアイ
デアを持つスタートアップとの協業・共働が
生まれる

スタートアップが持つ技術やアイデアが、行
政、地域、中小企業の課題を解決し、新たな
価値や企業の競争力が生まれる

生産者・料理人が連携し、新しい食文化を創出
するためのガストロノミーツーリズム推進プ
ラットフォームを構築する

静岡市ならではの食体験ができる場が多数
存在することで、静岡市の食文化への認知
が深まり、訪れる人が増える

行政の役割（仕組み・土台）

社会の取組

社会的便益

社会の取組

生産者・料理人の共創により、静岡市の食
材・文化・習慣・伝統・歴史に根ざした食を楽
しみ、食文化に触れることを目的としたツー
リズムが形成される

社会的便益

例

①

例

②

政策形成（政策づくり）の方針と共働・共創による課題解決の事例
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ＤＸ・ＧＸによる社会変革

ＤＸによる社会変革

世界ではＡＩやビッグデータによる「知能革命」が進み、とりわけ生成ＡＩの進化は従来の仕事
のやり方を根底から変えます。

ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）とは、デジタルを使って社会の仕組みそのものを
作り替えることです。ＡＩなどの技術を活用することにより、業務の自動化や効率化が進み、労
働力不足が緩和され、生産性が向上します。さらには、産業構造やビジネスモデルの変革、新
規事業の創出が促されるため、地域経済の持続的な成長が期待できます。

行政においてもＤＸの推進は不可欠であり、生成ＡＩやデジタルツールを活用した業務改革
を進めます。

また、各部署が個別に管理しているデータを連携させる統合型データ基盤を構築し、市民が
一度の申請で複数の手続きを完了できる仕組みを構築します。

さらに、市が保有するデータを市民や企業と共有できる土台（プラットフォーム）を行政が構
築することで、多様な主体によりデータが活用され、市民にとって必要なサービスの開発や提
供につながっていきます。

ＤＸによって、市民が新たなサービスを享受でき、便利で質の高い暮らしを実現します。

ＧＸによる社会変革

地球温暖化による異常気象や自然災害の激甚化は、生活や産業に深刻な影響を及ぼしてい
ます。こうした環境危機を前に、脱炭素社会の実現は不可欠であるとともに、地域に新たな価
値を生み出す大きな機会でもあります。

この変革を推進する鍵がＧＸ（グリーン・トランスフォーメーション）です。ＧＸは、脱炭素社会
の実現を目指すだけでなく、エネルギー転換や産業構造の変革、金融・投資の誘致、まちづくり
などを通じて、新たな産業・雇用・技術の創出機会として捉えることが重要です。

行政は、環境課題に挑む企業の成長を支える仕組みを整えることで、企業の技術やアイデア
を活かしたイノベーションを促進し、脱炭素技術やサービスの普及を下支えします。こうした取
組により、環境負荷の低減と地域経済の活性化が同時に進み、市民には快適な暮らしと新た
な雇用機会がもたらされます。

共働・共創による課題解決の事例

市が保有するデータを市民や企業と共有で
きる土台（プラットフォーム）を構築する

行政の役割（仕組み・土台）

多様な主体がデータを活用することで、市
民にとって必要な新たなサービスが開発さ
れる

市民が新たなサービスを享受し、便利で質
の高い暮らしが実現できる

企業の環境問題への挑戦を促進するため、資
金調達の支援として、企業への出資を行う

環境問題の解決と地域経済の活性化を同時
に実現し、環境負荷の低減、新たな産業の創
出、快適な暮らしをもたらす

行政の役割（仕組み・土台）

社会の取組

社会的便益

社会の取組

開業初期のリスク軽減や信用力の向上によ
り、企業の創意工夫を活かした脱炭素技術
やサービスの創出が促進される

社会的便益

例

①

例

②

政策形成（政策づくり）の方針と共働・共創による課題解決の事例



根拠と共感に基づき共働・共創する市政

静岡市を取り巻く社会課題は、人口減少や気候変動、地域経済の停
滞など複雑化・深刻化・多様化しています。こうした課題の解決には、
行政だけでなく、市民・地域社会・企業・教育機関・行政など多様な主
体による共働・共創が不可欠です。

行政経営においては、「行政組織内」「地域内」「地域外」の３つの共
創を実現していくことが必要です。

まず、行政組織内で共働・共創が働くためには、職員が目指す方向
や仕事の意味を共有し、同じ目的に向かって協力して動けることが欠
かせません。また、共創は指示で生まれるものではなく、職員自身が、
目的に共感し「やってみたい」という意欲を持って行動することで生ま
れます。職員が小さな成功体験を積み重ねていけるような組織文化
を醸成し、自発的に動く人が増えることで協力の輪が生まれ、大きな
成果につながっていきます。

次に、地域内では、社会全体の力による共働・共創が生まれるよう、
行政が仕組みや土台を整え、結果が出るまで共に歩むことが重要です。
また、「一緒にやってみよう」という共感が広がるよう、行政は現状や
課題解決の方法・道筋をわかりやすく示すことが必要です。

さらに、地域外の知の探索を進めることで、地域外から人や知を呼
び込み、それを活用し、地域をより豊かにします。

この３つの共創により、「社会の大きな力」と「世界の大きな知」が静
岡市に集まりつながるようにしていきます。

社会共有資産の利活用

行政経営の資源は、社会全体の力です。活用可能な土地が限られる
静岡市においては、市有財産だけでなく、民有の土地や資産も「社会共
有資産」として捉え、それらを最大限に有効活用し、限られた土地面積
の中で、生産性を高めていく必要があります。

現在、市内では、耕作放棄地などの未利用・低利用地が拡大していま
す。これらは、既存の営農地と混在・点在しているため、これらをそれぞ
れ集約して、まとまった規模の高度営農用地や企業用地を創出します。
このような土地利用の最適化を通じて、土地生産性の向上につなげま
す。

また、静岡市は、住宅総数の約15％が空き家となっています。地価が
周辺市町と比べて高い静岡市においては、若者や子育て世帯が住みや
すい住環境を確保するためにも、空き家の市場への流通促進が急務で
す。また、活用が困難な空き家を放置すれば土地の生産性が低下するた
め、空き家になる前の対策に取り組むとともに、すでに活用ができない
空き家となっている場合には適切な除却を促し、土地の流通を促進す
ることも重要です。

加えて、既存建築物を有効に活用することで、新たに建設する場合と
比べてコストを抑えられるだけでなく、迅速に社会的効果を発現させる
ことができます。静岡市においては、商店街の空き店舗や廃校などの既
存建築物を活用し、こどもの遊び場や交流拠点などを整備する取組を
進めています。このような取組により、社会的便益を最大化していくこ
とが重要です。

課題解決の基本的な考え方第３章
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政策執行の方針①
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政策執行の方針②

人口減少に伴い生産年齢人口・税収が縮小していく中で、持続可能で質の高い行政経営を実現するには、人・組織、資産、情報、財源といった市
の限られた経営資源を効率的かつ効果的に活用することが不可欠です。

効率的かつ効果的な行政経営

人・組織

局や部、課といった縦の「行政組織」では対応できない課題に対応す
るため、横断的な「チーム組織」を編成し、縦と横の連携によって政策執
行力を高め、結果を出す市政を推進します。

また、社会情勢の変化に伴う業務の増加に対し、限られた人員の中
で対応するため、組織内で人的資源を効率的に活用するための体制を
構築します。

資産

市有の遊休資産の利活用や、売却・貸付による財源確保を進めると
ともに、公共施設の運営に民間の発想や技術革新を取り入れ、従来の
収益を生まない施設から、収益を生み出す施設へ転換します。

さらに、各施設で提供している生涯学習や健康増進サービスは、これ
までの施設種別ごとの個別最適ではなく、必要性・利便性・公平性の観
点から全体を見直し、既存の施設や枠組みにとらわれず、地域ごとに最
適な形で再配置することで、全体最適を実現し、誰もが利用しやすい
サービスを効率的に提供します。

情報

行政ＤＸを推進し、オンライン申請やワンストップサービスの提供、ＡＩ
等の活用により業務の効率化とサービスの質の向上を図ります。これ
により、市民の利便性を高めるとともに、処理時間を短縮することで余
力を生み出し、行政として重点的に対応すべき分野へ人員を再配置し
ます。

とりわけ、市民に最も身近な行政機関である区役所では、市民ニー
ズに応じた人員配置を行い、市民一人ひとりの状況に寄り添った対応
や、地域の実情に応じたきめ細やかな支援を行っていきます。

財源

公共投資を呼び水として民間投資を呼び込み、地域の稼ぐ力を高め
るとともに、交付金の確保やふるさと納税などを通じて、中長期的な
歳入の増加につなげていきます。

また、効果の少ない施策の廃止や業務内容・手法の見直しを進め、既
存事業を徹底的に精査することで、行政運営を効率化するとともに、支
出を抑制します。



ジェンダー平等に基づき、市民一人ひとりが希望する生き方を選択できる環境整備や社
会づくりを進めます

ジェンダー平等に基づき、市民一人ひとりが希望する生き方を選択できる環境整備や社
会づくりを進めます
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分野別の政策第４章

第４章では、各分野においてどのように課題を解決していくのかを具体的に示します。

そして、成果志向型の計画とするために、まず『目指すべき未来像』を描き、未来像と現状を比べて、『現状と課題』を

知り、『現状から未来像へ到達するための道筋』を考え、『具体的に何を行うか』を決めるという、バックキャスティング

型の考え方で策定しています。

政策の成果を測る指標についても、行政が何をするのかという「アウトプット」の指標ではなく、例えば「子育て支援

や子育て環境の総合的な満足度」や、「市民一人当たりの市内総所得額」など、市民にどのような利益や利便がもたら

されるかといった「アウトカム」を重視した指標とします。

これらの指標は、新たな総合計画の実施計画において、施策ごとに指標を設定し、取組の成果を明確に把握できる

ようにします。



①共生・福祉・健康分野別の政策

誰もが社会とのつながりと居場所があると感じられる地域の中で、安心して心身ともに健やかに
暮らすことができるまち

目指すべき未来像
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人口減少や高齢化、価値観や暮らし方の多様化により、社会環境は大きく変化しています。地域では、人と人と

のつながりの希薄化や地域団体等の担い手不足が進み、支え合いの仕組みが弱まりつつあります。

また、性別、国籍、障がいの有無といった多様性に関する理解の浸透が十分でない場合、お互いの背景や価値観

の違いを十分に理解できず、不安や戸惑いを感じてしまう場面があります。さらに、福祉に関する困りごとは複雑

化・複合化し、従来の対応では十分に応えられない状況が生じています。

健康・医療においては、生活習慣の変化によって、様々な健康課題が顕在化する中、健康寿命の延伸に向けた取

組が必要となります。また、高齢化等に伴う医療需要の増加への対応や、災害や感染症への備え等も含め、地域の

実情に合った医療提供体制を整えることが求められています。

現状と課題



（地域活動・市民活動）地域社会のつながりを深め、市民が支え合うまちにします

政策

01 
現状と課題 解決策

デジタル技術の活用や、市から自治会・町内会への依頼内容の見直しに
より、自治会等の負担を軽減します。また、住民参加の促進や加入率向
上に向けた取組を進め、誰もが参加しやすい自治会・町内会づくりを下
支えします。
これらにより、地域のつながりを維持し、持続可能な自治会・町内会の
運営を支援していきます。

民生委員の活動内容や活動範囲を明確にし、不要な業務や重複する業
務を削減します。
これにより、地域福祉を支える担い手である民生委員の活動を下支え
します。
保護司のなり手不足に対しては、養成講座などを通じて保護司の役割
の重要性への理解を広げる取組を進めます。さらに、関係機関と連携し
立ち直り支援の活動を下支えすることで、保護司として活動しやすい環
境づくりを進めます。
これらにより、将来的な保護司確保につなげます。
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分野別の政策 ①共生・福祉・健康分野別の政策

市民活動団体の活動分野や課題に応じた連携先の提案や、市民や企業
が市民活動に関わる機会の提供などにより、市民活動団体と市民や企
業、行政との相互理解を深めるきっかけづくりを行います。
これらにより、市民活動団体と市民や企業、行政との協働に向けた関係
づくりを支援し、地域課題の解決が効果的に進むよう市民活動を下支
えしていきます。

自治会・町内会は、地域社会のつながりを支える中核である。その活動
の負担の増大、役員の担い手不足、住民の参加の減少が大きな社会課
題となっている。

市民活動団体は、行政の支援が届きにくい地域の身近な課題の解決に
取り組んでいる。しかし、その活動は、市民や企業、行政との連携が十
分でないため、複雑化・多様化する地域課題の解決を効果的に進めら
れていない場合がある。

民生委員は地域を支える担い手である。社会問題の多様化・複雑化に
より、その活動の負担が増大している。また、なり手不足により、欠員が
生じており、民生委員による支援が行き届かない場合がある。
保護司についても、なり手が不足しており、保護観察がつかない人など、
立ち直り支援を必要とするにもかかわらず保護司の支援が受けられな
い場合がある。



分野別の政策 ①共生・福祉・健康分野別の政策

（共生）性別や国籍・民族の違いや、障がいの有無などにかかわらず、お互いを尊重し合い、多様な価値観を受け入れる共生
のまちにします

政策

02 
現状と課題 解決策

固定的な性別役割分担意識を解消するために、各年代に応じた理解を
深める機会を提供します。特に若年層に対しては、固定的な意識が定着
する前に教育機関等と連携して取り組みます。また、ジェンダーに基づ
く様々な困難に対応するため、相談窓口の充実と関係機関との迅速な
連携を進めます。
これらにより、市民一人ひとりが希望する生き方を選べる環境整備や
社会づくりを進めます。

多文化共生は、世界から集まった人たちが静岡市の持つ力とつながる
ことで新しい価値を創り静岡市の活力を高めることになり、まちの将来
に欠かせません。外国人が地域の生活になじめるよう、学校や地域行
事で日本人と交流する機会を設けるとともに、多文化共生の重要性に
ついて日本語や外国語での情報提供を充実します。
これらにより、日本人と外国人の相互理解を促進し、多文化共生のまち
づくりを進めます。

動物愛護センターを再整備し、適切な保護・飼養環境を整えるとともに、
市民の動物に関する理解を深める普及啓発を行います。
これらにより、動物の命を大切にする意識を広め、人と動物が共生でき
るまちづくりを進めます。
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障がいのある方やその家族の暮らし方や働き方の変化に対応した支援
体制を拡充するとともに、障がいのある人も社会参加しやすい環境を
つくります。
これらにより、障がいの有無にかかわらず希望どおりの暮らしを送れる
ようにします。

固定的な性別役割分担意識が根強く残っていることなどから、市民一
人ひとりが希望する生き方を選べる環境が十分に整っていない。また、
性差に関する偏見などジェンダーに基づく様々な困難への相談・支援
体制も不十分である。

静岡市の外国人住民数は、留学生の増加等により10年前と比べ約２倍
になっている。地域において外国人を見掛けることも増えたが外国人
との付き合いは少なく、また、多文化共生を不安に感じる人もいる。国
籍や文化にかかわらず、住んでいる人すべてが互いに認め合い、助け
合う多文化共生についての理解の浸透が不十分である。

行政による犬猫の保護等に必要な設備や環境の整備が十分に行われ
ていない。また、動物愛護精神に関する普及・啓発が不足し、不適切な
動物の飼養等の問題が生じている。

障がい福祉分野では、障がいのある人も地域社会の一員として暮らす
ことができるよう、制度の整備が進められている。それに伴い、障がい
のある方やその家族の困りごとが、地域生活を中心としたものに変化
している。その結果、一人ひとりの希望に合わせたきめ細やかな支援が
十分に行き届かないことがある。



分野別の政策 ①共生・福祉・健康分野別の政策

（地域福祉）福祉の支援を充実させ、困りごとを抱える人が安心して生活を送ることができるまちにします

政策

03 
現状と課題 解決策

複雑化・複合化した困りごとを抱える人への支援として、各分野の専門
性を活かした連携支援体制や相談支援機能の強化、居場所づくりに取
り組みます。
これらにより、困りごとを抱える人が安心して暮らしを送れるようにし
ます。

老人福祉センターの在り方を見直し、多世代利用を促進するなど、施設
運営やサービス提供をより効果的に行います。また、人生の最終段階を
前向きに迎えられるよう、一人ひとりの託したい思いや不安に寄り添う
終活支援を行い、高齢者の暮らしに安心をもたらします。
これらにより、多様化する高齢者ニーズに対応し、安心して暮らせる地
域社会を実現します。

障がいのある方やその家族の暮らし方や働き方の変化に対応した支援
体制を拡充するとともに、障がいのある人も社会参加しやすい環境を
つくります。
これらにより、障がいの有無にかかわらず希望どおりの暮らしを送れる
ようにします。
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高齢・障がいなど福祉の各分野で支援を進めてきたが、8050問題や
社会的孤立などの複数の分野を横断した困りごとを抱えている人への
支援が不十分である。

高齢化が進み、人口構成が変化する中、必要な高齢者福祉サービスの
提供体制を維持する必要があるとともに、高齢者施設の多世代利用な
ど、地域社会とのつながりを創出する新たなニーズへの対応の必要性
が高まっている。さらに、頼れる身寄りのない高齢者が増えてきており、
人生の最終段階の“もしも”のときに備える取組の必要性が高まってい
る。

（再掲）
障がい福祉分野では、障がいのある人も地域社会の一員として暮らす
ことができるよう、制度の整備が進められている。それに伴い、障がい
のある方やその家族の困りごとが、地域生活を中心としたものに変化
している。その結果、一人ひとりの希望に合わせたきめ細やかな支援が
十分に行き届かないことがある。



分野別の政策 ①共生・福祉・健康分野別の政策

（健康増進）いつまでも健康で生きがいを持って暮らすことができるまちにします

政策

04 
現状と課題 解決策

デジタルデバイスを活用した保健指導や健診受診の啓発を行い、疾病
の早期発見・早期介入を促進します。また、高齢者が楽しみながら健康
を維持できる機会を官民連携で創出します。
これらにより、生活習慣病などの発症や重症化を防ぐとともに、地域全
体で市民主体の介護予防に取り組み、健康寿命を延伸します。

（地域医療）質の高い医療の確保や災害医療、感染症等への対応を通じて、市民が安心して暮らすことができるまちにします

政策

05 
現状と課題 解決策

静岡市で就業を希望する医師の把握とマッチングを進め、医療人材を
確保します。あわせて、市立病院の経営を見直し、老朽化した施設の更
新を行い、医療需要に対応した安定的な医療提供体制を構築します。
これらにより、地域の医療体制を強化し、救急医療の維持と市民の安心
を確保します。

災害発生時に、中等症から重症の傷病者の受け入れを担う救護病院へ
の支援を行います。
平時から市民への感染症に関する周知などを実施します。
これらにより、災害や感染症などの生命や健康の安全を脅かす事態に
備えます。
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生活習慣病やがん罹患者数が増加している。
健康寿命延伸のための魅力的・効果的な介護予防プログラムの提供が
不十分である。

85歳以上の高齢者の増加に伴う医療需要の高まりにより、医療人材
が不足する地域がある。
休日・夜間対応による負担が大きい救急医療体制の維持、市立病院の
経営改善、施設の老朽化への対応も課題となっている。

災害時における医療提供体制が不十分である。
コロナ禍の教訓を踏まえた新興・再興感染症等の予防と対策が不十分
である。



②防災・消防・防犯分野別の政策

激甚化・頻発化する風水害や南海トラフ地震などへの備えが整い、安全・安心に暮らすことができ
るまち

目指すべき未来像
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静岡市では、2022年台風第15号により、大規模な浸水や広範囲の断水が発生し、市民生活に大きな影響が生

じました。2024年台風第１０号では、局地的な大雨により観測史上最大となる72時間で516mmの雨量を記録

するなど、近年、風水害は激甚化・頻発化しています。

また、2025年9月に国が南海トラフの地震活動の長期評価を改訂し、その発生確率が依然として高いことが示

されました。南海トラフ地震は「いつ起きてもおかしくない」状況にあり、発生した場合には市民生活に甚大な被害

が生じることが想定されます。

こうした自然災害から市民の命と暮らしを守るため、事前（予防・減災）・事中（応急対応）・事後（復旧・復興）の各

段階においてハード・ソフト両面の対策を着実に進めることが必要です。

加えて、日常を脅かす火災への対応、複雑化する消費者トラブルや増加する特殊詐欺などの未然防止も課題と

なっています。

現状と課題



（防災・減災）<事前防災>社会基盤が整備された自然災害に強いまちにします

現状と課題

政策

01 

（危機管理体制）＜事前・事中・事後＞確かな災害情報のもと市民が的確に行動できるとともに、避難所での生活環境が守ら
れるまちにします

政策

02 

解決策

現状と課題 解決策

地域防災計画や職員の配備体制の見直し、受援体制の強化、フェーズ
やテーマを変えた防災訓練等の実施、DXを活用した効率的な災害関
連情報の収集・分析・活用、静岡市防災ナビを通じた市民への情報周知
を行います。
これらにより、災害時にも的確な対応ができる危機管理体制を構築し
ます。

静岡市が保管する備蓄品のあり方を見直し、その品目や数量、保管場
所等の最適化を行うとともに、トイレカー等の防災資機材を充実させま
す。
これらにより、長期避難にも対応できる避難所の良好な生活環境を整
備します。

無料耐震診断や耐震補強工事への補助を行い、旧耐震基準の建築物の
耐震化を推進します。
経済的な理由で住宅の耐震化が難しい世帯に対して、耐震シェルター
整備の補助を行います。
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分野別の政策 ②防災・消防・防犯分野別の政策

橋梁・上下水道などの耐震化や防潮堤・水門の整備などの災害への安
全水準を高める施設を整備します。
雨水貯留施設の設置や浸水予測システムによるリスク情報の提供、現
場の実状に応じた小規模修繕などの浸水対策を実施します。
これらにより、事前防災による被害の最小化と事中・事後防災による早
期の復旧・復興が可能となるハード・ソフト対策を推進します。

災害発生時には、状況が刻々と変化する中、限られた情報の下で平時
とは異なる臨機応変な対応が求められる。こうした対応を的確に行う
ために必要な情報の収集や発信などを行うための危機管理体制が不
十分である。

大規模災害発生時の長期化する避難生活において、避難所での生活環
境の質を確保するための環境整備が不十分である。

耐震化されていない木造住宅や、倒壊時に緊急輸送ルートを塞ぐおそ
れのある建築物が存在し、大地震時の建物倒壊等による被害が懸念さ
れている。

南海トラフ地震の発生が懸念される中、地震による構造物の倒壊やラ
イフラインの寸断、津波による浸水などにより、人命や財産への甚大な
被害が予測されている。
気候変動の影響による自然災害がさらに激甚化・頻発化し、浸水被害
がより深刻化するおそれがある。



分野別の政策 ②防災・消防・防犯分野別の政策

（自助・共助）<事前・事中>市民が日頃から災害に備え、災害時に地域で支え合えるまちにします

政策

03 
現状と課題 解決策

出前講座や防災訓練などにおいて住宅の耐震化や家庭内備蓄の充実
などの重要性について市民一人ひとりに繰り返し周知することより、自
助意識の向上に取り組みます。また、感震ブレーカーの設置費助成を行
い、通電火災対策を促進し、地震発生後の火災による被害を防ぎます。

避難所運営へのＤＸの活用や防災資機材等への助成制度などにより、
自主防災組織の人的・物的両面からの負担を軽減します。また、要配慮
者支援制度を充実し、災害時に地域で支え合える体制を整備します。

（消防・救急）迅速・的確な消防・救急サービスを受けられるまちにします

現状と課題 解決策

適正な防火管理体制の確保や住宅用火災警報器の設置推進などによ
り、火災予防を徹底します。
消防ヘリコプターやドローンを活用した情報収集体制の強化、消防団と
の連携強化、他市町との連携により災害時に迅速かつ的確に対応でき
る体制を構築します。

広報活動を通じた不要不急の救急車利用の抑制や、昼間の時間帯に限
定して活動する日勤救急隊の増隊を行います。
これらにより、増加する救急需要に対応できるよう救急体制を強化し
ます。

政策

04 

35

防災・減災の基礎となる「自らのことは自らが守る」という災害時にお
ける自助の意識が十分ではない。

大規模災害時には、自主防災組織の活動が重要である一方、担い手不
足などにより役員の負担が大きくなっている。
大規模災害時における高齢者や乳幼児などの要配慮者への支援体制
が不十分である。

火災による人命・財産への被害を軽減するための事業所や住宅におけ
る予防対策が十分ではない。
災害時に迅速かつ的確な対応を行うために必要な行政における情報収
集体制や消防団等との連携が不十分である。

救急車の利用増加により救急対応が逼迫しており、今後の救急需要の
増加への対応が懸念されている。



分野別の政策 ②防災・消防・防犯分野別の政策

（防犯）犯罪等に強く、誰もが安全で安心して暮らすことができるまちにします

政策

05 
現状と課題 解決策

関係機関・団体と連携した交通安全教室、見守り、街頭啓発を実施する
とともに、戸別訪問や講習会による高齢者への注意喚起、高校生を対
象とした自転車マナー向上の街頭指導などを通して、市民の交通安全
意識を高めます。

36

自治会や防犯団体、警察、地域包括支援センターと連携した見守り活動
の実施と防犯情報の発信により、地域防犯力を高めます。また、犯罪被
害者に対する市の総合案内窓口と他機関との連携等による犯罪被害
者支援を行います。

学校や地域における消費生活に関する知識や判断力を養うための消費
者教育や、地域包括支援センターと連携した高齢者の見守りを行いま
す。
これらにより、トラブルの未然防止を図ります。また、消費生活センター
での相談対応とトラブル解決支援を強化し、被害の拡大防止と被害者
救済につなげます。

市内の交通事故のうち、全事故に占める高齢者事故の割合と、高校生
事故に占める自転車事故の割合が高い。

こども・高齢者などを狙った犯罪が後を絶たず、特殊詐欺の被害も増加
している。また、犯罪被害者に対する相談体制が十分でなく、切れ目の
ない支援が行き届いていない。

ネット取引やキャッシュレス決済の広がりなどにより取引が多様化・複
雑化し、高齢者を中心とした消費者トラブルのリスクが高まっている。



③こども・子育て分野別の政策

温かい地域社会に支えられ、日本一安心してこどもを産み育てることができ、こども・若者が健や
かに育つまち

目指すべき未来像

37

社会が急激に変化する中、子育て環境やこども・若者を取り巻く環境も大きく変化しています。

仕事と育児の両立困難、核家族化の進行や地域コミュニティの希薄化による子育てにおける孤立感、子育て費用

の増大、性別役割分業意識による生きづらさなど、若者世代や子育て世帯の悩みや不安は深刻です。

さらに貧困家庭のこどもや、虐待を受けているこども、発達が気になるこどもなど、様々な困難を抱えるこども

も増えています。

このため、すべてのこどもが夢や希望を持って健やかに成長し、一人ひとりの若者が希望する人生設計が叶えら

れ、そして、保護者が不安なく子育てできるまちを実現していく必要があります。

現状と課題



（子育て）子育てする誰もが、安心して子育てでき、こどもが健やかに成長できるまちにします

現状と課題

政策

01 

（子育ち）すべてのこども・若者が家庭環境や障がいの有無などにとらわれず、成長できるまちにします
政策

02 

解決策

ファミリー・サポート・センターの取組や子育て支援ヘルパーの派遣など
により、子育て世帯の家事や育児の負担を軽減します。また、こども園
や放課後児童クラブでの通常時の預かりに加え、こどもが病気の時は
病児・病後児保育室に預けられるようにするなど、保護者が必要とする
預け先を確保し、仕事と子育ての両立を支援します。

※ファミリー・サポート・センターでは、こどもの送迎や預かりについて、援助を受けたい
人と援助をしたい人をつなぐ取組を行っています。

現状と課題 解決策

学習支援の実施などの多様な学びの機会の提供や、配食支援によ
る潜在的なヤングケアラーの発見など、必要に応じた支援や居場所
づくりを行います。
これらにより、すべてのこどもが、家庭環境に左右されず、健やかに
育つことができるよう支援します。

５歳児健診の実施など、特別な支援を必要とするこどもを早期に発
見し支援する体制を強化し、その子にあった最適な保育や教育を幼
少期から提供します。
これにより、障がいや発達の違いにとらわれず、自分の強みや可能
性を伸ばし、成長できる環境をつくります。

子ども医療費助成など、こどもにかかる費用への経済的支援を充実し
ます。
屋内型のこどもの遊び場を充実し、静岡市で子育てしたくなる環境を
つくります。

38

分野別の政策 ③こども・子育て分野別の政策

家事や育児の負担が大きいことや、共働き世帯の増加等による保育
ニーズの多様化に対応する預け先が不足していることにより、希望す
る仕事と子育ての両立が困難となっている。

こどもを取り巻く家庭環境や社会環境が多様化・複雑化しており、
貧困家庭のこどもの学習機会の確保や、ヤングケアラーの発見・支
援などが不十分である。

発達障がいなど特別な支援を要するこどもが増えており、その中に
は必要な支援が行き届いていないこどもがいる。

子育てにかかる経済的負担が大きい。
子育てをする上で、天候や季節を問わず、こどもを遊ばせられる場所が
十分に整っていない。



分野別の政策 ③こども・子育て分野別の政策

（家族形成）「家族（家庭）を持ちたい」と思う一人ひとりの希望が叶うまちにします

政策

03 
現状と課題 解決策

企業主体の出会いイベントの支援や県と連携したマッチングアプリの活
用などにより、若者のニーズに応じた出会いの機会を広げます。
結婚新生活に係る住居費や引っ越し費用に対する助成を行うことによ
り、結婚に対する経済的な不安を軽減します。

不妊治療費助成や妊婦支援給付金により、妊娠・出産にかかる経済的
負担を軽減します。また、助産師等による家庭訪問や、小児科・産婦人
科のオンライン相談などにより、心身の不安を軽減します。
プレコンセプションケアの推進により、こどもを持ちたいと考える人の
不安に寄り添い、希望を実現できる環境をつくります。

※プレコンセプションケアとは、性別を問わず、適切な時期に、性や健康のための正しい
知識を持ち、妊娠・出産を含めた将来設計や健康管理を行うこと。

39

結婚を希望しながらも、適当な相手にめぐりあえないなどの理由から、
結婚に至るきっかけが得られない人がいる。
結婚生活に対する経済的な不安が大きく、安心して結婚に踏み出せな
い人が多くいる。

妊娠や出産にあたっては、経済的な負担や心身の不安を感じる人が多
くいる。
こどもの頃から、妊娠・出産に関する正しい知識や、自身の健康を維持
することについての重要性を学ぶ機会が少ないことで、安心して妊娠・
出産や子育てに臨めないことがある。



④教育・人づくり分野別の政策

多様な学びと地域の教育力を基盤として、すべての人の可能性が広がり、夢や希望が実現でき、心
豊かに暮らすことができるまち

目指すべき未来像
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これまでの教育や生涯学習に関する取組は、行政主体で「育成」や「支援」を行う視点が中心であり、教育面にお

いては、こども一人ひとりの多様性を認め合うことや、個々に合わせた学びが十分に実践できていないという課題

があります。価値観や個性、家庭環境などが多様化する中、こども自身の興味・関心や得意・不得意に応じて、学び

たいことを自分に合ったやり方で学ぶことができる環境を充実させる必要があります。

また、生涯学習面では、働き方や暮らし方などの多様化が進む社会においては、誰もが生涯にわたり、新たな知

識や技能を獲得しながら学び続けられる環境づくりが不可欠です。こうした環境の充実は、地域社会や経済を支え

る人材の育成につながるとともに、一人ひとりの心の豊かさや幸福感を高めることにつながります。

現状と課題



（学びの充実）こどもたちが、それぞれに最も適した学びに取り組み、多様な仲間と関わりながら探究を深めることができる
まちにします

現状と課題

政策

01 
解決策

市立小・中学校において、タブレットや学習アプリなどのICTを活用し、
客観的なデータに基づいて一人ひとりに合った学習内容や学習支援を
行います。
これにより、個を大切にして、こどもの学ぶ力を高め、自ら学ぶ環境を
整えます。

市立小・中学校において、個別に支援が必要なこどもに対して、生活面
の補助や学習支援を行う特別支援教育支援員を配置するなど、一人ひ
とりに合った適切な支援を提供します。
これにより、こどもが安心して楽しく登校できる環境を整備します。

市立小・中学校において、校内サポートルームへの教育相談員の配置や
スクールカウンセラーの活用を進めるとともに、校外においてフリース
クール等と連携した取組を進めます。
学びの多様化学校を設置・運営するとともに、その運営を通じて得られ
た好事例を市内の各学校等へ横展開します。
これらにより、こどもが安心して過ごし、学び続けられる環境を整えま
す。

41

分野別の政策 ④教育・人づくり分野別の政策

従来の教師主導の授業から、こどもの個性を大切にし、こどもが、自ら
が持つ力を高めながら、主体的に学びを進める授業への転換が十分に
進められていない。

こどもの個性や発達特性、家庭状況などが多様化している中、学校に
おけるそれぞれに応じた適切な支援が十分に行き届いていない。

不登校など教室以外で過ごすこどもが、安心して学びを継続し充実さ
せられる環境が十分に整っていない。



分野別の政策 ④教育・人づくり分野別の政策

（教職員の専門性）教職員が本来担うべき業務に専念し、質の高い教育が提供できるまちにします

政策

02 
現状と課題 解決策

複数の教員でクラス担任を担うチーム担任制の導入や学校のトラブル
に対応する弁護士の活用を進めます。
これらにより、専門スタッフを含めた学校組織全体で協力し、教育課題
に対応できる仕組みを整えます。

教職員が目標とする教員像を描き、その実現に向けて自身の資質・能
力を計画的に伸ばすことができるよう研修体制を整えます。
これにより、多様化する教育課題に対応できるよう、教職員の専門性を
向上させます。

42

産休・育休の取得や退職等により、年度途中で教員の欠員が発生した
場合に備えて、年度当初から臨時講師を確保するなど、速やかに対応
できる体制を整えます。また、教育課程の柔軟な編成や学校業務のデ
ジタル化を進め、業務効率を高めます。
これらにより、多忙化による教職員の負担を軽減し、教職員が教育に専
念できる環境を整えます。

学校で起こるトラブルなどに対する専門家の支援や相談体制が十分に
整っていないため、クラス担任が一人で問題を抱え込みやすい。

教職員の専門性向上を支える研修体制や資質・能力を高める仕組みが
不十分であり、多様化する教育課題への対応が十分に進められていな
い。

教員の欠員や講師不足により、学校は限られた人員で運営せざるを得
ない状況になっている。また、教職員の業務が多忙化し、本来の教育業
務に専念できる環境が十分に整っていない。



分野別の政策 ④教育・人づくり分野別の政策

（学びの環境づくり）こどもたちが地域社会の中で、安心して成長していくことができるまちにします

政策

03 
現状と課題 解決策

小・中学校の適正規模・適正配置を進めるとともに、トイレの洋式化や
体育館への空調の設置、施設の適切な修繕や改修を進めることで、安
全・安心に学ぶことができる教育環境を整えます。

コミュニティ・スクールにより地域と学校が共通のビジョンのもと連携
し、登下校時の見守りや地域住民による放課後の居場所づくりなど地
域との協働活動を進めます。
これにより、こどもが地域の大人や関係機関、民間団体と関わり、見守
られながら成長できる仕組みを充実させます。

※コミュニティ・スクールとは、保護者や地域住民等が学校と連携し、教育活動や地域と
の協働活動について協議する学校運営協議会を設置している学校のこと

(生涯学習)誰もが、学びたいときに学びたいことを学び、その学びを社会で活かして成長できるまちにします

政策

04 
現状と課題 解決策

43

地域社会・経済を支える実学を重視したリカレント教育や地域社会での
活躍につながる生涯学習の機会を提供します。
これにより、地域課題や産業ニーズに対応できる人材を育成します。

※リカレント教育とは、学校教育を修了した後においても、自らの必要に応じて、再
び学校等で受ける教育を指し、自らの職業とは直接的に結びつかない知識や教養
等に関する学び直しを含む

少子化により、従来の学校の規模や配置を維持することが難しくなっ
ている。
学校施設の修繕や改修、空調、トイレなどの設備の設置・更新が進んで
いない。こうした背景から、こどもが快適に学べる環境整備が十分に行
えていない。

地域全体でこどもの成長を支える仕組みの整備が十分に進められてい
ない。

社会・企業において、個人に求められる知識や技能、技術が目まぐるし
く変化している。その中で、誰もが、生涯を通じて、新たな知識や技能
等を習得することのできる環境の整備が不十分である。



⑤経済・産業分野別の政策

地域の「稼ぐ力」が高く、魅力ある雇用があり、所得が高く、やりたい仕事でいきいきと働くことが
できるまち

目指すべき未来像
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静岡市は大学や専門学校などの学生数が多いことが強みです。しかし、企業用地やオフィスの供給不足のため、

企業の新規立地など産業の新陳代謝が停滞したことで、若年層への雇用創出が少なく、学生の市外流出が続いて

います。

地域の「稼ぐ力」を高めるためには、企業誘致やスタートアップ支援、共創によるイノベーション創出、海洋など地

域特性を活かした産業振興が欠かせません。労働力人口減少に対応し、多様な人材が働きやすい環境整備やDX推

進による効率化を図ることも必要です。

また、社会経済の変化に伴う商業環境の変化に対応し、中心市街地「おまち」の価値をこれからの時代に対応し

た形で高めるため、「職・住・福・商・学・遊」が近接するまちづくりを進めることが重要です。

さらに、農業・水産業では担い手不足や高齢化が課題であり、有機農業や資源管理を進め、収益性を高める取組

が必要です。

現状と課題



（企業誘致・留置）企業誘致・留置が促進され、地域の経済的活力が高まり、新たな働く場を得ることができるまちにします

現状と課題

政策

01 
解決策

土地利用に関する規制の緩和や運用の見直しに取り組むとともに、耕
作放棄地などの未利用・低利用地を集約し企業用地に転換していきま
す。
これらにより、新規企業の立地や既存工場の移転・拡充の受け皿となる
土地を確保します。

市外のデジタル関連企業が進出しやすい環境の整備や、新規進出する
際の補助制度の創設、産学官連携によるデジタル人材の育成・確保な
ど、デジタル関連企業の誘致に取り組みます。
これらにより、若い世代にとって魅力ある仕事や働く場を創出します。

企業訪問などを通じて、事業拡大や設備投資を検討している企業の情
報を早期に把握します。
補助金の対象を見直し、成長可能性のある分野（陸上養殖施設・植物工
場など）を追加するなど、立地企業への支援を充実させます。
これらにより、企業のニーズに迅速に対応し、地域産業の成長を促進し
ます。
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分野別の政策 ⑤経済・産業分野別の政策

企業用地として活用可能な未利用・低利用地が多く存在していたにも
かかわらず、行政が企業用地の供給に積極的に関与してこなかったた
め、新規企業の立地や既存工場等の刷新・拡張のための用地が不足し
ている。

デジタル関連の知識や技術を学んだ大学生や専門学校生等が市内に
多数いるが、学んだことを活かして働きたいと感じる仕事や働く場が
市内に十分に生み出されていない。

新たな工場やオフィスの設置等を検討する企業の情報を、早期に把握
することができていない。また、成長可能性がある分野に対し、十分な
支援が行えていない。



分野別の政策 ⑤経済・産業分野別の政策

（スタートアップ）スタートアップの「新たな知」と地域社会の「大きな力」の共創により次々と新たな価値の創造が進むまちに
します

政策

02 
現状と課題 解決策

市内企業、金融機関、大学などのスタートアップに関わる関係機関との
連携の構築・強化や、若者に対する起業の支援などに取り組みます。
これらにより、スタートアップが市内で活動・成長しやすいスタートアッ
プ・エコシステムを形成し、スタートアップ企業を増やします。

「スタートアップと地域の共創推進戦略」に基づき、スタートアップと行
政・市内企業等との共創が進みやすくするための仕組みを構築し、共創
による取組を下支えします。
これにより、静岡市が抱える社会課題の解決や市内企業の成長につな
げます。

（戦略産業）戦略産業が地域経済をけん引し、地域の「稼ぐ力」が強化され、市民所得が向上するまちにします

政策

03 
現状と課題 解決策

製造業、海洋産業、食品・ウェルネス産業、模型産業、クリエイティブ産業、
物流産業、グリーン産業、観光産業等を静岡市の強みや地域資源を活
かした戦略産業として位置づけ、生産性の向上や実証の場の提供など
の支援を重点的に行い、企業の競争力を高めることで、地域全体の稼
ぐ力の強化につなげます。

（経営基盤強化）市内企業が環境変化に対応し、設備投資や新たな挑戦を通じて、成長や収益拡大することができるまちにし
ます

政策

04 
現状と課題 解決策

中小企業・小規模企業の成長のため、デジタル技術を活用してビジネス
の変革を図るＤＸや販路開拓、事業承継など、市内企業の社会経済環
境の変化に応じた取組を支援します。
これにより、市内企業の経営基盤や競争力を強化し、成長や収益拡大
につなげます。

※戦略産業とは、地域の強みや資源を活かし、経済成長の中核となる役割を果たす産業
のことを指す。
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※スタートアップ・エコシステムとは、スタートアップと、それに関わる人材・資本・知恵
が集積し、相互に連携・協力することで、地域内で自律的にスタートアップ支援が行わ
れる仕組みのことです。

静岡市は開業率が全国平均より低く、産業の新陳代謝が進まず、新し
いチャレンジが生まれにくい。また、スタートアップ・エコシステムが十分
に形成されておらず、市内にスタートアップ企業が集積していない。

革新的な技術やビジネスモデルを持つスタートアップと行政・市内企業
等との共創により、静岡市が抱える社会課題の解決や市内企業の新規
事業の創出につなげる仕組みが十分に構築できていない。

静岡市には、豊かな地域資源や交通の要衝、古くからの地場産業など
を活かした多様な産業が集積している。しかし、地域経済のけん引力と
なるような戦略産業への重点的な支援が不足しており、ほかの産業へ
の波及による地域全体の稼ぐ力の強化が不十分である。

社会経済の激しい変化や人口減少に伴う深刻な人材・後継者不足など
に対して、市内企業が十分に対応できていない。
市内企業がＤＸや事業高度化に取り組むための支援が十分に進んでい
ない。



分野別の政策 ⑤経済・産業分野別の政策

（人材確保・育成）企業が必要な人材の確保と、リスキリングにより、企業と個人が稼ぐ力を高めることができるまちにします

現状と課題 解決策

企業の情報や魅力の積極的な発信と、企業と若者の接点の創出により、
若者の企業認知度を高めるとともに、多様な働き方に対応した職場環
境の整備を進めます。
これらにより、企業の人材確保を支援します。

（商業）中心市街地への多様な商業の集積と、利便性の高い買い物環境の形成により、市民が豊かな暮らしを実感できるまち
にします

政策

06 
現状と課題 解決策
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政策

05 

これまでのモノの所有に価値を置く「モノ消費」だけでなく、サービスな
どの購入を通じて得られる体験や経験を重視する「コト消費」「トキ消
費」に対応したまちづくりを進め、求心力のある中心市街地をつくりま
す。
商店街やまちづくり団体がまちの将来像やその実現に向けた方策を検
討するワークショップを官民連携で実施し、まちづくりをけん引する人
材の育成に取り組みます。

市内全域の商業環境の現状分析から地域ごとに課題を整理し、規制緩
和等の必要な対策を講じます。
これにより、利便性の高い買い物環境の形成に取り組みます。

個人向け人材養成講座を提供し、受講の機会を広げます。また、経営者
に対しては、従業員のリスキリングに関する意識啓発を行うとともに、
各種助成制度を活用した人材の養成を促します。
これらにより、企業や個人のリスキリングやキャリア形成を下支えしま
す。

若者に市内企業の魅力が浸透していない。
若者などが求める就労ニーズや多様な働き方に対して、企業の制度や
仕組みが対応しきれていないことなどから、企業が必要な人材を十分
に確保できていない。

ネット通販等の定着やニーズの多様化による消費行動の変化などによ
り、中心市街地では小売店舗や歩行者通行量などが減少している。
中心市街地のまちづくりをけん引する人材が不足している。

静岡市の良好な商業環境の実現に向け、商業集積の方向性や店舗面積
を制限しているが、社会の変化に伴い、この制限により地域によっては
買い物環境の利便性が低下している懸念がある。

市内の企業や従業員は、費用面での負担などからリスキリングへの取
組が十分に進んでいない。加えて、リスキリングに関する各種助成制度
の周知等も十分にできていない。



（ＢＸ）世界中から最先端の知や人材が集積し、新たな海洋関連ビジネスが生まれることで、地域経済の活性化や暮らしの豊か
さが実感できるまちにします

政策

07 
現状と課題 解決策

清水港周辺の未利用・低利用地に海洋研究の拠点や研究成果を発信す
る拠点等の整備を進めます。
これらにより、清水港周辺の土地の有効活用を促進します。

清水港周辺に海洋研究開発の研究基盤を整備するとともに、清水港・
駿河湾を最大限活用した実証実験のための環境を整備します。
これらにより、国内外から海洋関連の研究機関・企業・人材の集積を進
めます。

ＤＸを活用した海洋の新たな産業を創出するため、産学官の共創体制
を構築し、先端研究開発と専門人材の育成を進めます。
これらにより、清水港周辺を拠点として海洋の産業・教育の取組を総合
的に展開します。

分野別の政策 ⑤経済・産業分野別の政策
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※BX（Blue Transformation）・・・清水港・駿河湾をフィールドに、海洋に関する世界的拠点を形成し、海洋分野における技術革新や社会変革を推進すること。

清水港は国際物流拠点としての役割を担っている一方、清水港周辺に
は未利用・低利用地が点在しており、土地の有効活用が十分に進んで
いない。

産業、研究機関が集積し、高度な港湾機能を有する清水港や日本一の
深さを誇る駿河湾という地の利を有しながらも、海洋研究開発の拠点
や実証実験のための環境整備が進んでおらず、海洋関連の研究機関・
企業・人材が十分に集積されていない。

海洋に関連する関係者との共創、専門人材の育成、新たな産業の創出
が十分に進んでいない。



（水産業）海洋環境の変化に適応し、水産業の稼ぐ力が高いまちにします

政策

08 
現状と課題 解決策

静岡市が海洋資源量や海洋環境を把握し、漁獲を調整します。また、漁
業設備の近代化への投資に対する支援をします。
これらにより、漁業の生産性を高めます。

桜えびやしらすをはじめとした駿河湾の水産資源の強みを活かし、水
産物を活用したメニュー開発支援や情報発信を通じて、全国の方々に
静岡市の水産物の魅力を知ってもらい、「しずまえ」のブランド力向上
に取り組むことで、水産物の高付加価値化を進めます。

漁港や海岸周辺の防波堤整備などにより、漁港施設の適切な維持・管
理を行うことで、高波や高潮、津波に対応できる施設にしていきます。

分野別の政策 ⑤経済・産業分野別の政策
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水産資源の管理が十分に進んでおらず、水産資源が減少している。
老朽化が進む漁業設備の近代化が十分でない。

水産資源が限られる中で、水産業の収益を高めるための水産物の高付
加価値化が十分に進んでいない。

激甚化する台風などの波浪被害が拡大しており、漁港施設や関連イン
フラに対して、安全性と機能維持のための十分な整備ができていない。



（農業）安全・安心な農産物が持続的に生産・流通・販売される仕組みを構築し、農業の稼ぐ力が高いまちにします

政策

09 
現状と課題 解決策

儲かる農業のモデルケースを普及するトレーニングファーム等の研修を
充実し、新規就農者を安定的に確保・育成します。
地域農業をけん引する認定農業者などが行う、農業機械や設備の導入
を支援することで、農業の軽労化・効率化と経営力強化につなげます。
これらにより、地域農業の持続的な発展を実現します。

農地集約による大規模営農化、ロボット技術やICTを活用したスマート
農業化など、農業の軽労化・効率化を推進します。
これらにより、農業の生産性向上と農産物の品質向上を実現します。

モデルとなる有機農業の栽培や経営の在り方を体系化するとともに、
食品残渣等を活用した肥料を開発し、循環型農業を推進します。
有機農産物の販路拡大や消費者への有機農業の意義の発信を進めま
す。
これらにより、循環型農業の実現と有機農法への新規参入が進みやす
い環境を整えます。

分野別の政策 ⑤経済・産業分野別の政策

碾茶製造ライン等の導入や、碾茶や有機茶への新改植を支援するとと
もに、茶の耕作適地を保全し、収益性の高い生産に向けた環境づくりを
進め、生産体制を強化します。
マーケットニーズを捉えた商品開発や販路開拓を促進します。
これらにより、静岡市産の茶の収益性と競争力を高め、持続可能な茶
業を実現します。
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高齢化や人口減少、低収入などの影響で農業者が年々減少しており、
稼ぐ力のある経営体や担い手の創出・育成が十分に進んでいない。

農業者の高齢化や減少により、未利用・低利用地が増加し、農業の生産
性が低下している。さらに、気候変動による農作物の収量の減少も進
んでいる。

環境負荷低減や資源循環の重要性が高まる中、有機農業や循環型農業
を広げる仕組みが整っておらず、取組が十分に進んでいない。

国内では茶の価格が長期にわたり低迷している。また、海外では抹茶

（碾茶）の需要が拡大しているにもかかわらず、静岡市では需要に応じ
た生産体制の整備が遅れている。
このため、茶農家の収入が減少し、将来的な営農継続が危ぶまれてい
る。

てん

てん てん



⑥観光・スポーツ・文化分野別の政策

食、スポーツ、芸術、歴史など多様な文化で人々の心が豊かになるまち、来訪者の増加を通じて地
域経済が潤っているまち

目指すべき未来像
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現状と課題

これまでも静岡市は、食、スポーツ、芸術、歴史等の多様な文化資源を活用したまちづくりを進め、観光振興、ス

ポーツ振興、文化芸術活動の支援、文化財の保存等に取り組んできました。

しかし、これらの世界に誇れる文化資源を有しながらも、観光振興による地域経済活性化の視点が十分とは言え

ず、一人当たりの観光消費額や外国人旅行客数が少ない状況にあります。

スポーツにおいては、これまでの健康増進の効果に加え、産業やビジネスによる地域活性化の効果を最大限活

用する必要があります。

文化芸術では、文化に触れる機会や文化を通した交流の場はあるものの、より気軽に参加する機会の充実が求

められています。

また、文化財は、少子高齢化による担い手不足や文化財への関心の低下などにより保存・継承が困難となってお

り、文化財の劣化や滅失が進行しています。

こうした課題を解決し、観光・スポーツ・文化を通じて、人々が心豊かになるようにするとともに、新たなビジネス

の創出や市内への来訪者の増加により、地域経済を活性化することが求められます。



（観光）市内の観光消費が拡大することによって所得の増加や魅力ある雇用が生み出されているまちにします

現状と課題

政策

01 
解決策

食文化・絶景・歴史といった静岡市ならではの地域資源等を活かした食
や、体験、お土産などを充実させ、また、高付加価値で特別な体験など
を、共創により提供します。
これにより、観光消費額を増加させます。

東海道の宿場町や、多くの来訪者が訪れている日本平・久能・三保・用
宗などの観光地を一体的に捉え、魅力的な観光地域づくりを進め、来
訪者が快適に過ごせる施設の整備や移動の利便性を向上させるととも
に、観光案内や多言語対応の強化など受け入れ態勢を整えます。
これらにより、多様な来訪者を増加させます。
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⑥観光・スポーツ・文化分野別の政策

稼働率を高めるため、宿泊を伴うスポーツ大会や学会の開催を積極的
に誘致するとともに、お茶ツーリズムやガストロノミーツーリズムの推
進、海外での口コミ活用などによりインバウンドの誘客を強化します。
より高水準なサービスを求める層に対応した宿泊施設を誘致します。
観光客の滞在時間を延伸させる取組や宿泊を誘引する早朝・夜間の体
験を充実させ、宿泊したいと思ってもらえる観光地としての魅力を高
めます。
これらにより、宿泊者数を増加させます。

静岡県等の実施した調査によると、静岡市における旅行客一人当たり
の消費額が静岡県単価の約70％程度にとどまり、宿泊客・日帰り客と
もに、一人あたりの観光消費額が低い。

静岡市の来訪者に「訪問・移動の中で不便だったこと」を問う調査では、
アクセス・駐車場・案内看板・トイレが上位にあげられる。インバウンド客
や国内旅行者などの多様な来訪者が快適に過ごせる受け入れサービス
や駐車場、トイレなどの施設が不十分である。

ＪＲ静岡駅周辺には宿泊施設が集積しているが、年間稼働率が約50％
とその利便性を活かしきれていない。
より高水準なサービスを求める層に対応した宿泊施設が不足している。
全国を対象にした「宿泊で行ってみたい国内の観光地」を問う調査では、
静岡市をあげた人が０.05%にとどまるなど、泊まりたい観光地として
イメージされておらず、全国や静岡県と比べ来訪者に占める宿泊客の
割合が低い。



（スポーツ）スポーツを通じて、市民の健康を増進するとともに地域経済を活性化するまちにします

政策

02 
現状と課題 解決策

⑥観光・スポーツ・文化分野別の政策
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※ユニバーサルスポーツとは、特定の競技を指すものではなく、年齢・性別・障がいの有無・
国籍・競技レベルなどに関わらず、その場にいる誰もが一緒に楽しめるスポーツのことです。

働く世代が運動を習慣づけるために、プロスポーツチーム等と連携し、
直接企業を訪問する運動講座の開催や社員のスポーツ活動を支援・推
進する取組事例の共有などを行います。
体育館等で開催しているスポーツ教室等に関する情報を静岡市ホーム
ページ等で分かりやすく発信します。
これらにより、働く世代にスポーツを実施する機会を提供します。

ユニバーサルスポーツに関する相談窓口等を担う統括団体の活動を支
援し、誰もが参加できる大会やイベントを開催します。
清水庵原球場にパラスポーツ優先の屋内運動場を新設することなどに
より、清水区庵原地区を多くの人が集うユニバーサルスポーツの拠点
とします。
これらにより、誰もがスポーツを楽しめる共生社会の実現と地域経済
の活性化につなげます。

働く世代のスポーツ実施率が低い。また、スポーツ教室やイベントの情
報が施設管理者やイベント主催者ごとに発信されており分かりづらい。

ユニバーサルスポーツに関する相談窓口がないことや、指導員の数や
バリアフリー化されたスポーツ施設も不足していることなど、ユニバー
サルスポーツに取り組む人や新たに始めようとする人に対する支援体
制が十分に整っていない。

地域で活動するプロスポーツチームと地域課題を共有し、地域貢献活
動に関心のある企業や団体とチームをつないで、企業・チーム・静岡市
がそれぞれの強みを活かし、協働して課題解決に取り組みます。
これにより、地域課題を解決するともに、プロスポーツへの関心の高ま
りにより、市内外からの観戦客の増加による消費拡大に加え、多様なス
ポーツ関連ビジネスを通じた経済循環を生み出します。

プロスポーツチームが持つ市民への大きな影響力を、地域課題の解決
や地域経済の活性化に十分に活かしきれていない。



（文化活動）多彩な文化に触れ、体験し、文化を身近に感じて関わることができるまちにします

政策

03 
現状と課題 解決策

学校やまちなかなど身近な場所で、プロの交響楽団や大道芸など気軽
に質の高い文化を体験できる機会を創出します。
文化芸術の創作活動や表現の場、 まつりなどへの参加を通して地域や
人とつながる機会を充実させます。
文化施設のユニバーサルデザイン化や貸館システムのオンライン化を進
め、誰もが利用しやすい施設環境を実現します。

（歴史文化）市民が身近な文化財に親しみ、歴史文化が市民の財産として未来へ継承されるまちにします

政策

04 
現状と課題 解決策

⑥観光・スポーツ・文化分野別の政策
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地域で守られてきた文化財を広く公開することにより、様々な人たち
が静岡市の歴史文化に触れる機会をつくります。
地域の皆さんと行政が一緒に文化財を守る活動やワークショップを行
い、文化財の保存・活用に住民や学生等が関わる機会を創出します。
これらにより、様々な人たちの歴史文化への関心を高め、主体的な活動
につなげることで、歴史文化の担い手を育成していきます。

駿府城天守台の野外展示などの歴史文化を体験できる施設の整備や
文化財の特別公開、歴史的建造物の民間活用などを企業や観光団体等
と連携して進めます。
これらにより、市民や観光客が歴史文化に触れ、学び、楽しむ機会を創
出し、文化財をより身近に感じられるようにするとともに、その魅力を
広く伝えていきます。

市民意識調査によれば、文化活動をすることに対して時間や経済面で
制約を感じている人や、文化活動を通じた人とのつながりは心を豊か
にするがその機会が十分ではないと感じる人の割合が高い。
文化活動の拠点となる市の文化施設では、修繕やユニバーサルデザイ
ン化、予約のしやすさなどへの対応が不十分である。

地域の歴史文化や伝統を十分に伝えきれておらず、市民の関心の低下
を招いている。
少子高齢化の進行により文化財を保存・継承する担い手が不足し、歴
史文化が継承されなくなっている。

2018年の文化財保護法の改正により、地域における文化財の計画的
な保存・活用の促進が示された。しかし、静岡市では文化財の活用が進
んでおらず、市民や観光客に市内の歴史文化の価値が十分に知られて
いない。



⑦都市・社会基盤分野別の政策

都市基盤と多様な都市サービスが連動し、誰もが住みやすく、移動しやすく、居心地の良い空間が
備わったまち

目指すべき未来像
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静岡市では、地域の経済的活力を高めるために必要な土地利用に関する規制緩和の取組が十分に行われてきま

せんでした。このため、耕作放棄地などの未利用・低利用地が多くの地域で点在する状況となっています。また、都

心部では建物の老朽化や空き店舗の増加が進み、まちの魅力が低下する一因となっています。

さらに、人口減少に伴い空き家が増加しており、今後も増加が見込まれます。静岡市は周辺市町と比べ、家賃や

土地価格が高いため、若い世代の住まい確保が難しく、定住の課題となっています。また、移動需要の減少に加え、

生産年齢人口の減少に伴う担い手不足により、路線バスなど中量輸送を担う公共交通の維持が困難となっていま

す。持続可能性と利便性を両立させた、新たな地域公共交通体系の構築が急務です。

防災面では、南海トラフ地震や激甚化・頻発化する自然災害へ対応するため、道路・河川・上下水道などの社会基

盤整備と災害時の情報収集・提供や応急対応資機材の備えなどの体制強化が課題となっています。公共インフラの

老朽化による維持管理コストの増大も大きな課題となっています。

現状と課題



（まちづくり）多様な交流と投資を呼び込む活力ある「まち」を形成し、その成果が市民生活の豊かさや未来への希望につなが
るまちにします

現状と課題

政策

01 
解決策

「規制から活用への転換」の考えのもと、地域の特性に応じて土地利用
の見直しを進めます。
これにより、未利用・低利用地の有効活用を促進し、企業や市民の需要
に応える新たな土地を創出することで、まちの活力向上に必要な企業
用地や住宅用地などを確保していきます。

事業実施中の道路については、完成による効果が早期に発現されるよ
う集中的に整備を進めます。
これにより、日常生活の利便性が向上するとともに、経済活動や観光の
活性化に寄与します。
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分野別の政策 ⑦都市・社会基盤分野別の政策

静岡都心の再生に向け、まちづくりの指針を策定し、ＪＲ静岡駅南口駅
前広場や青葉緑地などの公共空間を再編するとともに、老朽化した民
間建物の建替えを促し、「職・住・福・商・学・遊」の都市機能が近接したま
ちづくりを進めます。
都心を通過するだけの車の都心への流入を抑制することにより、歩行
者中心の都心空間を実現し、まち全体を自由に巡れる回遊性の高いま
ちへと再編します。

東静岡地区やＪＲ清水駅東口周辺地区、宮川・水上地区など、今後の発
展が期待される地区において、それぞれの個性を活かしながら、若者を
はじめ、市民にとって魅力的な新しいまちづくりを進めます。
これにより、若者の市外流出を防ぐとともに、広域からの人流や投資を
呼び込み、市域全体の活性化を目指します。

都心部では、比較的土地の高度利用が進んでいる一方で、郊外部を中
心に未利用・低利用地が点在しており、土地の有効活用が十分に進ん
でいない。

道路の新規開通が進まず、交通渋滞の発生による時間的損失等が、市
民の日常生活だけでなく、経済活動や観光振興にも影響を与えている。

静岡都心の公共空間の劣化や民間建物の老朽化が進み、まちの魅力が
低下してきている。また、ＪＲ静岡駅周辺、呉服町通り周辺、けやき通り
周辺が幹線道路で分断され、回遊が制限されている。
長期的なまちづくりの指針が公民の間で共有されていない。

若者にとって魅力的なまちづくりが不十分で、それが若者の市外流出
による人口減少や消費低下の一因となっている。これにより、市域全体
の活力が低下しつつある。



分野別の政策 ⑦都市・社会基盤分野別の政策

（交通）地域社会も担い手に加わることで公共交通サービスがさらに充実し、誰もが安全快適で気軽に移動できるまちにしま
す

政策

02 
現状と課題 解決策

（再掲）
（防災・減災）<事前防災>社会基盤が整備された自然災害に強いまちにします

政策

03 
現状と課題 解決策
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橋梁・上下水道などの耐震化や防潮堤・水門の整備などの災害への安
全水準を高める施設を整備します。
雨水貯留施設の設置や浸水予測システムによるリスク情報の提供、現
場の実状に応じた小規模修繕などの浸水対策を実施します。
これらにより、事前防災による被害の最小化と事中・事後防災による早
期の復旧・復興が可能となるハード・ソフト対策を推進します。

公共ライドシェアや日本版ライドシェアなど多様な主体による新たな移
動サービスの導入やオンデマンド乗合交通などデジタル技術の活用を
進めます。
これらと路線バスの連結により、都心部から中山間地域まで、公共交通
で誰もが移動しやすい交通システムを構築します。

※公共ライドシェアとは、公共交通が不十分な地域において、自治体やNPO等が主体と
なり、地域の一般ドライバーが自家用車を用いて提供する有償の輸送サービスを指す。

※日本版ライドシェアとは、タクシーが不足する地域や時間帯に限り、タクシー事業者の
管理下で、一般ドライバーが自家用車を用いて有償で提供する輸送サービスを指す。

※オンデマンド乗合交通とは、利用者の予約に応じて運行する乗合交通を指す。

（再掲）
南海トラフ地震の発生が懸念される中、地震による構造物の倒壊やラ
イフラインの寸断、津波による浸水などにより、人命や財産への甚大な
被害が予測されている。
気候変動の影響による自然災害がさらに激甚化・頻発化し、浸水被害
がより深刻化するおそれがある。

郊外だけではなく、一部都心部においても、移動頻度の減少や運転手
不足により、路線バスの維持が困難となっており、高齢者の短距離移動
やインバウンド観光需要など新たな移動ニーズへの対応が不十分であ
る。



（都市基盤健全化）都市施設やインフラが健全な状態にあり、市民が安全かつ安心して利用できるまちにします

政策

04 
現状と課題 解決策

インフラ施設のライフサイクルコストを低減させるために維持補修計画
を定め、デジタル技術や新技術を活用した効率的・効果的な維持管理を
行います。
これにより、補修・更新コストを抑えつつ、膨大なインフラを健全な状態
に維持し、将来にわたって安全安心で持続的に利用できるようなメン
テナンスを行います。

（供給力の維持）建設産業の供給力を維持し、市民生活を支える都市基盤を将来にわたり提供できるまちにします

政策

05 
現状と課題 解決策

デジタル技術を活用し、建設産業の担い手の負担軽減と生産性向上を
図ります。このような建設産業の業務改革の支援により、希望とやりが
いを持ち、建設に携わる全ての人が安心して働き続けられる就業環境
づくりを行い、担い手を確保します。
これにより、建設産業の供給力を維持します。

分野別の政策 ⑦都市・社会基盤分野別の政策
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人口減少や居住ニーズを踏まえた施設の配置の適正化を進めるため、
生活利便性の低い場所に立地し、築年数が経過した市営住宅の廃止な
どを実施します。また、継続的に活用が見込まれる市営住宅の長寿命
化を行います。
これらにより、維持管理コストや補修・更新コストを縮減するとともに入
居率を向上します。

高度経済成長期に建設された多数の道路・橋梁・上下水道などのインフ
ラ施設の老朽化が進行しており、そのための補修・更新コストが増大し
ている。

人口減少による労働力不足が懸念される中、建設技術者の高齢化によ
る離職や、若者の建設産業離れが進んでいる。
地域の暮らしを支える都市基盤を将来にわたり安定的に提供するため
の建設産業の担い手の確保と定着に向けた対策が不十分である。

市営住宅の老朽化により維持管理コストや補修・更新コストが増加して
いる。また、入居率の低下や居住者の高齢化が進行している。



（生活環境）暮らしに関する多様なニーズが満たされ、誰もが安心して快適に暮らせるまちにします

政策

06 
現状と課題 解決策

分野別の政策 ⑦都市・社会基盤分野別の政策

（移住・定住）静岡市への移住・定住が進み、継続的に転入者が転出者を上回るまちにします

政策

07 
現状と課題 解決策

静岡市への流入を促進するため、移住希望者に対して、住宅確保等に
向けた経済的支援を行い、その情報を発信していきます。また、若者な
どの流出を抑制するため、市内企業への就職促進や、若者の就職先と
して評価が高い職種等の企業誘致を進めます。
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通学路の歩道拡幅や、介護施設・病院周辺の道路のバリアフリー化など
により、誰もが安心して道路を利用できるようにします。
上下水道一体で給排水経路の耐震化を進める選択的線的耐震化など
により、誰もが安心して上下水道を利用できるようにします。
住宅や商業施設の立地に合わせた上下水道の整備を進めます。

市民や事業者との共創による花やみどりの創出、身近な自然である里
山公園の保全・活用を進めることにより、誰もが花や自然を楽しめるよ
うにします。
子どもがのびのび遊べる公園や花やみどりに親しめる公園など、地域
の特性を活かした公園につくりかえます。
これらにより、「新しい公園の整備」ではなく「身近な自然や既存の公園
の魅力向上」を重視した公園づくりを進めます。

既存建築物や門・塀などの景観整備により、歴史的景観の維持・保全を
図ります。新たな拠点整備においては景観方針を明確化し、建築物や
公共空間が調和した統一感のある景観を形成します。

不動産寄付、住み替えや売却などの終活支援を通じて、空き家の発生
を未然に防ぎます。また、空き家に関する調査や相談を通して、活用可
能な空き家の不動産市場への流通を促すとともに、市街化調整区域内
での、住宅地開発が可能となるよう地区計画や優良田園住宅制度など
の導入を進めます。
用途転用等のリノベーションを手掛ける民間事業者と連携して空き家
の活用を進めます。
これらにより、多様な世代が、住みたい場所で暮らせる環境を整えます。

静岡市は住みやすいまちではあるものの、周辺市町と比較して家賃や
土地価格が高いこと、市内に若者が希望する職種や就職先が少ないこ
となどが原因で、移住や定住先として選ばれていない。

市民の安心・快適な暮らしや新たな土地利用に対応した道路・上下水道
が十分に整っていない。

まちなかで花やみどりに接する機会が少なく、心潤う環境が整ってい
ない。また、谷津山等の身近な自然が十分に活用されていない。公園施
設や樹木の管理・更新が行き届いていない。

歴史的景観を構成する建築物等の老朽化が顕著となっている。また、
東静岡地区やＪＲ清水駅東口周辺地区、宮川・水上地区などの新たな拠
点整備により、無秩序で統一感のない景観の形成が懸念される。

周辺市町と比べ、家賃や土地価格が高い。今後空き家が大量に発生す
るおそれがあるが、その有効活用がなされていない。また、多様化する
ライフスタイルやニーズに対応するための空き家の利活用と、空き家発
生の未然防止策が不十分である。



⑧環境・森林分野別の政策

人が自然と共に生き、地域の暮らしや文化を守りながら魅力を育み、脱炭素社会の実現と経済の活
性化が両立した持続可能なまち

目指すべき未来像
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温暖化による災害の激甚化が進む中、2050年カーボンニュートラルは、従来型の取組では達成できません。

カーボンニュートラルの実現には、徹底した省エネや再生可能エネルギーの普及、資源循環を革新的技術で加速す

ることで環境と経済の両立を図るグリーントランスフォーメーションが不可欠です。

また、人口減少が進む中山間地域「オクシズ」では、自然と共生する暮らしや文化が残る一方、担い手不足や高齢

化による地域の活力低下が課題です。自然や文化などの地域資源が「オクシズの魅力」として広く認知され、地域資

源を活かした暮らしを守りながら、人が集まる仕組みづくりが必要です。

さらに、市域の約76％を占める森林では荒廃が進み、災害リスクの増大に加え、生態系の劣化、水源涵養機能

の低下、土壌流出、地域経済や景観への悪影響など、複数の問題が相互に関連し、深刻化するおそれがあります。

木材供給に加え、山地災害防止や水源涵養など公益的機能を重視した管理が求められます。

現状と課題



（脱炭素社会）エネルギー消費を抑えつつ再生可能エネルギーを導入・活用し、暮らしの快適さと地域経済の活性化を両立で
きるまちにします

現状と課題

政策

01 

（循環型社会）ごみを減らし、リサイクルすることで、地球の資源を大切に使い、環境負荷の少ないまちにします

政策

02 

解決策

現状と課題 解決策

ごみの減量化を推進するとともに、プラスチックごみの分別回収などに
よる資源のリサイクル体制を構築し、焼却ごみを減らすことで、温室効
果ガスの削減を促進します。

ＤＸを活用して収集運搬の最適化を進めるとともに、ごみ処理施設の
設備更新や延命化など、老朽化対策を実施します。
これらにより、安全性と機能性を維持し、市民から排出される廃棄物の
収集から最終処分まで、効率的かつ安定的な処理体制を確保します。

温室効果ガスの排出削減をはじめ、環境課題の解決に挑戦する市内企
業を支援し、低炭素な製品・サービスの創出を促します。さらに、それら
を必要とする企業とのマッチングや導入を支援し、普及・浸透を図るこ
とで、市内企業の脱炭素経営を促進します。
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分野別の政策 ⑧環境・森林分野別の政策

市内企業と連携したエネルギー使用量の市民への見える化や、住宅・建
築物の省エネ化や再エネ設備の導入を支援します。
これらにより、市民や社会全体が省エネや脱炭素につながる行動を選
択するよう促します。

静岡市では、プラスチックごみの分別がなされていない。
ごみ総排出量は、静岡県内の他市町の平均値と比較して高い。
焼却処理を前提としたごみ処理により、温室効果ガスの削減が進んで
いない。

収集運搬コストの増加や労働力不足、廃棄物処理施設の老朽化により、
安定したごみ処理体制の維持が困難になっている。

市内企業においては、エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの
導入・活用、低炭素な製品・サービスの開発など、脱炭素経営が十分に
進んでいない。

市民の約20％が省エネに取り組んでおらず、地球温暖化の影響や省エ
ネ行動の効果などに関する理解が十分に広がっていない。



分野別の政策 ⑧環境・森林分野別の政策

（自然共生社会）自然と人との関わりを大事にし、自然の価値や地域の文化を次世代に引き継ぐことができるまちにします

政策

03 
現状と課題 解決策

（森林）森林の公益的機能を最大限に発揮し、豊かな森林の恵みを享受できるまちにします

政策

04 
解決策

木材生産が困難な森林は、環境林として公益的機能を高度発揮させる
ため、適切な管理を行います。
森林の公益的機能を価値化し、取引する仕組みを整え、森林所有者の
収入につなげます。
これらにより、持続的に森林を保全・再生します。
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現状と課題

自然の持続性を損なわない暮らしの価値や魅力を発信し、これに共感
して集まる移住者や地域おこし協力隊とともに、豊かな自然環境や地
域資源の魅力を活かした仕事を創出し、定住できる仕組みを整えます。

木材生産を継続する森林は、循環林として経営管理の効率化を図りま
す。さらに、施業の低コスト化、主伐・再造林の推進、オクシズ材の利用
を促進します。

これらにより、「育て、伐り、使い、植える」という持続可能な木材生産が
できる仕組みを構築します。

市民が南アルプスなどの自然と触れ合う機会を増やします。あわせて、
保全活動の成果を見える化し、市民や企業、地域団体など多様な主体
が協力し合うネットワークを形成します。
これらにより、ミズナラなどの植樹や防鹿柵設置など自然再生に向け
た活動を通じて、継続的に環境保全へ参加できる仕組みを整えます。

管理不足が原因で荒廃した人工林（植林によって造成された森林）が増
加しており、山地災害防止、水源涵養、生物多様性などの公益的機能が
低下してきている。

人口減少・少子高齢化による自然環境や地域資源を活用する担い手の
不足に加え、中山間地域の地域経済の停滞により、地域社会の維持が
困難になっている。

新築住宅の着工数の減少、木材価格の低迷、林業従事者の高齢化など
により、林業経営の維持が困難な状況となっている。

市民の自然環境の保全意識や関心は高まっているものの、保全活動の
実践につながっていない。

き



⑨行政経営分野別の政策

仕事の効率化と執行体制の最適化により、社会課題の解決力が高く、行政効率の良い市政運営が
行われており、社会の力が活用され、市民が安定的に質の高い行政サービスが受けられるまち

目指すべき未来像
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人口減少社会においては、これまで以上に地域行政の力が問われています。他の政令指定都市よりも人口減少

が著しい状況にある静岡市では、生産年齢人口・税収の縮小が行政経営に深刻な影響を与えることが予想される

ことから、より一層高度な行政経営を進めていく必要があります。

これまでの市政運営においては、社会全体の力を経営資源とし、社会全体の便益を最大化するための取組が十

分に進んでいません。民有の土地や建物も「社会共有資産」に含めて捉え、有効活用していくことが必要です。

また、組織・人員、情報といった市の経営資源の効率的かつ効果的な活用も課題です。市民サービス向上と職員

負担軽減に向けた業務の見直しは十分とは言えず、複雑化する行政課題に対応するための組織体制と人材育成も

課題となっています。

さらに、人口減少により中長期的に税収規模が縮小していく中、歳入を増やすための取組が十分に進んでいま

せん。

現状と課題



（社会共有資産）社会共有資産が活用され、市民の経済的利益や利便性が向上するまちにします

現状と課題

政策

01 
解決策

低未利用の市有資産（土地・建物）の売却や貸付などの民間活用を進め、
新たな用途や資産価値を生み出します。
これにより、財源の創出や地域活性化等につなげていきます。
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分野別の政策 ⑨行政経営分野別の政策

小中学校・こども園・市営住宅などの公共施設の規模、配置の適正化を
進めます。
現状の生涯学習交流館や老人福祉センターなどの利用形態や対象にと
らわれないサービスの再分配を行い、ニーズを踏まえた市民サービス
を提供します。
これらにより、社会的需要に対する公共施設やサービスの供給量を最
適化します。

既存施設において民間事業者のノウハウや資金を活かした運営等の導
入を推進します。
耕作放棄地などの未利用・低利用地や空き家の有効活用を進めます。
これらにより、民間資産を含めた社会共有資産の利活用を進め、社会
全体の便益を最大化します。

閉校した学校などの低未利用の市有資産（土地・建物）について、民間
による利活用が一部進み始めたものの、新たな用途による利活用や、
財源の創出につながる跡地処分が行われていない資産が多くある。

人口減少による今後の施設需要の把握や、多様化する市民サービスの
ニーズの変化に応じた維持すべき機能・サービスの整理ができていな
いため、公共施設を活用したサービスの最適化が行われていない。

未利用・低利用となっている公共・民間資産（土地・建物）について、民
間事業者による有効活用や不動産市場への供給が十分にできておら
ず、市民の経済的利益や利便性の向上につながっていない。



（行政ＤＸ）ＤＸや業務改善が進み、市民がより便利で質の高い行政サービスを受けられるまちにします

政策

02 
現状と課題 解決策

業務プロセスやデータ連携を見直し、生成AIなどのデジタルツールが
活用できる職場環境を整備し、職員の業務を効率化し、無駄な時間を
削減します。
これにより、生み出された時間を使って、市民のニーズに寄り添った新
たなサービスを提供します。

分野別の政策 ⑨行政経営分野別の政策
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PCやネットワークなどのセキュリティ強化や、情報セキュリティポリ
シーの改定により、システム運営体制を更新します。
これにより、安定した行政サービスを提供し、静岡市が預かっている市
民の大切な個人情報を、サイバー攻撃の脅威から守ります。

統合型データ基盤を活用し、市民が一度の申請で複数の手続きを完了
できる仕組みを整備します。
ＧＩＳ（地理情報システム）などで、オンラインによるデータ共有と情報発
信を充実させます。
これらにより、市民がデジタルの利便性を実感できる暮らしを提供しま
す。

前例踏襲の事務の進め方が多く、事務の見直しやシステム間のデータ
連携強化、各種デジタルツールを活用できる職場環境の整備が進んで
いない。そのため、市が行う事務処理に無駄な時間がかかってしまい、
質の高い行政サービスの効率的な提供が十分にできていない。

情報の処理技術や通信技術などは急速な発展を遂げており、サイバー
攻撃の高度化・巧妙化も進んでいる。そのため、サイバー攻撃による行
政サービスの停止や、個人情報の漏えいなど、市民生活に影響を及ぼ
すリスクが高まっている。

紙による手続きが多く、市民は来庁や複数回の申請に時間を取られて
いる。
静岡市が持っているデータの中には、社会で広く活用できるものがあ
るのに、行政内部だけで使われていて、社会共有化が遅れているため、
市民や企業などで十分に活用されていない。



（執行体制）効率的かつ効果的な執行体制が整い、市民が満足度の高い行政サービスを受けられるまちにします

政策

03 
現状と課題 解決策

業務が一時的に増加する所属への応援職員の配置など、柔軟な職員配
置により、人的資源を有効に活用するための体制を構築します。
部局横断による解決が求められる行政課題について、総合的に対応す
るチーム組織を編成し、縦割り行政を解消します。
これらにより、職員の新しい働き方と組織改革を進め、質の高い行政
サービスを提供します。

実践型OJTやプロジェクトマネジメント研修の実施とともに、外部人材
の知見を取り入れ、専門性を向上させる人事を推進することで、職員の
政策執行力と専門性を高めます。
これらにより、質の高い行政サービスを提供します。

分野別の政策 ⑨行政経営分野別の政策
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パブリックコメントや問い合わせフォームの活用だけでなく、効果的に
市民の声を聴き市政に反映する仕組みを構築します。
ホームページなどで市民目線で分かりやすく情報を発信します。
これらにより、市政への信頼を深め、市民ニーズに応える行政サービス
を提供します。

社会情勢の変化に伴う業務の増加に対し、十分対応できる効果的な職
員配置ができていない。

行政課題が複雑化・高度化する中、職員の政策執行力や専門性が不足
している。

市の取組に関する情報が市民に十分伝わっておらず、市政への共感や
信頼が十分に得られていない。



分野別の政策 ⑨行政経営分野別の政策

（財政運営）健全な財政運営が保たれ、市民が将来にわたって必要な行政サービスを受けられるまちにします

政策

04 
現状と課題 解決策

行政による投資を呼び水として民間投資を誘発し、地域の稼ぐ力を高
め、中長期的な歳入の増加につなげていきます。
国や県の交付金の確保、ふるさと納税や未利用地の売却などにより、
さらなる財源確保を進めます。効果の少ない施策の廃止や、業務内容・
手法の見直しなど、既存事業の徹底的な見直しを進めます。
これらにより、将来にわたって健全な財政運営を保ち、必要な行政サー
ビスを提供します。
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静岡市の財政状況は、代表的な財政指標（2024年度決算）でみると、
政令指定都市の平均よりも良好で、おおむね健全といえる。
しかし、静岡市はこれまで、地域の稼ぐ力を高めるための投資を行って
きておらず、このままでは、稼ぐ力の低下による歳入減により、中長期
的に見て基礎的財政収支などの指標が悪化していくおそれがある。



静岡市の魅力を活かしたまちづくり第5章

「安心な暮らし」と「幸せの実感」のためには、静岡市の魅力を活かしたまちづくりが必要です。そのためには、内外の人々が「一緒にそのよ
うなまちを実現したい」と共感できるような未来を描き、市民・企業・行政などの多様な主体による共働・共創を推進することが欠かせません。
そして、このようなまちづくりは、地域の稼ぐ力の向上にもつながっていきます。

静岡都心、清水都心、東静岡・草薙地区

商業・行政・文化・交流・レクリエーションといった都市機能と人口が集積し、市民の多様な活動を支える拠点

都市拠点
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※2021年策定の「駿河まなびのまちづくりグランドデザイン」
及び、2022年策定の「葵歴史のまちづくりグランドデザイン」
は、「第５章：静岡市の魅力を活かしたまちづくり」の章立てに
伴い、単独計画から総合計画に統合します。

東静岡・草薙地区

東静岡地区では、最先端の文化やスポーツを

通じた新たな交流や滞在の創出と、快適で安心

して住み続けられる住環境の両立を目指し、非日

常と日常が融合した新時代のまちづくりを進め

ていきます。

ＪＲ東静岡駅北口のアリーナや南口の新県立中

央図書館と、まちで提供されるサービスや活動を

連携させることで、文化・スポーツ・エンターテイ

ンメントの体験といった新たな価値を生み出しま

す。さらに、こうした価値を活かし、商業施設やホ

テルを含む魅力的な都市空間を形成するととも

に、ペデストリアンデッキの整備や次世代モビリ

ティ等の導入により、誰もが移動しやすく住みや

すいまちづくりを進めていきます。

草薙地区では、JR草薙駅周辺において、大学

生が多いという強みを活かし、学びや創造を通じ

た活動や交流を広げ、こどもからお年寄りまで多

世代にとって居心地が良いまちづくりを進めま

す。南口周辺の道路空間の再整備や北口の新幹

線高架下の活用などにより、滞留や活動の場づ

くりを公民連携で進め、行政は地域住民や関係

者の自発的な思いを下支えすることで、地域の

魅力向上を目指していきます。

静岡都心

「職・住・福・商・学・遊」が近接したまちづ

くりを行い、商業の場だけでなく、「おまち」

の中で暮らしながら、仕事も買い物も、子育

てもできるようなエリアに転換し、若者を中

心に多くの人を集め、その効果を市全域に

波及させていくことが重要です。

そのため、ＪＲ静岡駅南口駅前広場や青葉

緑地などといった公共空間の再編を通じて、

誰もが居心地よく過ごせる交流の場を創出

するとともに、駅とまちのつながりの強化や、

歩行者中心の空間整備によって回遊性を高

め、歩いて楽しめるまちづくりを行っていき

ます。

そして、このようなまちの魅力を高める取

組を進めるとともに、空き店舗の利活用や、

再開発等による老朽建築物の更新を促進し、

オフィスや住宅、学びの場や遊びの場など

を創出していきます。

清水都心

清水庁舎の移転や、ＪＲ清水駅東口のENEOS社

所有の土地利活用など、これまでにない大変化の

時期を迎えています。そのため、過去の延長でのま

ちづくりではなく、30～50年先まで持続可能なま

ちづくりのために、新しい科学技術と美しいものへ

の感動、すなわち「知」と「美」を融合させた未来都

市を目指していきます。

未来都市の実現に向けて特に重要となるのは、

清水製油所跡地の活用です。ここには経済活性化

の基軸になるまちづくり中核施設の整備や、相乗

効果を生み出す商業施設、公園、子ども向け施設な

どの整備を、民間投資を前提として行っていきます。

これに加えて、ＪＲ清水駅西口商業区域や清水港

の各エリアと、次世代型交通の実現も含めて連携し、

回遊性を高めることで、静岡市の地域経済の活性

化につなげていきます。

一方で、ＪＲ清水駅周辺は、巨大地震の際に津波

被害が懸念されるエリアでもあります。そのため、

地震や津波等の災害が発生しても安心感を持てる

基盤整備やエネルギー供給が必要です。特にＪＲ清

水駅東口に移転予定の清水庁舎は、耐震性能・対津

波性能・業務継続性能を十分に備えるとともに、津

波発生時の緊急避難機能をあわせ持った地域の防

災拠点にしていきます。



宮川・水上地区、南沼上・麻機地区（中央卸売市場周辺）

広域からの来訪が期待でき、静岡市の魅力を発信する新たな産業・交流の中核となる拠点

産業・交流拠点①
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宮川・水上地区

日本平久能山スマートＩＣに直結する利便性を備えた、総面積約

47haを有する広大で平坦な土地であり、平地が少ない静岡市にとっ

て新たに活用できる希少な場所です。

この特性を最大限に活かし、多くの企業が魅力を感じ、若い世代に

とって魅力的な雇用を生み出せる地区としていくため、商業、食と農、

スポーツ、エンターテインメントなどの要素を取り入れ、広域からの集客

を実現する拠点として整備を進めていきます。

この地区に広域から来訪する人々を、中心市街地や周辺観光地へと

回遊させることで、市全域の商業・観光・産業に経済効果を波及させて

いきます。

南沼上・麻機地区（中央卸売市場周辺）

新静岡ICや国道1号静清バイパスに近接し、交通利便性に優れ、広域

からの集荷や市内各地への配送にも適したこの地区には、中央卸売市

場が立地しています。中央卸売市場は、老朽化しており、新設が必要で

す。

一方、市内の農業、物流、市場、学校給食などの食関連分野は、長年

にわたり個別に運営されてきたため、全体として最適な供給体制が十

分に構築されていません。

そこで、中央卸売市場新設の機を活かして、食に関わる集荷、加工、

配送を一体的に支える中核拠点として再整備し、効率的で安定した、安

全・安心な食の供給を実現していきます。

あわせて、中央卸売市場の広大な敷地を活用しつつ、周辺への企業

誘致を促進することで、市場・物流・加工の各機能が連携した複合的な

拠点を形成し、広域的な食料供給を支える中核地域として発展させて

いきます。

宮川・水上地区 開発イメージ図 中央卸売市場全景



貝島・折戸地区、庵原地区

広域からの来訪が期待でき、静岡市の魅力を発信する新たな産業・交流の中核となる拠点
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貝島・折戸地区

波が静かな三保内浜では、市街地からほど近い場所で富士山や泳

ぐイルカの群れを眺めることができ、都会的な風景と自然の風景が共

存する、全国的にも珍しい景観を楽しめます。

貝島地区では、早期に土地造成を進め、国際海洋研究・開発拠点と

して関連施設の集積を進めていきます。研究やビジネス向けのＭＩＣＥ

機能も備え、活発な研究や技術開発のビジネスの場とするとともに、

マリンリゾート機能も併設し、富士山と海の絶景を活かした滞在も可

能にしていきます。

また、折戸湾では、研究や技術開発のための実証実験が可能な環境

整備を進めるとともに、水質改善による海洋資源の再生を目指す取組

を進めます。

これらの地区に世界的な研究機関や企業などを集積することにより、

海洋生態の健全性を維持しながら、経済成長、生活の質の向上、雇用

創出のために海洋資源を持続的に利用する「ブルーエコノミー」の発展

を目指していきます。

庵原地区

清水ＩＣや清水いはらＩＣに近接し、優れたアクセス性を備えた地域

です。さらに、清水ナショナルトレーニングセンターやＩＡＩパラスポーツ

パークなど、スポーツ関連施設が集積しているという強みがあります。

このポテンシャルを活かし、庵原地区を年齢、性別、障がいの有無、

国籍、競技レベルなどにかかわらず、その場にいる誰もがスポーツを

一緒に楽しめる「ユニバーサルスポーツの聖地」とすることで、スポー

ツを通じた共生社会の実現を目指します。また、市内外からの来訪を

促進し、地域経済・観光への波及効果を最大化していきます。

加えて、この地区に点在する未利用・低利用地を集約し、土地の有

効活用を進めることで、さらなる経済効果を創出します。

産業・交流拠点②

貝島地区全景
庵原球場

折戸湾全景



日本平・久能・三保・用宗、東海道「二峠八宿」

静岡市固有の観光資源を活かし、海道と街道それぞれの魅力を最大限に引き出すことで、多くの来訪者を呼び込む拠点。

観光拠点の形成にあたっては、静岡市域にとどまらず、地域連携ＤＭＯや静岡県中部地域の市町と連携し、広域的な取組を進めていきます。

観光拠点
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日本平・久能・三保・用宗

静岡市は、東は蒲原から西は用宗まで駿河湾に面し、美しい海岸風景

と富士山の眺望が人々をひきつける海沿いの道「海道」を形成していま

す。この「海道」は、様々な観光施設や、桜えびやしらすなどの「しずま

え」の食の魅力を楽しめる場が連なり、訪れる人々が巡って楽しめる観

光回廊となっています。

中でも、日本平・久能・三保・用宗には、国宝・久能山東照宮、日本平夢

テラス、世界文化遺産富士山の構成資産である三保松原など、歴史・文

化・景観に優れた観光資源が集積しており、これらを個別の資源として

だけでなく一体的に捉えることで、国内外から多くの来訪者を呼び込む

力を持つ観光地域として発展させることができます。

こうした広がりのある魅力を最大限に活かすためには、地元、事業者、

行政が連携し、海道を軸とした観光回廊全体の魅力を高める観光地域

づくりを進めることが重要です。特に、日本平山頂付近では飲食・宿泊・

体験といった機能を充実させ、久能地区では国宝への参道にふさわし

い門前通りとしての整備を進めます。さらに、歩行環境や景観の質、回

遊性の向上にも取り組み、訪れる人々が快適に滞在できる観光地域を

形成していきます。

東海道「二峠八宿」

東海道は江戸と京・大阪を結ぶ主要街道で、歌川広重の浮世絵で知

られる「東海道五十三次」と、大阪まで続く「東海道五十七次」が存在し

ます。宿場町は当時の旅人の憩いの場として、また人々の往来を通じて

文化や経済の中心を担ってきました。

静岡市は、東海道五十七次のうち蒲原、由比、興津、江尻、府中、丸子

の六つの宿と、薩埵峠、宇津ノ谷峠の二つの峠を有し、藤枝市の二宿

（岡部宿、藤枝宿）を含めた東海道「二峠八宿」には歴史的建造物や絶景、

特産品などが点在し、街道を歩けば地域の歴史や文化、人との交流を楽

しめます。

静岡市が事務局となり、東海道五十七次の沿線自治体と連携して、広

域的な情報発信を強化し、 「東海道」という大きな観光資源を活かして、

誘客と周遊促進を進めていきます。

日本平夢テラスからの景色 久能山東照宮 三保松原

蒲原宿の街並 薩埵峠



オクシズ

「オクシズ」は、静岡市内の中山間地域を総称する呼び名です。豊かな自然と

美しい景観に恵まれ、歴史ある風習や祭事が今も息づき、わさびや茶など地域

特性を活かした農林産物や在来作物が育まれています。

「オクシズ」を単なる呼称にとどめず、自然域共生主義による地域づくりの地

として住みたい、訪れたいと感じられる地域にします。自然域共生主義とは、自

然と人間の相互関係を大切にし、土地の特性や自然の持続性を損なわない生

活様式を再構築していこうという考え方です。

そのために、オクシズの各地区における人と自然との関わり、歴史や産品な

どの多様な地域資源を社会に提示し、その価値を見える化することで、オクシ

ズ全体があたかも博物館のように感じられる地域としていきます。

これにより、オクシズの魅力を高め、地域に暮らす人には、さらなる誇りを持

てるようにするとともに、オクシズを、自然域共生主義の暮らしを送りたいと考

える人に定住の地として選ばれる地域としていきます。

中山間地域
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有東木のワサビ沢

南アルプス（赤石岳）

井川湖と集落



時代
認識

行政だけの力では
課題解決は不可能

【行政】社会の力が十分に発揮される仕組み(システム)や土台（プラットフォーム・活動基盤）を整備
社会の力が活発に活動できるような制度創設や規制緩和
用地の創出・空き家の流通促進・市有施設の多角的な活用
多様な主体、集まりの行動を結集する機会
情報共有・情報発信 など

社会の大きな力が
つながる

世界の大きな知が
集まり、つながる

 見守りや避難支援などにより、災害時にも地域で安心して生活ができる
 空き家を活用しつつ、土地の有効活用により住宅供給を進め、誰もが住みた

い場所で暮らすことができる
 地域の交通サービスにより、移動しやすく、快適な暮らしができる
 企業・団体と連携した活動により、豊かな自然環境が保全・利活用される
 地域の支えの中で、安心して子育てし、仕事と子育てが両立できる
 放課後の居場所づくりなど、地域で見守られながら成長できる など

社会課題の解決と目指す姿の実現

 民間投資により、工場の刷新・拡張やオフィスが創出される
 民間投資により、新たな拠点施設の整備や老朽建物の更新が行われる
 スタートアップや産学官の連携により、技術革新や産業創出が行われる
 部活動の地域展開により、ｽﾎﾟｰﾂ・文化芸術に親しむ機会が広がる

これらによって、新たな雇用の創出や所得の向上が実現する
など

新たな価値の共創

行政は、結果が出るよう
共に歩み、共に汗をかく

共働・共創

地理的
特性

人口減少や気候変動、地域経済の停
滞など社会課題は複雑化・深刻化・多
様化。今後も変化は続く。

山間部・市街地・海岸部という多様な
地域特性から、暮らしや生業、災害、
課題も地域ごとに異なる。

社会全体の力による共創が生まれる

幸せの実感安心な暮らし

社会はみんなの力でつくっていくもの
社会課題を解決するためには、市民・地域社会・企業・教育機関・行政などの多様な主体による共働・共創が必要

仕組み
・

土台

地
域
の
稼
ぐ
力

暮らしの安心感 将来への夢や希望充実した生活希望する仕事経済的な安心感
雇用の確保
所得の向上

人口流出の抑制につながる

おわりに
市民・地域社会・企業・教育機関・行政など、社会全体の力による共働・共創により、静岡市が
直面している課題を解決し、将来のための取組を進めることで、「誰もが安心して暮らし、幸
せを実感し、住み続けたいと感じられるまち」を実現することができます。
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人・資金・技術・情報
の流入と蓄積を促進

誰もが安心して暮らし、幸せを実感し、住み続けたいと感じられるまち



安心して
暮らせる

地域の中でつながり・支えが
あり、安心して生活できる

こどもが地域の人たちに
支えられ、健やかに成長

できる

地域の支えの中で、
安心して子育てができる

地域で助け合い、
災害時に安全に避難できる

雇用が確保され、
所得が向上する

温かい人の心に支えられた地域の中に自分の居

場所があり、人々とのつながりを深めながら、心

身ともに健やかに暮らし、子育てする人は安心

して子育てでき、経済的な心配や災害への不安

がなく、快適な生活環境と緑あふれる空間に包

まれて、心地よい暮らしができる

多様な移動手段で
快適に移動できる

緑あふれる空間の中で
生活ができる
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おわりに温かい地域社会の中で、誰もが安心して暮らし、幸せを実感し、住み続けたいと感じられるまちが
実現したときに皆さんの暮らしはどのようになるでしょうか？
新しい総合計画では、その未来を、このような形になると思い描いています。
静岡市の明るい未来を共に創っていきましょう。

最適な医療・介護が受けられ、
いつまでも元気に生活できる

自然と共生しながら
暮らすことができる



幸せを
実感できる

多様な学びや国際教育が充実し、
こどもの学びの選択肢が広がる

自分の希望に合った仕事に就き
いきいきと働き、所得が向上する

学びを通じて可能性を広げたり、望む仕事に就

いたり、こどもを持ちたい人はその希望が叶っ

たり、多彩な文化や魅力的な体験を通じて心を

豊かにしたり、人との交流を深めたりすること

で、誰もが幸せを実感できる

食文化や豊かな自然環境の
活用により、新たな価値が生

まれ、来訪者が増加する

来訪者の消費活動や民間企
業の投資によって、

地域の魅力が高まり、地域
経済が活性化している

多様な主体の連携や
スタートアップとの協業により

新たなビジネスが生まれる

スポーツによる感動体験が
地域に新たな活力や

産業を生み出している
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おわりに

あらゆる世代がスポーツや
文化芸術に親しむ機会が

広がっている

設備投資やデジタル技術の
活用により、既存産業の

競争力が強化される

企業が活動しやすい基盤
をつくることで、新規企

業が立地される
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序説 

 

「総合計画」とは、まちの将来像を示すとともに、市政を総合的、計画的に運営するた

め、各分野における計画や事業の指針を明らかにするもので、静岡市の総合計画は、「基本

構想」「基本計画」「実施計画」の３層から構成されています。 

「基本構想」では、まちの将来像や市政運営の方向性を示し、「基本計画」では、基本構

想を実現するために、何をどのように実行していくかを示し、「実施計画」では、基本計画

に基づく具体的な取組を定めています。 

 

（１）基本構想 

「第５次静岡市総合計画」（以下、「５次総」という。）では、静岡市が描く「目指すま

ちと暮らしの姿」として、「誰もが安心して暮らし、幸せを実感し、住み続けたいと感じ

られるまち」を掲げています。 

人々が安心して暮らし、幸せを実感し、住み続けたいと感じられるよう共創の市政運

営を行えば、このまちは、人々が住み続けたい、移住して住みたいまちになります。 

その結果、「世界に輝く静岡の実現」へとつながっていきます。 

 

（２）基本計画 

静岡市が直面している様々な課題を解決するためには、行政の力だけではなく、社

会全体の力による「共働・共創」が不可欠という認識のもと、行政が、市民・地域社

会・企業・教育機関などとともに、何をどのように実行していくべきかを示します。 

 

（３）実施計画 

基本計画の「分野別の政策」に掲げる「目指すべき未来像」を実現するための具体

的な取組を定めるものです。 

実施計画は、社会経済状況の変化などを踏まえ、毎年度改定を行います。計画の期

間は５年間とし、将来５年間に予定している取組を登載します。 

あわせて、中長期的な視点で、持続可能な財政運営を行うため、今後の財政見通し

を示します。 

なお、実施計画については、「静岡市議会の議決すべき事件等を定める条例」第３条

の規定に基づき、市長が策定、変更又は廃止をしたときは、市議会に報告することと

されています。 
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第１ 

分野別の政策 
 

 

１ 共生・福祉・健康  

２ 防災・消防・防犯 

３ こども・子育て 

４ 教育・人づくり 
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第１ 分野別の政策 

 

１ 分野別の政策体系と取組内容について 

  基本計画における「分野別の政策」を構成する取組については、各分野の政策及び施策

の方向性に沿って整理し、目的や役割を明確にした上で、計画的かつ着実に推進していき

ます。 

  また、施策ごとに成果指標を設定し、数値目標の達成状況を適切に把握しながら評価・

検証を行います。その結果を踏まえて取組内容を見直し、施策の質の向上につなげていき

ます。 

 

２ 取組内容の記載について 

（１）取組名 

   各取組の名称を示します。 

   複数の分野・政策・施策に位置付けられる取組については、★印を記載しています。 

（２）取組の内容 

   各取組の内容を示します。 

（３）事業費（百万円） 

   2026 年度から 2030 年度の事業費の計を示します。（百万円未満切り上げ） 

   ※事業費は、直近５年間の財政見通しを踏まえ、この期間中の投資的経費を中長期的

な展望で示すものとして計上しています。 

   ※ソフトの取組や事業については、その時々の社会情勢を踏まえ、継続的な取組に加 

え、臨時的な取組なども含まれていることから、事業費の金額は明示していません。 

    （ソフトの取組など投資的経費に属さないものは、「－」と表示しています。） 

（４）担当課 

   2026 年度以降の各取組の所管課を示します。 

（５）取組の掲載順について 

   各取組の掲載順は、行政組織上の部局順に従い掲載されています。 

取組の重要度や優先順位を示すものではありません。 

 

※記載例 

（１） 

取組名 

（２） 

取組の内容 

（３） 

事業費 

（百万円） 

（４） 

担当課 

○○施設の整備 

○○を目的とした拠点施設を整備する。 

・供用開始予定 ○○年〇月 

・対象施設   ○○ 

○○〇 ○○課 
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１　共生・福祉・健康

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （地域活動・市民活動） 01

02

03

02 （共生） 01

02

03

04

様々な国籍や文化を持つ市民が地域において
交流・協働することで、誰もが安心して暮ら
せる多文化共生を進めます

障がい者やその家族等が希望どおりの暮らし
を送るための社会づくりを進めます

誰もが社会とのつながりと居場所があると感じられる地域の中で、
安心して心身ともに健やかに暮らすことができるまち

　人口減少や高齢化、価値観や暮らし方の多様化により、社会環境は大きく変化しています。地域では、人と人との
つながりの希薄化や地域団体等の担い手不足が進み、支え合いの仕組みが弱まりつつあります。
　また、性別、国籍、障がいの有無といった多様性に関する理解の浸透が十分でない場合、お互いの背景や価値観の
違いを十分に理解できず、不安や戸惑いを感じてしまう場面があります。さらに、福祉に関する困りごとは複雑化・
複合化し、従来の対応では十分に応えられない状況が生じています。
　健康・医療においては、生活習慣の変化によって、様々な健康課題が顕在化する中、健康寿命の延伸に向けた取組
が必要となります。また、高齢化等に伴う医療需要の増加への対応や、災害や感染症への備え等も含め、地域の実情
に合った医療提供体制を整えることが求められています。

性別や国籍・民族の違いや、障がいの
有無などにかかわらず、お互いを尊重
し合い、多様な価値観を受け入れる共
生のまちにします

地域社会のつながりを深め、市民が支
え合うまちにします

地域福祉を支える担い手の活動を下支えし、
困りごとを抱える人々への支援体制を強化し
ます

地域課題の解決に取り組む市民活動の輪を広
げ、地域の力で共に支え合う社会づくりを下
支えします

【政策体系図】

動物の適正な飼養を推進することにより、人
と動物が穏やかに共生できるようにします

地域コミュニティの中核である自治会・町内
会における誰もが参加しやすい組織づくりを
下支えし、住民同士のつながりを強化します

ジェンダー平等に基づき、市民一人ひとりが
希望する生き方を選択できる環境整備や社会
づくりを進めます

政策 施策
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03 （地域福祉） 01

02

03

04 （健康増進） 01

05 （地域医療） 01

02

いつまでも健康で生きがいを持って暮
らすことができるまちにします

障がい者やその家族等が希望どおりの暮らし
を送るための支援体制の整備や、社会づくり
を進めます

高齢者が安心して暮らせる体制を整備するた
めに、高齢者福祉・介護サービスや終活支援
を充実させます

福祉の支援を充実させ、困りごとを抱
える人が安心して生活を送ることがで
きるまちにします

質の高い医療の確保や災害医療、感染
症等への対応を通じて、市民が安心し
て暮らすことができるまちにします

必要な医療資源を確保すること等により、医
療需要に即した医療提供体制を確保します

災害、感染症等の生命及び健康の安全を脅か
す事態に対応する医療提供体制を確保します

健康リスクの早期発見・早期介入により、か
らだとこころの健康支援を充実させるととも
に、市民主体の介護予防に取り組む環境を整
備します

相談機能の強化や就労・居住支援等の充実に
より、複雑化・複合化した困りごとを抱える
人への支援体制を整備します
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２　防災・消防・防犯

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （防災・減災） 01

02

02 （危機管理体制） 01

02

03 （自助・共助） 01

02

04 （消防・救急） 01

02

迅速・的確な消防・救急サービスを受
けられるまちにします

<事前・事中>市民が日頃から災害に備
え、災害時に地域で支え合えるまちに
します

【政策体系図】

＜事前・事中・事後＞確かな災害情報
のもと市民が的確に行動できるととも
に、避難所での生活環境が守られるま
ちにします 避難所等における被災者の生活環境を適切に

確保します

無理のない支え合いを実現できる地域体制を
整備します

被害の最小化と早期の復旧・復興が可能とな
る社会基盤を整備します

迅速・的確な消防活動を実施するために災害
対応力を強化します

増加する救急需要に対応するための救急体制
を強化します

<事前防災>社会基盤が整備された自然
災害に強いまちにします

激甚化・頻発化する風水害や南海トラフ地震などへの備えが整い、
安全・安心に暮らすことができるまち

　静岡市では、2022年台風第15号により、大規模な浸水や広範囲の断水が発生し、市民生活に大きな影響が生じまし
た。2024年台風第１０号では、局地的な大雨により観測史上最大となる72時間で516mmの雨量を記録するなど、近
年、風水害は激甚化・頻発化しています。
　また、2025年9月に国が南海トラフの地震活動の長期評価を改訂し、その発生確率が依然として高いことが示され
ました。南海トラフ地震は「いつ起きてもおかしくない」状況にあり、発生した場合には市民生活に甚大な被害が生
じることが想定されます。
　こうした自然災害から市民の命と暮らしを守るため、事前（予防・減災）・事中（応急対応）・事後（復旧・復
興）の各段階においてハード・ソフト両面の対策を着実に進めることが必要です。
　加えて、日常を脅かす火災への対応、複雑化する消費者トラブルや増加する特殊詐欺などの未然防止も課題となっ
ています。

住宅や建築物の耐震化を進め、倒壊による被
害を防止します

市民一人ひとりの自助意識を高め、災害への
備えを促進します

危機管理体制を強化し、災害関連情報を適時
適切に提供します

政策 施策
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05 （防犯） 01

02

03 安全で安心な消費生活ができるよう、消費者
の自立を支援します

犯罪等に強く、誰もが安全で安心して
暮らすことができるまちにします

関係団体等と連携し、地域防犯活動・犯罪被
害者等支援を推進します

交通安全思想の普及・浸透を図り、市民の交
通安全意識を高めていきます
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３　こども・子育て

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （子育て） 01

02

02 （子育ち） 01

02

03 （家族形成） 01

02

温かい地域社会に支えられ、日本一安心してこどもを産み育てるこ
とができ、こども・若者が健やかに育つまち

　社会が急激に変化する中、子育て環境やこども・若者を取り巻く環境も大きく変化しています。
　仕事と育児の両立困難、核家族化の進行や地域コミュニティの希薄化による子育てにおける孤立感、子育て費用の
増大、性別役割分業意識による生きづらさなど、若者世代や子育て世帯の悩みや不安は深刻です。
　さらに貧困家庭のこどもや、虐待を受けているこども、発達が気になるこどもなど、様々な困難を抱えるこどもも
増えています。
　このため、すべてのこどもが夢や希望を持って健やかに成長し、一人ひとりの若者が希望する人生設計を叶えら
れ、そして、保護者が不安なく子育てできるまちを実現していく必要があります。

【政策体系図】

子育て当事者の負担を軽減し、仕事と子育て
が両立できる環境を整備します子育てする誰もが、安心して子育てで

き、こどもが健やかに成長できるまち
にします

市民の声に寄り添い、静岡市で子育てしたく
なるような充実した子育て環境を整備します

すべてのこども・若者が家庭環境や障
がいの有無などに捉われず、成長でき
るまちにします

結婚したいと思う人の希望が実現できるよう
な体制づくりを行います

こどもを持ちたいと思う人の希望が実現でき
るような環境づくりを行います

すべてのこどもが、障害や発達状況の違いに
捉われず、健やかに育つことができるよう支
援します

「家族（家庭）を持ちたい」と思う一
人ひとりの希望が叶うまちにします

すべてのこどもが、家庭環境に左右されず、
健やかに育つことができるよう支援します

政策 施策
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４　教育・人づくり

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （学びの充実） 01

02

03

02 （教職員の専門性） 01

02

03

各校の教育課題に対し、専門スタッフも含め
た学校組織全体で協働し対応する仕組みを作
ります

【政策体系図】

こどもが主体となり、一人ひとりに合った学
習を進め学びに向かえるような学習環境を整
えます

新たな教育課題に対応する専門性向上のため
に自己研鑽できる研修体制や、自己のキャリ
アデザインを意識し、資質能力の向上を図る
ことができる仕組みを作ります

すべてのこどもの個性が周囲の大人や友達に
認められ、楽しんで登校できるよう、適切な
支援と共に学習環境を整えます

多様な学びと地域の教育力を基盤として、すべての人の可能性が広
がり、夢や希望が実現でき、心豊かに暮らすことができるまち

　これまでの教育や生涯学習に関する取組は、行政主体で「育成」や「支援」を行う視点が中心であり、教育面にお
いては、こども一人ひとりの多様性を認め合うことや、個々に合わせた学びが十分に実践できていないという課題が
あります。価値観や個性、家庭環境などが多様化する中、こども自身の興味・関心や得意・不得意に応じて、学びた
いことを自分に合ったやり方で学ぶことができる環境を充実させる必要があります。
　また、生涯学習面では、働き方や暮らし方などの多様化が進む社会においては、誰もが生涯にわたり、新たな知識
や技能を獲得しながら学び続けられる環境づくりが不可欠です。こうした環境の充実は、地域社会や経済を支える人
材の育成につながるとともに、一人ひとりの心の豊かさや幸福感を高めることにつながります。

学校に登校することが難しいこどもたちが安
心して過ごし、学び続けられる環境を整えま
す

こどもたちが、それぞれに最も適した
学びに取り組み、多様な仲間と関わり
ながら探究を深めることができるまち
にします

教職員が本来担うべき業務に専念し、
質の高い教育が提供できるまちにしま
す

教職員が安心して働くことができるよう、業
務負担につながる欠員を生まない仕組みづく
りや校務の改善を図ります

政策 施策
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03 （学びの環境づくり） 01

02

04 （生涯学習） 01

こどもたちが地域社会の中で、安心し
て成長していくことができるまちにし
ます

地域社会・経済を支える実学を重視したリカ
レント教育を提供します

こどもたちが地域の大人や諸機関、民間団体
と関わり合い、見守られながら成長できる仕
組みを充実させます

こどもたちが安全安心に成長できる施設環境
を整えます

誰もが、学びたいときに学びたいこと
を学び、その学びを社会で生かして成
長できるまちにします
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５　経済・産業

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （企業誘致・留置） 01

02

03

02 （スタートアップ） 01

02

03 （戦略産業） 01

04 （経営基盤強化） 01

地域の「稼ぐ力」が高く、魅力ある雇用があり、所得が高く、やり
たい仕事でいきいきと働くことができるまち

　静岡市は大学や専門学校などの学生数が多いことが強みです。しかし、企業用地やオフィスの供給不足のため、企
業の新規立地など産業の新陳代謝が停滞したことで、若年層への雇用創出が少なく、学生の市外流出が続いていま
す。
　地域の「稼ぐ力」を高めるためには、企業誘致やスタートアップ支援、共創によるイノベーション創出、海洋など
地域特性を活かした産業振興が欠かせません。労働力人口減少に対応し、多様な人材が働きやすい環境整備やDX推進
による効率化を図ることも必要です。
　また、社会経済の変化に伴う商業環境の変化に対応し、中心市街地「おまち」の価値をこれからの時代に対応した
形で高めるため、「職・住・福・商・学・遊」が近接するまちづくりを進めることが重要です。
　さらに、農業・水産業では担い手不足や高齢化が課題であり、有機農業や資源管理を進め、収益性を高める取組が
必要です。

【政策体系図】

農地として活用されない未利用・低利用農地
の集約等により、企業用地を創出します

スタートアップの「新たな知」と地域
社会の「大きな力」の共創により次々
と新たな価値の創造が進むまちにしま
す

若者に魅力ある仕事や働く場を創出するた
め、デジタル関連企業の誘致に取り組みます

企業立地の検討段階から、立地後のフォロー
までの一貫した支援を実施します

戦略産業が地域経済をけん引し、地域
の「稼ぐ力」が強化され、市民所得が
向上するまちにします

静岡市経済をけん引する戦略産業を重点的に
振興します

市内企業が環境変化に対応し、設備投
資や新たな挑戦を通じて、成長や収益
拡大することができるまちにします

市内企業の経営基盤や競争力の強化に向けた
取組を支援します

スタートアップが市内で活動・成長しやすい
環境整備を進めます

企業誘致・留置が促進され、地域の経
済的活力が高まり、新たな働く場を得
ることができるまちにします

スタートアップと行政、市内企業等との共創
による取組を促進します

政策 施策
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05 （人材確保・育成） 01

02

06 （商業） 01

02

07 （BX） 01

02

03

08 （水産業） 01

02

03

09 （農業） 01

02

03

04 マーケットニーズを捉えたお茶の販路開拓や
商品開発等を促進するとともに、国内外に静
岡市産のお茶を高付加価値で販売していく仕
組みを構築します

漁港施設の適切な管理等を行い、激甚化する
台風被害等に対応します

安全・安心な農産物が持続的に生産・
流通・販売される仕組みを構築し、農
業の稼ぐ力が高いまちにします

儲かる農業を実践するモデルケースを確立
し、新規就農者を安定的に確保・育成します

農地の集約化やスマート農業技術の活用など
により、農業の生産性を向上します

低・未利用資源を活用した循環型の有機農業
経営モデルを構築・普及するとともに、安
心・安全な農産物の流通・販売が最適に行わ
れる仕組みを構築します。

清水港周辺の土地利用の転換を推進し、新た
な価値を創出することで、地域全体の活性化
を促進します

海洋研究開発の研究基盤を整備するととも
に、研究フィールドを最大限活用し、新たな
産業創出を進めます

清水港周辺において海洋に関する先端研究開
発・人材育成・産業創出を進めます

中心市街地への多様な商業の集積と、
利便性の高い買い物環境の形成によ
り、市民が豊かな暮らしを実感できる
まちにします

世界中から最先端の知や人材が集積
し、新たな海洋関連ビジネスが生まれ
ることで、地域経済の活性化や暮らし
の豊かさが実感できるまちにします

海洋環境を把握し、漁獲を調整することで、
水産資源を適正に管理します

駿河湾の水産資源の強みを活かし、水産物の
高付加価値化を推進します

海洋環境の変化に適応し、水産業の稼
ぐ力が高いまちにします

地域経済を支える人材を確保するため、企業
の情報や魅力の発信と、多様な人材の就労
ニーズに対応した働きやすい環境整備を進め
ます

市全域で利便性の高い商業環境の形成に取り
組みます

企業における従業員育成と、働く個人のリス
キリングやキャリア形成を支援します

企業が必要な人材の確保と、リスキリ
ングにより、企業と個人が稼ぐ力を高
めることができるまちにします

まちの機能や魅力を一体的に高め、求心力の
ある中心市街地において商業の活性化に取り
組みます
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６　観光・スポーツ・文化

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （観光） 01

02

03

02 （スポーツ） 01

02

03

食、スポーツ、芸術、歴史など多様な文化で人々の心が豊かになる
まち、来訪者の増加を通じて地域経済が潤っているまち

　これまでも静岡市は、食、スポーツ、芸術、歴史等の多様な文化資源を活用したまちづくりを進め、観光振興、ス
ポーツ振興、文化芸術活動の支援、文化財の保存等に取り組んできました。
　しかし、これらの世界に誇れる文化資源を有しながらも、観光振興による地域経済活性化の視点が十分とは言え
ず、一人当たりの観光消費額や外国人旅行客数が少ない状況にあります。
　スポーツにおいては、これまでの健康増進の効果に加え、産業やビジネスによる地域活性化の効果を最大限活用す
る必要があります。
　文化芸術では、文化に触れる機会や文化を通した交流の場はあるものの、より気軽に参加する機会の充実が求めら
れています。
　また、文化財は、少子高齢化による担い手不足や文化財への関心の低下などにより保存・継承が困難となってお
り、文化財の劣化や滅失が進行しています。
　こうした課題を解決し、観光・スポーツ・文化を通じて、人々が心豊かになるようにするとともに、新たなビジネ
スの創出や市内への来訪者の増加により、地域経済を活性化することが求められます。

インバウンド客やコンベンション（会議・学
会等）を誘致するとともに、早朝・夜間の魅
力向上などにより、宿泊者数を増加させます

多様な来訪者が快適に過ごせる環境を整備
し、来訪者を増加させます

全市民がスポーツを親しむための環境を整え
ます

【政策体系図】

静岡市ならではの魅力を堪能できる食や体験
などを充実させることで観光消費を増加させ
ます

市内の観光消費が拡大することによっ
て所得の増加や魅力ある雇用が生み出
されているまちにします

スポーツを通じて、市民の健康を増進
するとともに地域経済を活性化するま
ちにします

地域経済を活性化するため、スポーツ資源を
有効活用し、スポーツを成長産業化します

清水庵原地区を中心にユニバーサルスポーツ
の聖地化を進め、その取り組みを市内全体に
広げます

政策 施策
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03 （文化活動） 01

04 （歴史文化） 01

02 文化財や文化財を紹介する施設を歴史文化の
魅力を伝え楽しむ場として活用します

気軽に文化を体験する機会や自らが活動でき
る機会を充実させます

市民が身近な文化財に親しみ、歴史文
化が市民の財産として未来へ継承され
るまちにします

多彩な文化に触れ、体験し、文化を身
近に感じて関わることができるまちに
します

地域で継承されてきた歴史文化を地域総がか
りで守ります
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７　都市・社会基盤

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （まちづくり） 01

02

03

04

02 （交通） 01

03 （防災・減災） 01

地域特性を活かしたまちづくりにより新たな
価値を創出し、地域全体の活性化を目指しま
す

円滑な移動ができる環境を整え、経済活動や
観光振興を活発にします

<事前防災>社会基盤が整備された自然
災害に強いまちにします

地域社会も担い手に加わることで公共
交通サービスがさらに充実し、誰もが
安全快適で気軽に移動できるまちにし
ます

多様な交流と投資を呼び込む活力ある
「まち」を形成し、その成果が市民生
活の豊かさや未来への希望につながる
まちにします

被害の最小化と早期の復旧・復興が可能とな
る社会基盤を整備します

市街地も山間部も移動しやすく暮らしやすい
交通システムを構築します

都市基盤と多様な都市サービスが連動し、誰もが住みやすく、移動
しやすく、居心地の良い空間が備わったまち

　静岡市では、地域の経済的活力を高めるために必要な土地利用に関する規制緩和の取組が十分に行われてきません
でした。このため、耕作放棄地などの未利用・低利用地が多くの地域で点在する状況となっています。また、都心部
では建物の老朽化や空き店舗の増加が進み、まちの魅力が低下する一因となっています。
　さらに、人口減少に伴い空き家が増加しており、今後も増加が見込まれます。静岡市は周辺市町と比べ、家賃や土
地価格が高いため、若い世代の住まい確保が難しく、定住の課題となっています。また、移動需要の減少に加え、生
産年齢人口の減少に伴う担い手不足により、路線バスなど中量輸送を担う公共交通の維持が困難となっています。持
続可能性と利便性を両立させた、新たな地域公共交通体系の構築が急務です。
　防災面では、南海トラフ地震や激甚化・頻発化する自然災害へ対応するため、道路・河川・上下水道などの社会基
盤整備と災害時の情報収集・提供や応急対応資機材の備えなどの体制強化が課題となっています。公共インフラの老
朽化による維持管理コストの増大も大きな課題となっています。

【政策体系図】

地域のニーズに応じた土地利用の再設計を進
めることで、低利用地を効率的・効果的に活
用します

まちなかの再設計により、歩行者中心の空間
を創出し、居心地よく歩きたくなるまちにし
ます

政策 施策
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04 （都市基盤健全化） 01

02

05 （供給力の維持） 01

06 （生活環境） 01

02

03

04

07 （移住・定住） 01

公民共創による花やみどりの創出、身近な自
然の保全・活用や公園の再整備等の取組によ
り魅力的な公園づくりを目指します

都市施設やインフラが健全な状態にあ
り、市民が安全かつ安心して利用でき
るまちにします

土木インフラを健全な状態に維持し、将来に
渡って利用できるようにメンテナンスします

多様な世代が安心して住み続けられるよう、
市営住宅の適正な配置と管理をします

ICTなどを活用したインフラDXの推進などに
より、建設産業の供給力を維持します建設産業の供給力を維持し、市民生活

を支える都市基盤を将来にわたり提供
できるまちにします

多様な世代が都心部や中山間地域を含め、多
様な暮らし方を選択できるよう空き家等の活
用を推進します

景観の形成や維持・保全により、魅力的で居
心地の良い空間を創出します

移住やUターンを促進するため、静岡市に住
みたくなるような情報発信や、移住希望者の
住宅の確保や不安の解消といった、移住実現
のための支援に取り組みます

生活道路網や環境衛生等の身近な生活インフ
ラの「きめ細やかな改善とサービス水準」を
維持します

静岡市への移住・定住が進み、継続的
に転入者が転出者を上回るまちにしま
す

暮らしに関する多様なニーズが満たさ
れ、誰もが安心して快適に暮らせるま
ちにします
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８　環境・森林

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （脱炭素社会） 01

02

02 （循環型社会） 01

02

03 （自然共生社会） 01

02

04 （森林） 01

02 （循環林）林業施業を継続するエリアにあっ
ては施業の集約化、林業機械購入の補助、オ
クシズ材使用や森林認証取得の支援を行い、
林業経営を維持します

森林の公益的機能を最大限に発揮し、
豊かな森林の恵みを享受できるまちに
します

ごみを減らし、リサイクルすること
で、地球の資源を大切に使い、環境負
荷の少ないまちにします

住宅・建築物の省エネ化や再エネ設備の導入
支援のほか、企業等と連携した新たなサービ
スの提供等により社会全体の行動変容を促進
します

企業の環境問題の解決に資する新規事業の立
上げ支援や需要側と供給側の企業間の橋渡し
を通じて、グリーン産業分野への参入を促進
します

エネルギー消費を抑えつつ再生可能エ
ネルギーを導入・活用し、暮らしの快
適さと地域経済の活性化を両立できる
まちにします

ごみの減量化を推進するとともに、プラス
チック資源のリサイクル体制を構築します

自然と人との関わりを大事にし、自然
の価値や地域の文化を次世代に引き継
ぐことができるまちにします

（環境林）林業施業が困難なエリアの現況を
把握し、森林経営管理制度を活用した経営管
理を行うとともに、クレジットによる新たな
価値を創出し、森林を保全・再生します

人が自然と共に生き、地域の暮らしや文化を守りながら魅力を育
み、脱炭素社会の実現と経済の活性化が両立した持続可能なまち

　温暖化による災害の激甚化が進む中、2050年カーボンニュートラルは、従来型の取組では達成できません。カーボ
ンニュートラルの実現には、徹底した省エネや再生可能エネルギーの普及、資源循環を革新的技術で加速することで
環境と経済の両立を図るグリーントランスフォーメーションが不可欠です。
　また、人口減少が進む中山間地「オクシズ」では、自然と共生する暮らしや文化が残る一方、担い手不足や高齢化
による地域の活力低下が課題です。自然や文化などの地域資源が「オクシズの魅力」として広く認知され、地域資源
を活かした暮らしを守りながら、人が集まる仕組みづくりが必要です。
　さらに、市域の約76％を占める森林では荒廃が進み、災害リスクの増大に加え、生態系の劣化、水源涵養機能の低
下、土壌流出、地域経済や景観への悪影響など、複数の問題が相互に関連し、深刻化するおそれがあります。木材供
給に加え、山地災害防止や水源涵養など公益的機能を重視した管理が求められます。

市民から排出される廃棄物の収集から最終処
分まで安定的かつ効率的な廃棄物処理体制を
確保します

豊かな自然環境と地域資源の魅力に共感して
集まる人々とともに、その地域らしい暮らし
を支える仕組みを作ります

【政策体系図】

自然と触れ合う機会を創出し、保全活動の輪
を広げます

政策 施策
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９　行政経営

【目指すべき未来像】

【現状と課題】

01 （社会共有資産） 01

02

03

02 （行政DX） 01

02

03

未利用の市有資産（土地・建物）の売却や貸
付による収益化など、市有資産の活用により
財源を創出します

社会全体の便益を最大化するため、公共資産
だけでなく民間資産も含めた社会共有資産を
利活用します

社会共有資産が活用され、市民の経済
的利益や利便性が向上するまちにしま
す

【政策体系図】

公共施設の配置を見直し、社会的需要に対す
る公共施設の供給量を適正化します

DXや業務改善が進み、市民がより便利
で質の高い行政サービスを受けられる
まちにします

行政手続きのオンライン化などを進めること
で、市民サービスを改革し、デジタルの恩恵
が実感できる市民生活を提供します

仕事の効率化と執行体制の最適化により、社会課題の解決力が高
く、行政効率の良い市政運営が行われており、社会の力が活用さ
れ、市民が安定的に質の高い行政サービスが受けられるまち

　人口減少社会においては、これまで以上に地域行政の力が問われています。他の政令市よりも人口減少が著しい状
況にある静岡市では、生産年齢人口・税収の縮小が行政経営に深刻な影響を与えることが予想されることから、より
一層高度な行政経営を進めていく必要があります。
　これまでの市政運営においては、社会全体の力を経営資源とし、社会全体の便益を最大化するための取組が十分に
進んでいません。民有の土地や建物も「社会共有資産」に含めて捉え、有効活用していくことが必要です。
　また、組織・人員、情報といった市の経営資源の効率的かつ効果的な活用も課題です。市民サービス向上と職員負
担軽減に向けた業務の見直しは十分とは言えず、複雑化する行政課題に対応するための組織体制と人材育成も課題と
なっています。
　さらに、人口減少により中長期的に税収規模が縮小していく中、歳入を増やすための取組が十分に進んでいませ
ん。

業務プロセスを見直し、生成AI等のデジタル
技術を活用して仕事の時間を削減し、新たな
サービスを生み出します

急速に進化するサイバー攻撃の脅威から市民
の情報資産を守ります

政策 施策
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03 （執行体制） 01

02

03

04 （財政運営） 01 事業の重点化、財源の確保などにより、健全
な財政運営を行います健全な財政運営が保たれ、市民が将来

にわたって必要な行政サービスを受け
られるまちにします

高い「政策執行力」を備えた人材を育成しま
す

市民に寄り添う広聴活動と市民目線に立った
広報活動を進めます

職員の新しい働き方と組織改革を進めます
効率的かつ効果的な執行体制が整い、
市民が満足度の高い行政サービスを受
けられるまちにします
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第２ 静岡市の魅力を活かしたまちづくり 

 
「安心な暮らし」と「幸せの実感」のためには、静岡市の魅力を活かしたまちづくりが必

要です。そのためには、内外の人々が「一緒にそのようなまちを実現したい」と共感できる

ような未来を描き、行政・市民・企業などの多様な主体による共働・共創を推進することが

欠かせません。そして、このようなまちづくりは、地域の稼ぐ力の向上にもつながっていき

ます。 

 

（１）都市拠点（静岡都心、清水都心、東静岡・草薙地区） 

商業・行政・文化・交流・レクリエーションといった都市機能と人口が集積し、市民

の多様な活動を支える拠点です。市外からの人の流入を促進し、地域全体に波及させま

す。 

 

①静岡都心 

静岡都心では、「職・住・福・商・学・遊」が近接したまちづくりを行い、商業の場だ

けでなく、「おまち」の中で暮らしながら、仕事も買い物も、子育てもできるようなエリ

アに転換し、若者を中心に多くの人を集め、その効果を市全域に波及させていくことが

重要です。 

そのため、ＪＲ静岡駅南口駅前広場や青葉緑地などといった公共空間の再編を通じて、

誰もが居心地よく過ごせる交流の場を創出するとともに、駅とまちのつながりの強化や、

歩行者中心の空間整備によって回遊性を高め、歩いて楽しめるまちづくりを行っていき

ます。 

そして、このようなまちの魅力を高める取組を進めるとともに、空き店舗の利活用や、

再開発等による老朽建築物の更新を促進し、オフィスや住宅、学びの場や遊びの場など

を創出していきます。 

 

②清水都心 

清水都心では、清水庁舎の移転や、ＪＲ清水駅東口の ENEOS 社所有の土地利活用など、

これまでにない大変化の時期を迎えています。そのため、過去の延長でのまちづくりで

はなく、30～50 年先まで持続可能なまちづくりのために、新しい科学技術と美しいもの

への感動、すなわち「知」と「美」を融合させた未来都市を目指していきます。 

未来都市の実現に向けて特に重要となるのは、清水製油所跡地の活用です。ここには

経済活性化の基軸になるまちづくり中核施設の整備や、相乗効果を生み出す商業施設、

公園、子ども向け施設などの整備を、民間投資を前提として行っていきます。  

これに加えて、ＪＲ清水駅西口商業区域や清水港の各エリアと、次世代型交通の実現

も含めて連携し、回遊性を高めることで、静岡市の地域経済の活性化につなげていきま

す。 
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一方で、ＪＲ清水駅周辺は、巨大地震の際に津波被害が懸念されるエリアでもありま

す。そのため、地震や津波等の災害が発生しても安心感を持てる基盤整備やエネルギー

供給が必要です。特にＪＲ清水駅東口に移転予定の清水庁舎は、耐震性能・対津波性能・

業務継続性能を十分に備えるとともに、津波発生時の緊急避難機能をあわせ持った地域

の防災拠点にしていきます。 

 

③東静岡・草薙地区 

東静岡地区では、最先端の文化やスポーツを通じた新たな交流や滞在の創出と、快適

で安心して住み続けられる住環境の両立を目指し、非日常と日常が融合した新時代のま

ちづくりを進めていきます。 

ＪＲ東静岡駅北口のアリーナや南口の新県立中央図書館と、まちで提供されるサービ

スや活動を連携させることで、文化・スポーツ・エンターテインメントの体験といった

新たな価値を生み出します。さらに、こうした価値を活かし、商業施設やホテルを含む

魅力的な都市空間を形成するとともに、ペデストリアンデッキの整備や次世代モビリテ

ィ等の導入により、誰もが移動しやすく住みやすいまちづくりを進めていきます。 

草薙地区では、JR 草薙駅周辺において、大学生が多いという強みを活かし、学びや創

造を通じた活動や交流を広げ、こどもからお年寄りまで多世代にとって居心地が良いま

ちづくりを進めます。南口周辺の道路空間の再整備や北口の新幹線高架下の活用などに

より、滞留や活動の場づくりを公民連携で進め、行政は地域住民や関係者の自発的な思

いを下支えすることで、地域の魅力向上を目指していきます。 

 

◆主な取組 

分野名 政策 施策 取組名 

都市・社会基盤 01 02 静岡駅南口駅前広場の再整備 

都市・社会基盤 01 02 
まちなかウォーカブルの推進（青葉緑地再

編） 

防災・消防・防犯 

都市・社会基盤 

01 

03 

01 

01 
清水庁舎の整備 

都市・社会基盤 01 02 JR 清水駅東口地区土地利活用の推進 

都市・社会基盤 01 02 アリーナの整備 

都市・社会基盤 01 03 東静岡地区まちづくりの推進 

都市・社会基盤 01 03 市道草薙駅通３号線の整備 
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（２）産業・交流拠点（宮川・水上地区、南沼上・麻機地区（中央卸売市場周辺）、貝島地区、

庵原地区） 

広域からの来訪が期待でき、静岡市の魅力を発信する新たな産業・交流の中核となる

拠点です。ブルーエコノミーやユニバーサルスポーツといった先進的な取組を展開し、

市全域の発展と経済効果の創出につなげます。 

 

①宮川・水上地区 

日本平久能山スマートＩＣに直結する利便性を備えた、総面積約 47ha を有する広大で

平坦な土地であり、平地が少ない静岡市にとって新たに活用できる希少な場所です。 

この特性を最大限に活かし、多くの企業が魅力を感じ、若い世代にとって魅力的な雇

用を生み出せる地区としていくため、商業、食と農、スポーツ、エンターテインメント

などの要素を取り入れ、広域からの集客を実現する拠点として整備を進めていきます。 

この地区に広域から来訪する人々を、中心市街地や周辺観光地へと回遊させることで、

市全域の商業・観光・産業に経済効果を波及させていきます。 

 

②南沼上・麻機地区（中央卸売市場周辺） 

新静岡ＩＣや国道 1 号静清バイパスに近接し、交通利便性に優れ、広域からの集荷や

市内各地への配送にも適したこの地区には、中央卸売市場が立地しています。中央卸売

市場は、老朽化しており、新設が必要です。 

一方、市内の農業、物流、市場、学校給食などの食関連分野は、長年にわたり個別に

運営されてきたため、全体として最適な供給体制が十分に構築されていません。 

そこで、中央卸売市場新設の機を活かして、食に関わる集荷、加工、配送を一体的に

支える中核拠点として再整備し、効率的で安定した、安全・安心な食の供給を実現して

いきます。 

あわせて、中央卸売市場の広大な敷地を活用しつつ、周辺への企業誘致を促進するこ

とで、市場・物流・加工の各機能が連携した複合的な拠点を形成し、広域的な食料供給

を支える中核地域として発展させていきます。 

 

③貝島・折戸地区 

波が静かな三保内浜では、市街地からほど近い場所で富士山や泳ぐイルカの群れを眺

めることができ、都会的な風景と自然の風景が共存する、全国的にも珍しい景観を楽し

めます。 

貝島地区では、早期に土地造成を進め、国際海洋研究・開発拠点として関連施設の集

積を進めていきます。研究やビジネス向けのＭＩＣＥ機能も備え、活発な研究や技術開

発のビジネスの場とするとともに、マリンリゾート機能も併設し、富士山と海の絶景を

活かした滞在も可能にしていきます。 

また、折戸湾では、研究や技術開発のための実証実験が可能な環境整備を進めるとと
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もに、水質改善による海洋資源の再生を目指す取組を進めます。 

これらの地区に世界的な研究機関や企業などを集積することにより、海洋生態の健全

性を維持しながら、経済成長、生活の質の向上、雇用創出のために海洋資源を持続的に

利用する「ブルーエコノミー」の発展を目指していきます。 

 

④庵原地区 

清水ＩＣや清水いはらＩＣに近接し、優れたアクセス性を備えた地域です。さらに、

清水ナショナルトレーニングセンターやＩＡＩパラスポーツパークなど、スポーツ関連

施設が集積しているという強みがあります。 

このポテンシャルを活かし、庵原地区を年齢、性別、障がいの有無、国籍、競技レベ

ルなどにかかわらず、その場にいる誰もがスポーツを一緒に楽しめる「ユニバーサルス

ポーツの聖地」とすることで、スポーツを通じた共生社会の実現を目指します。また、

市内外からの来訪を促進し、地域経済・観光への波及効果を最大化していきます。 

加えて、この地区に点在する未利用・低利用地を集約し、土地の有効活用を進めるこ

とで、さらなる経済効果を創出します。 

 

◆主な取組 

分野名 政策 施策 取組名 

都市・社会基盤 01 03 宮川・水上土地区画整理事業の実施 

経済・産業 03 01 静岡型食と農システムの推進 

経済・産業 07 01 貝島地区の基盤整備 

経済・産業 07 01 駿河湾 BX テストベッドエリアの整備 

観光・スポーツ・文化 02 03 清水庵原球場における屋内運動場の整備 

観光・スポーツ・文化 02 03 
清水ナショナルトレーニングセンター周辺

測量の実施 

観光・スポーツ・文化 02 03 
清水ナショナルトレーニングセンター運営

見直しに向けた調査等の実施 

 

 

（３）観光拠点（日本平・久能・三保・用宗、東海道「二峠八宿」） 

静岡市固有の観光資源を活かし、海道と街道それぞれの魅力を最大限に引き出すこと

で、多くの来訪者を呼び込む拠点です。観光により地域の稼ぐ力を高め、市域全体の経

済活性化につなげます。観光拠点の形成にあたっては、静岡市域にとどまらず、地域連

携ＤＭＯや静岡県中部地域の市町と連携し、広域的な取組を進めていきます。 
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①日本平・久能・三保・用宗 

静岡市は、東は蒲原から西は用宗まで駿河湾に面し、美しい海岸風景と富士山の眺望

が人々をひきつける海沿いの道「海道」を形成しています。この「海道」は、様々な観

光施設や、サクラエビやシラスなどの「しずまえ」の食の魅力を楽しめる場が連なり、

訪れる人々が巡って楽しめる観光回廊となっています。 

中でも、日本平・久能・三保・用宗には、国宝・久能山東照宮、日本平夢テラス、世

界文化遺産富士山の構成資産である三保松原など、歴史・文化・景観に優れた観光資源

が集積しており、これらを個別の資源としてだけでなく一体的に捉えることで、国内外

から多くの来訪者を呼び込む力を持つ観光地域として発展させることができます。 

こうした広がりのある魅力を最大限に生かすためには、地元、事業者、行政が連携し、

海道を軸とした観光回廊全体の魅力を高める観光地域づくりを進めることが重要です。

特に、日本平山頂付近では飲食・宿泊・体験といった機能を充実させ、久能地区では国

宝への参道にふさわしい門前通りとしての整備を進めます。さらに、歩行環境や景観の

質、回遊性の向上にも取り組み、訪れる人々が快適に滞在できる観光地域を形成してい

きます。 

 

②東海道「二峠八宿」 

東海道は江戸と京・大阪を結ぶ主要街道で、歌川広重の浮世絵で知られる「東海道五

十三次」と、大阪まで続く「東海道五十七次」が存在します。宿場町は当時の旅人の憩

いの場として、また人々の往来を通じて文化や経済の中心を担ってきました。 

静岡市は、東海道五十七次のうち蒲原、由比、興津、江尻、府中、丸子の六つの宿と、

薩埵峠、宇津ノ谷峠の二つの峠を有し、藤枝市の二宿（岡部宿、藤枝宿）を含めた東海

道「二峠八宿」には歴史的建造物や絶景、特産品などが点在し、街道を歩けば地域の歴

史や文化、人との交流を楽しめます。 

静岡市が事務局となり、東海道五十七次の沿線自治体と連携して、広域的な情報発信

を強化し、 「東海道」という大きな観光資源を活かして、誘客と周遊促進を進めていき

ます。 

 

◆主な取組 

分野名 政策 施策 取組名 

観光・スポーツ・文化 01 01 日本平公園の整備 

観光・スポーツ・文化 01 01 東海道 57 次街道観光の推進 

観光・スポーツ・文化 01 03 久能山下の再整備（市営駐車場の整備） 
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（４）中山間地域（オクシズ） 

「オクシズ」は、静岡市内の中山間地域を総称する呼び名です。豊かな自然と美しい

景観に恵まれ、歴史ある風習や祭事が今も息づき、わさびや茶など地域特性を生かした

農林産物や在来作物が育まれています。 

「オクシズ」を単なる呼称にとどめず、自然域共生主義による地域づくりの地として

住みたい、訪れたいと感じられる地域にします。自然域共生主義とは、自然と人間の相

互関係を大切にし、土地の特性や自然の持続性を損なわない生活様式を再構築していこ

うという考え方です。 

そのために、オクシズの各地区における人と自然との関わり、歴史や産品などの多様

な地域資源を社会に提示し、その価値を見える化することで、オクシズ全体があたかも

博物館のように感じられる地域としていきます。 

これにより、オクシズの魅力を高め、地域に暮らす人には更なる誇りを持てるように

するとともに、オクシズを、自然域共生主義の暮らしを送りたいと考える人に定住の地

として選ばれる地域としていきます。 

 

◆主な取組 

分野名 政策 施策 取組名 

環境・森林 03 02 清水森林公園の再整備 

環境・森林 03 02 梅ケ島ワイン生産地化計画の推進 

環境・森林 03 02 オクシズ各地域ビジョンの策定 

環境・森林 04 01 環境林の適正な森林整備の実施 
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１ 今後の財政見通し 

今後の財政見通しは、2026 年度当初予算を基準に、後年度の財政収支（歳入・歳

出）を、国の経済見通しや５次総実施計画等を基に、一定の条件により推計したも

ので、毎年度当初予算編成時に見直しを行っています。 

 

歳出区分のうちの投資的経費には、５次総で実施していく普通建設事業の経費が

含まれています。 

 

 試算方法については、次のとおりです。 

 

（１）試算のポイント（主な変更点） 

①  期間 

   ・５次総策定にあわせて、より中長期的な視点で持続可能な財政運営を行うため、試算期 

間を８年から 10 年に延伸。 

② 歳入予算 

   ・市税収入について、これまでは経済成長率を基に機械的に算出してきたが、５次総実施 

計画の投資支出による効果として、個別事業について直接的な税収等の増を推計。 

③ 歳出予算 

   ・人件費について、直近の給与の引き上げ状況を踏まえ、内閣府試算の「賃金上昇率」を

参考に今後の給与改定を推計。一方、今後の静岡市の人口減少予測を踏まえ、2027 年

度以降職員数の減少を見込んで推計。 

   ・経常的な物件費、維持補修費について、内閣府試算の「消費者物価上昇率」を参考に物 

価上昇を加味して推計。 

 

（２）試算の前提条件 

①  期間及び対象 

2026 年度から 2035 年度までの一般会計予算 

②  経済成長率 

   「中長期の経済財政に関する試算」（2026 年１月内閣府）における 

名目ＧＤＰ成長率 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 

３．４％ １．６％ １．２％ １．２％ 

2030 年度 2031 年度 2032 年度 2033 年度 

１．２％ １．２％ １．２％ １．２％ 

2034 年度 2035 年度 

１．１％ １．１％ 
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（３）試算方法 

区   分 考え方 

歳 

 

 

 

入 

市 税 

 

（市民税、軽自動車税、たばこ税、事業所税） 

・名目経済成長率×弾性値（１．２）×人口減少補正率※１ 

＋税制改正等影響分※２＋投資支出による効果※３ 

※１ 個人市民税と軽自動車税のみ 2050 年度の目標人口 55 万人を踏まえ設定 

※２ 給与所得控除額や住宅ローン控除、たばこ税の税率（国税）の見直し 

※３ アリーナ、（仮称）海洋・地球総合ミュージアム整備、企業立地促進による 

市民税等の直接的な増を計上（民間投資の誘発による市税収入の増は含まない） 

（固定資産税・都市計画税） 

・評価替や税制改正、人口減少、投資支出による効果を加味して個別に推計 

地方譲与税・ 

県税交付金等 

 

・名目経済成長率×弾性値（１．２）×過去５年平均増減率※１ 

＋投資支出による効果※２ 

※１ 一部の地方譲与税及び県税交付金 

※２ 市税※３と同様に、地方消費税交付金等の直接的な増を計上 

地方交付税 

 

・現行制度を前提に推計。基準財政収入額は、市税等の増減に連動 

・基準財政需要額は、扶助費の増加に伴う社会保障費の伸びや、臨時財政対策債・

災害復旧事業債の元利償還額等を考慮して推計 

・臨時財政対策債の振替は見込まない 

国・県支出金 ・歳出推計額に連動 

市 債 ・歳出推計額に連動 

その他の歳入 ・2026 年度当初予算に特殊要因を加味して推計、財政調整基金繰入金は除く 

・退職手当繰入金は、定年年齢の引上げに伴う、61 歳以上の退職者数に基づき推計 

歳 

 

 

 

出 

人件費 （給与）  行政職：第３次職員適正配置計画（～2026 年度）に基づき職員数を推計 

          2027 年度以降は人口減少等を踏まえ職員数を減少して推計 

教育職：今後の児童生徒見込数を基に職員数を減少して推計 

今後の給与改定について、内閣府試算の賃金上昇率を参考に推計 

（退職手当）定年年齢の引上げを加味した退職者数に基づき推計 

扶助費 ・これまでの推移等を踏まえて個別に推計 

公債費 ・既発行分は積上げ、新規発行分は 2026 年度予算の見込を基準に推計 

・借入利率について、10年債 3.2％、５年債 2.1％で推計。 

投資的経費 ・2026 年度から 30 年度まで ５次総実施計画を踏まえて推計 

・2031 年度以降       アリーナ整備、清水庁舎整備等を除いた、 

2026 年度から 2030 年度の投資的経費平均額 

その他の経費 ・2026 年度当初予算に特殊要因を加味して推計 

・退職手当積立金は、定年年齢引上げに伴う、61歳以上の退職者数に基づき推計 

・他会計繰出金は、個別に推計 

・物価高騰を踏まえ、経常的な物件費、維持補修費について内閣府試算の消費者 

物価上昇率を参考に推計 
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（４）試算結果

1,477 1,489 1,525 1,542 1,553 1,560 1,576 1,593 1,603 1,620 1,635

352 376 372 376 380 377 389 402 400 405 410

400 415 385 381 391 401 406 404 416 408 411

2,229 2,280 2,282 2,299 2,324 2,338 2,371 2,399 2,419 2,433 2,456

1,111 1,012 1,099 1,102 1,114 1,128 1,090 1,095 1,109 1,121 1,133

410 327 479 405 486 367 292 292 292 292 292

457 369 357 362 378 380 358 382 385 380 371

うち退職手当繰入金 4 25 8 30 13 30 14 30 29 29 30

うち上記以外の歳入 453 344 349 332 365 350 344 352 356 351 341

4,207 3,988 4,217 4,168 4,302 4,213 4,111 4,168 4,205 4,226 4,252

うち投資支出による一般財源の増 - - 4 6 7 8 17 19 20 22 23

810 837 838 868 853 878 865 887 886 886 890

うち給与 780 788 808 817 820 828 832 837 837 839 842

うち退職手当
（現年退職者支払分）

26 24 22 21 20 20 19 20 20 18 18

うち退職手当
（61歳以上退職者繰出分）

4 25 8 30 13 30 14 30 29 29 30

986 993 1,019 1,046 1,073 1,100 1,115 1,128 1,148 1,166 1,184

363 376 368 379 390 400 411 421 434 423 418

うち臨時財政対策債分 102 104 108 111 114 118 120 122 123 124 123

665 543 811 687 800 626 521 521 521 521 521

うち普通建設事業 607 485 753 629 742 568 463 463 463 463 463

うち災害復旧事業 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

1,383 1,286 1,254 1,254 1,253 1,270 1,272 1,289 1,281 1,280 1,294

a うち他会計繰出金 334 350 353 355 358 359 366 371 375 376 380

b うち退職手当基金積立 27 26 33 33 31 29 31 36 18 11 10

c うち上記（a.b）以外の歳出 1,022 910 868 866 864 882 875 882 888 893 904

4,207 4,035 4,290 4,234 4,369 4,274 4,184 4,246 4,270 4,276 4,307

0 △ 47 △ 73 △ 66 △ 67 △ 61 △ 73 △ 78 △ 65 △ 50 △ 55

- 47

482 480 430 399 358 329 318 299 276 257 248

122 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

2,777 2,848 3,093 3,270 3,532 3,681 3,757 3,832 3,901 3,988 4,087

4,534 4,512 4,662 4,745 4,914 4,969 4,953 4,938 4,918 4,916 4,928

※満期一括償還方式で発行した市債の償還のための積立金は、償還したものとして残高から差し引く（理論残高）

93.2% 93.6% 94.2% 95.8% 95.6% 97.6% 97.2% 98.0% 98.4% 97.9% 97.8%

5.3% 5.0% 5.2% 5.6% 6.0% 6.5% 7.1% 7.5% 8.1% 8.4% 8.6%

(単位：億円）

2035

歳入歳出差引（A-B)
※当初予算編成時点

国・県支出金

市　　　債

その他の歳入

2026
当初予算

2027 2028 2029

基金充当額

2033 2034

年度末市債残高見込額（※）

歳

入

市　　　税

地方譲与税・県税交付金等

地方交付税

一般財源　小計

2030 20322031

歳入合計（A)

区　　　分 2025
2月補正後

実質公債費比率

経常収支比率

（臨時財政対策債込み）

基金年度末残高見込額

（うち財政調整基金）

※2025年度は２月補正予算編成時点の計数、2026年度は当初予算編成時点の計数を記載しています。
※当初予算編成時点で生じた各年度の歳入歳出差引のマイナスは、財政調整基金の取崩等により解消します。
　なお、財政調整基金については毎年度の予算執行で生じた剰余金等を積立、取崩回避の財源として活用することにより、
　基金残高を回復させます。

歳

出

人　件　費

扶　助　費

公　債　費

投資的経費

その他の経費

歳出合計（B)
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○ 歳入の見通し

・

【歳入の推移】

歳入総額は、国・県支出金及び市債が歳出の投資的経費に連動して増減することに伴
い、年度ごとに増減する見込です。
また、一般財源総額は、市税、地方譲与税・県税交付金等について、人口減少の影響は
あるものの、名目経済成長率の伸びや、投資支出の効果等により緩やかに増加すると見
込んでいます。

1,477 1,489 1,525 1,542 1,553 1,560 1,576 1,593 1,603 1,620 1,635

352 376 372 376 380 377 389 402 400 405 410

400 415 385 381 391 401 406 404 416 408 411

1,111 1,012
1,099 1,102 1,114 1,128 1,090 1,095 1,109 1,121

1,133

410
327

479 405
487 367 292 292 292 292 292

457

369

357
362

378
380

358 382 385 380 371

4,207

3,988

4,217
4,168

4,303
4,213

4,111
4,168 4,205 4,226 4,252

2,229
2,280 2,282 2,299 2,324 2,338 2,371 2,399 2,419 2,433 2,456

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

その他の歳入

市債

国・県支出金

地方交付税

地方譲与税・

県税交付金等

市税

一般財源総額

単位：億円

年度

２月補正後

予算

当初

予算
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○今後10年間の歳入の増減見込み
（2026年度当初予算と比較した各年度の増減見込み）

市税 地方譲与税・県税交付金等

+36

+53
+64 +71

+87
+104

+114 +131
+146

+0

+40

+80

+120

+160

+200

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

△ 4
+0

+4

+1

+13

+26

+24
+29 +34

△ 20

△ 10

+0

+10

+20

+30

+40

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

△ 30
△ 34

△ 24

△ 14
△ 9 △ 11

+1

△ 7

△ 4

△ 40

△ 20

+0

+20

+40

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

+87 +90
+102

+116

+78 +83
+97

+109

+121

+0

+40

+80

+120

+160

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

+152

+78

+159

+40

△ 35△ 35 △ 35 △ 35△ 35
△ 100

+0

+100

+200

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

+4 +6 +7
+8

+17

+19 +20
+22

+23

+0

+10

+20

+30

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

名目経済成長率の伸びや、投資支出の効果により、

全体的に増加すると見込んでいます。

2026年度に臨時費目である臨時財政対策債償還基

金費（仮称）が創設されることから普通交付税が

大幅に増加する反動で、2027年度は減少すると見

込んでいます。2028年度以降は扶助費の増加等に

より増加すると見込んでいます。

2027年度、2029年度は、投資的経費に連動して一

時的に増加すると見込んでいます。

2031年度以降は、投資的経費と連動して横ばいで

推移します。

2027年度以降、投資的経費と扶助費に連動して増

加すると見込んでいます。

2031年度は投資的経費に連動して減少しています。

（単位：億円）
（単位：億円）

（単位：億円） （単位：億円）

（単位：億円）

2027年度は、暫定税率の廃止が影響し、一時的に

減少します。2028年度以降は、名目経済成長率の

伸びや、投資支出の効果により、緩やかに増加す

ると見込んでいます。

（参考）投資支出による一般財源増

【見通しの推計に反映した内容】

・人口減少率の改善による税収増

税収見込を静岡市独自推計人口（2050年度49.2万

人）による推計から、５次総で設定する目標人口

（2050年度55万人）に置き換え、人口減少を抑えた

姿で推計しています。

・直接利益を生むことが期待できる事業の税収増

企業立地補助金（2033年度予算５億円から追加し

た額）、アリーナ整備、（仮称）海洋・地球総合

ミュージアム整備について、産業連関表を用いて、

税収増を推計しました。

※民間投資の誘発効果は見込んでいません。

・上記税収増に伴う普通交付税の減と、人口減少を

抑えることに伴う普通交付税（測定単位を人口とす

る項目の需要）の増をあわせて推計しています。

（単位：億円）

国・県支出金

市債

地方交付税
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○ 歳出の見通し

・

　　

　　【歳出の推移】

歳出総額は、2027年度以降も、人件費や扶助費、公債費等の増により、4,000億円を上回る規模
で推移する見込です。

810 837 838 868 853 878 865 887 886 886 890

986 993 1,019 1,046 1,073 1,100 1,115 1,128 1,148 1,166 1,184

363 376 368
379 390

400 411 421 434 423 418

665 543

811 687
800 626 521 521 521 521 521

1,383

1,286

1,254
1,254

1,253
1,270

1,272
1,289 1,281 1,280 1,294

4,207

4,035

4,290
4,234

4,369
4,274

4,184
4,246 4,270 4,276 4,307

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

その他の経費

投資的経費

公債費

扶助費

人件費

単位：億円

年度
２月補正後

予算

当初

予算
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○今後10年間の歳出の増減見込み

（2026年度当初予算と比較した各年度の増減見込み）

人件費 扶助費

+1

+31

+16

+41

+28

+50
+49 +49 +53

△ 40

+0

+40

+80

+120

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

+26

+53

+80

+107
+122

+135
+155

+173
+191

+0

+50

+100

+150

+200

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

公債費 投資的経費

△ 8

+3

+14
+24

+35
+45 +58

+47

+42

△ 20

+0

+20

+40

+60

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

+268

+144

+257

+83

△ 22

△ 22

△ 22

△ 22

△ 22

△ 300

△ 150

+0

+150

+300

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

+3 +5
+8 +9

+16

+21
+25 +26

+30

+0

+10

+20

+30

+40

2026 27 28 29 30 31 32 33 34 35

他会計繰出金

段階的な定年年齢の引き上げによる退職手当の増

減に伴い、年度ごとに大きく変動すると見込んで

います。

全体的には、給与の引き上げ（給与改定）により、

増加傾向で推移していくと見込んでいます。

2027年度は合併特例債の一部の償還が終了するた

め一時的に減少しますが、2028年度からは金利の

上昇により利子負担が増大するため、全体的に増

加傾向と見込んでいます。

2034年度以降は、2022年台風15号被災に伴う災害

復旧債の償還が終了するため、減少すると見込ん

でいます。

介護保険サービス利用者の増加に伴う介護給付費

の増加により、介護保険事業会計への繰出金が増

加するため、徐々に増加すると見込んでいます。

2030年度までは、５次総実施計画を踏まえ、推計

しています。2027年度から2029年度まではアリー

ナ整備、清水庁舎整備、（仮称）海洋・地球総合

ミュージアム整備、市民文化会館再整備等の進捗

に伴い、事業費が大きく増加すると見込んでいま

す。

2031年度以降は、下記の事業を除いた2026～30年

度の事業費の平均額とし、横ばいで見込んでいま

す。

・アリーナ整備

・JR清水駅東口地区旧清水製油所跡地

土地利活用

・清水庁舎整備

・宮川・水上土地区画整理

・貝島地区基盤整備

・静岡駅南口駅前広場再整備

・東静岡まちづくり推進

・（仮称）海洋・地球総合ミュージアム整備

全体的に増加傾向と見込んでいます。特に、自立

支援給付費や障害児施設給付費などが、サービス

利用者の増加に伴い、大きく増加していくと見込

んでいます。

（単位：億円）（単位：億円）

（単位：億円）（単位：億円）

（単位：億円）
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○ 歳入歳出差引の見通し

○ 年度末市債残高見込額の見通し

※満期一括償還方式で発行した市債の償還のための積立金は、償還したものとして残高から差し引いています。

通常債の残高は、投資的経費に連動して、増加すると見込んでいます。
臨時財政対策債は、2027年度以降も普通交付税からの振替が行われないと想定し、残高が減
少すると見込んでいます。
2024年度決算時点では、市債残高4,366億円に対して今後交付税措置される金額は3,879億円
（88.8％）となっています。

市税や地方交付税などを合わせた一般財源総額は増加傾向で推移するものの、投資的経費の
変動や、扶助費、公債費の増加が見込まれるため、2027年度以降の歳入歳出差引は、マイナ
ス50億円から70億円前後で推移すると見込んでいます。
この収支差については、財政調整基金の取崩等により解消していきます。

▲ 47

▲ 73
▲ 66 ▲ 67

▲ 61
▲ 73 ▲ 78

▲ 65

▲ 50 ▲ 55

▲ 80

▲ 60

▲ 40

▲ 20

0
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

歳入歳出差引単位：億円

2,777 2,848
3,093 3,270

3,532 3,681 3,757 3,832 3,901 3,988 4,087

1,757 1,663
1,569

1,475
1,382 1,288 1,196 1,106 1,017 928 841

4,534 4,512
4,662 4,745

4,914 4,969 4,953 4,938 4,918 4,916 4,928

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

通常債 臨時財政対策債
単位：億円

年度

年度
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○ 経常収支比率の見通し
・

○ 実質公債費比率の見通し
・

経常収支比率は、人件費や扶助費、公債費など経常的に支出する経費の増により、2033年
度まで上昇傾向で推移すると見込んでいます。
2033年度以降は、公債費の減などにより、市税など経常的な収入の増が経常的な支出の増
を上回るため、改善すると見込んでいます。
積極投資財政であっても財政規律の保持は重要であるため、管理値として、中長期的に概
ね98％の水準を設定します。
98.0%は、2024年度決算における他政令市の経常収支比率との比較では、良い方から９番
目の水準です。

実質公債費比率は、金利上昇による利子負担の増、下水道事業債に対する一般会計負担の
増に連動して悪化傾向となるものの、地方債の発行にあたり、国との協議が必要となる基
準（18%）や「地方財政の健全化に関する法律」で定める早期健全化基準（25%）を下回る
値で推移すると見込んでいます。
経常収支比率と同様に、管理値として、中長期的に9.0％以下の水準を設定します。
9.0％は、2024年度決算における他政令市との実質公債費比率との比較では、良い方から
15番目の水準です。

93.2% 93.6%
94.2%

95.8% 95.6%

97.6% 97.2%
98.0% 98.4% 97.9% 97.8% 97.7%

92.0%

94.0%

96.0%

98.0%

100.0%

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

（参考）

経常収支比率の推移

年度

経常収支比率とは、市税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入さ

れる財源が、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充てられている

割合です。

経常収支比率の値が低いほど、財政に弾力性があり、独自の政策のために使えるお金が多いこと

になります。

5.3% 5.0% 5.2%
5.6%

6.0%
6.5%

7.1%
7.5%

8.1% 8.4% 8.6% 8.4%

4%

6%

8%

10%

12%

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

（参考）

実質公債費比率の推移

年度

実質公債費比率とは、財政規模に対する、公債費等※の割合を示す値（３か年平均）です。

実質公債費比率の値が低いほど、借入金等の返済以外に使えるお金が多いことになります。

単年度の実質公債費比率の３年間平均で算出されます。
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単位　：　百万円

基金・その他 一般財源

(基金・留保資金等) (一般会計繰出金) （％）

一般会計 6,831 448 3,547 1,874 962 2.2%

特別会計・企業会計 2,693 0 2,130 563 0 2.2%

一般会計 8,511 530 5,457 906 1,618 2.8%

特別会計・企業会計 0 0 0 0 0 0.0%

一般会計 6,985 2,878 3,262 19 826 2.3%

特別会計・企業会計 0 0 0 0 0 0.0%

一般会計 31,545 9,223 17,224 1,036 4,062 10.2%

特別会計・企業会計 0 0 0 0 0 0.0%

一般会計 18,533 3,694 9,705 2,886 2,248 6.1%

特別会計・企業会計 542 229 220 93 0 0.4%

一般会計 15,999 2,357 10,248 1,431 1,963 5.2%

特別会計・企業会計 0 0 0 0 0 0.0%

一般会計 191,952 46,442 122,636 7,042 15,833 62.4%

特別会計・企業会計 120,250 16,107 80,099 22,003 2,041 97.4%

一般会計 23,934 3,448 15,564 648 4,275 7.8%

特別会計・企業会計 0 0 0 0 0 0.0%

一般会計 3,521 0 2,667 300 554 1.1%

特別会計・企業会計 0 0 0 0 0 0.0%

307,812 69,020 190,309 16,141 32,342 100.0%

123,484 16,336 82,449 22,659 2,041 100.0%

（注） 　○概ね５千万円以上の投資的経費（災害復旧費を除く。）を集計しています。 上段

下段

一般会計

特別会計・企業会計

一般会計

特別会計・企業会計

0.8%

内　　　　訳

　　　合　計 431,296 85,356 272,758 38,800 34,383 100.0%

4,275 5.4%

内　　　　訳

行政経営

仕事の効率化と執行体制の最適化により、社会課題の
解決力が高く、行政効率の良い市政の執行が行われて
おり、社会の力が活用され、市民が安定的に質の高い
行政サービスが受けられるまち

3,521 0 2,667 300 554

29,045 17,874 72.4%

内　　　　訳

環境・森林

人が自然と共に生き、地域の暮らしや文化を守りな
がら魅力を育み、脱炭素社会の実現と経済の活性化
が両立した持続可能なまち

23,934 3,448 15,564 648

内　　　　訳

都市・社会基
盤

都市基盤と多様な都市サービスが連動し、誰もが住み
やすく、移動しやすく、居心地の良い空間が備わった
まち

312,202 62,549 202,734

4.4%

内　　　　訳

観光・スポー
ツ・文化

食、スポーツ、芸術、歴史など多様な文化で人々の
心が豊かになるまち、来訪者の増加を通じて地域経
済が潤っているまち

15,999 2,357 10,248 1,431 1,963 3.7%

内　　　　訳

経済・産業

地域の「稼ぐ力」が高く、魅力ある雇用があり、所得が高
く、やりたい仕事でいきいきと働くことができるまち

19,075 3,923 9,925 2,979 2,248

1.6%

内　　　　訳

教育・人づく
り

多様な学びと地域の教育力を基盤として、すべての
人の可能性が広がり、夢や希望が実現でき、心豊か
に暮らすことができるまち

31,545 9,223 17,224 1,036 4,062 7.3%

1,618 2.0%

内　　　　訳

こども・子育
て

温かい地域社会に支えられ、日本一安心してこども
を産み育てることができ、こども・若者が健やかに
育つまち

6,985 2,878 3,262 19 826

防災・消防・
防犯

激甚化・頻発化する風水害や南海トラフ地震などへ
の備えが整い、安全・安心に暮らすことができるま
ち

8,511 530 5,457 906

共生・福祉・
健康

誰もが社会とのつながりと居場所があると感じられ
る地域の中で、安心して心身ともに健やかに暮らす
ことができるまち

9,524 448 5,677 2,437 962 2.2%

内　　　　訳

２　分野別投資的経費総括表（2026年度～2030年度）

　2026年度～2030年度における投資的経費（一般会計、特別会計及び企業会計）の分野別の内訳を示します。

政　策　区　分 事業費

財　源　内　訳
構成比

国県支出金 市債
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総合計画と国の総合戦略との関係

（１）国の総合戦略

我が国経済ではGDPの約半分を地方が占めるが、人口減少と人材流出で労働力不足が
深刻化し、消費縮小も進んでいる。また、産業構造や技術革新の遅れで生産性が低
く、構造転換と需要取り込みによる「稼げる地方」づくりが重要である。

地域の生活基盤(買物・医療・交通等)は互いに支え合っており、いずれかが欠ける
と人口流出を招く。老朽化したインフラは人口減少下で維持が難しく、将来も安心
して暮らすには生活機能の維持改善が不可欠である。

全国的な人口減少の中で東京圏への若者流入が続いており、国の持続的発展には過
度な集中の是正と地方の魅力向上が不可欠である。地方が若者や女性の自己実現の
場となるよう、魅力ある環境づくりが求められる。

　国は、人口減少対策と地方創生を一体的に推進するため、2014年に「まち・ひと・しごと創生
法」を制定し、同法に基づき2025年に「地方創生に関する総合戦略」を策定しました。また、地方
自治体に向けては、国の総合戦略を勘案し、地方版総合戦略を策定することを求めています。これ
を受け、静岡市では、国の総合戦略と整合を図り、５次総と地方版総合戦略（静岡市地方創生総合
戦略）を一つのものとして策定しました。

■基本的考え方

　我が国経済において、地方部のGDPが国の半分程度を占めており、地方部の経済成長が重要であ
る一方、地方では人口減少が急速に進み、消費減少による地域経済縮小が懸念されている。そのた
め「地域未来戦略」を推進し、地方の潜在力を活かして暮らしと安全を守り、地方の活力回復を目
指す。
　これまでの地方創生の取組に加え、「強い経済」を重視し、成長分野のクラスターや地域発クラ
スターを全国に形成して、地方から日本全体の成長を後押ししていく。

■総合戦略で定める政策目標の考え方

強い経済

■各政策目標で取り組むべき施策の考え方と５次総各分野との親和性

強い経済

Ⅰ地域資源(農林水産物・食品・伝統工芸品等)を活用し、輸出・海外展開や中小
　企業の事業展開等を促進し、収益力を高めることが重要。
Ⅱスタートアップ拠点づくり、GX産業立地の推進、本社機能の地方移転等によっ
　て、新たな地方産業を創出することが重要。
Ⅲインバウンド需要に伴う観光誘客と観光消費を拡大することが必要。
Ⅳ地域課題の解決や将来の地域を担う人材の確保に向け、リスキリング支援によ
　る人材育成及び高付加価値を創出するデジタル人材育成が必要。
↳５次総において親和性が高い分野
教育・人づくり、経済・産業、観光・スポーツ・文化、都市・社会基盤、環境・森
林

豊かな
生活環境

選ばれる
地方

豊かな
生活環境

Ⅰ日常の移動や買物への不便を避けるため、地域公共交通と買物環境を安定的に
　維持し、必要なインフラ管理を継続することが必要。
Ⅱ災害から地域を守るため、防災力を強化することが重要。
Ⅲ人口急減地域においても、子育て・医療・介護・福祉など多様なニーズに応え
　るサービス提供が重要。
↳５次総において親和性が高い分野
共生・福祉・健康、防災・消防・防犯、こども・子育て、都市・社会基盤、行政経
営

選ばれる
地方

Ⅰ多様性が尊重される社会の形成と、地域に愛着を持ち活躍する人材を育成する
　教育環境整備が必要
Ⅱ地方への移住の促進、関係人口の量的拡大及び質的向上に向けた取組の推進が
　必要。
↳５次総において親和性が高い分野
共生・福祉・健康、教育・人づくり、経済・産業、都市・社会基盤

-158-



（２）国の総合戦略を踏まえた静岡市の主な施策体系

政策目標
取り組むべき
施策の考え方 ５次総における主な施策 KPI（成果指標）

静岡市経済をけん引する戦
略産業を重点的に振興しま
す

市民一人当たりの市内総所得
額
現状：565.8万円
2030年：686.5万円

若者に魅力ある仕事や働く
場を創出するため、デジタ
ル関連企業の誘致に取り組
みます

デジタル関連企業立地件数
現状：０件
2030年：20件（累計）

強い経済

Ⅰ．地域資
源を生かし
た産業力強
化

Ⅱ．成長分
野の集積と
企業立地に
よる産業基
盤高度化

地域特性を活かしたまちづ
くりにより新たな価値を創
出し、地域全体の活性化を
目指します

静岡市が活気があり、人を惹
きつける魅力があるまちだと
思う市民の割合
現状：38.8%
2030年：50.0%

企業の環境問題の解決に資
する新規事業の立上げ支援
や需要側と供給側の企業間
の橋渡しを通じて、グリー
ン産業分野への参入を促進
します

グリーン産業の社会実装に伴
うCO2削減量
現状：0.3万ｔ-CO2／年
2030年：10万ｔ-CO2／年

市内ホームゲーム観戦費用
現状：51.2億円
2030年：68.6億円

Ⅳ．地域を
担う人材の
育成

地域社会・経済を支える実
学を重視したリカレント教
育を提供します

学んだことを職業生活や地
域、社会での活動に活かして
いる市民の割合
現状：26.7%
2030年：35.0%

Ⅲ．観光誘
客と観光消
費の拡大

静岡市ならではの魅力を堪
能できる食や体験などを充
実させることで観光消費を
増加させます

一人あたりの観光消費額
現状：宿泊客24,146円、日帰
り客3,377円
2030年：宿泊客32,000円、日
帰り客7,200円

地域経済を活性化するた
め、スポーツ資源を有効活
用し、スポーツを成長産業
化します

　国の総合戦略で定める政策目標及び政策目標毎の取り組むべき施策の考え方を勘案し、静岡市が
５次総において取り組む主な施策とそのKPIを体系的に示します。
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政策目標
取り組むべき
施策の考え方 ５次総における主な施策 KPI（成果指標）

Ⅲ．暮らし
を支える基
礎的サービ
スの持続的
確保

健康リスクの早期発見・早
期介入により、からだとこ
ころの健康支援を充実させ
るとともに、市民主体の介
護予防に取り組む環境を整
備します

健康寿命
現状(2022調査):男性:73.37
歳、女性:75.84歳
2034:男性:74.42歳、女
性:76.68歳

豊かな生活
環境

生活道路網や環境衛生等の
身近な生活インフラの「き
め細やかな改善とサービス
水準」を維持します

市内交通事故の件数
現状：3,296件
2030年：2,917件

「職・住・福・商・学・遊
近接＋自然域共生主義」の
暮らし方を実現できる交通
システムを構築します

公共交通の利便性に不満を感
じない人の割合
現状：76.2%
2030年：89.0%

Ⅱ．災害に
強い地域づ
くりに向け
た防災力の
強化

被害の最小化と早期の復
旧・復興が可能となる社会
基盤を整備します

緊急輸送路上の橋梁の耐震化
率
現状：88.5%
2030年：94.6%

市民の声に寄り添い、静岡
市で子育てしたくなるよう
な充実した子育て環境を整
備します

「子育て支援や子育て環境の
総合的な満足度 」において、
「満足」「やや満足」と回答
した保護者の割合
現状：34.1%
2030年：51.5%

行政手続きのオンライン化
などを進めることで、市民
サービスを改革し、デジタ
ルの恩恵が実感できる市民
生活を提供します

オンラインにより受け付けた
行政手続きの件数の割合
現状：28.7%
2030年：98.0%

Ⅰ．地域公
共交通と買
物環境の安
定的維持

危機管理体制を強化し、災
害関連情報を適時適切に提
供します

災害情報が適時適切に届いて
いると思う市民の割合
現状：47%
2030年：98.6%

-160-



政策目標
取り組むべき
施策の考え方 ５次総における主な施策 KPI（成果指標）

選ばれる地
方

Ⅰ．包摂性
の高い社会
と人材育成
基盤の構築

様々な国籍や文化を持つ市
民が地域において交流・協
働することで、誰もが安心
して暮らせる多文化共生を
進めます

「静岡市は暮らしにくい」
「少し暮らしにくい」と思う
外国人住民の割合
現状：5.1%
2030年：3.3%

移住やUターンを促進するた
め、静岡市に住みたくなる
ような情報発信や、移住希
望者の住宅の確保や不安の
解消といった、移住実現の
ための支援に取り組みます

静岡市の支援制度を利用して
移住した移住者数
現状：414人
2030年：1,000人

Ⅱ．地域へ
の人の流れ
の強化

地域経済を支える人材を確
保するため、企業の情報や
魅力の発信と、多様な人材
の就労ニーズに対応した働
きやすい環境整備を進めま
す

新卒採用計画を達成した市内
企業の割合
現状：28.3%
2030年：30.0%

こどもが主体となり、一人
ひとりに合った学習を進め
学びに向かえるような学習
環境を整えます

「これまでに受けた授業は、
自分にあった考え方、教材、
学習時間などになっていたと
思う」と答えたこどもの割合
現状：小学生 82.5％,中学生
78.3％
2030年：小学生 84.3％,中学
校 80.9％
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個別分野計画策定状況一覧表
総合計画
（分野）

レベル 計画名 概要

1
①共生・福
祉・健康

構想
基本計画

市民活動促進基本計画
2023～2030

静岡市市民活動の促進に関する条例に基づき、市民活動の促進
に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための取組に関す
る計画

2
①共生・福
祉・健康

構想
基本計画

男女共同参画行動計画
（DV防止基本計画、女性活躍推進計画）

2023～2030

全ての市民が性別に関わらず、平等に機会が与えられ、自分ら
しく生きることができる社会の実現に向け、施策を総合的かつ
計画的に推進するための取組に関する計画

3
①共生・福
祉・健康

基本計画
実施計画

静岡市多文化共生推進計画
2023～2030

静岡市多文化共生のまち推進条例に基づき、総合的かつ計画的
に実施する多文化共生のまちの推進のための取組に関する計画

4
①共生・福
祉・健康

構想
基本計画

健康福祉基本計画
2023～2030

「すべての人が身近な地域で支え合いながら、ともに生きる」
という基本的な考え方のもとに、各個別計画に共通する基本的
な理念や目標を示した計画

5
①共生・福
祉・健康

基本計画

地域福祉基本計画
（地域福祉計画・地域福祉活動計画・

成年後見制度利用促進計画）
2023～2030

すべての人が家庭や地域の中で生涯を通じて生きがいをもち、
安心して健やかに自分らしい生活を送ることのできるまちを実
現するための取組に関する計画

6
①共生・福
祉・健康

実施計画
地域福祉計画前期実施計画

2023～2026

すべての人が家庭や地域の中で生涯を通じて生きがいをもち、
安心して健やかに自分らしい生活を送ることのできるまちを実
現するための取組に関する計画

7
①共生・福
祉・健康

実施計画
再犯防止推進計画

2023～2028

再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、市民
が犯罪による被害を受けず安全で安心して暮らせる社会を実現
するための取組に関する計画

8
①共生・福
祉・健康

基本計画
実施計画

健康爛漫計画(第３次)
2024～2035

健康増進法に基づき、「生涯を通じて、生きがいを持ち、健康
な人が満ちあふれるまち」を実現するための取組に関する計画

9
①共生・福
祉・健康

基本計画
実施計画

第４次食育推進計画
2024～2030

市民一人ひとりが食について考え、健やかな食生活を実践する
ことで健康寿命を延伸し、豊かな人間性を育む食育を推進する
ための取組に関する計画

10
①共生・福
祉・健康

基本計画
実施計画

歯と口腔の健康づくり推進計画
2021～2026

市民一人ひとりが生涯にわたって歯と口腔の健康を保つため、
総合的かつ計画的に取り組む歯科保健施策等に関する計画

11
①共生・福
祉・健康

実施計画

第３期保健事業実施計画(データヘルス計
画)・

第４期特定健康診査等実施計画
2024～2029

国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律等に基づ
き、保険者として被保険者の健康の保持増進と医療費の適正化
を図るための取組に関する計画

12
①共生・福
祉・健康

基本計画
実施計画

がん対策推進計画
2021～2026

がん対策推進条例に基づき、がん対策の総合的かつ計画的な推
進を図るための基本理念、目標、施策体系、取組等を定めた計
画

13
①共生・福
祉・健康

基本計画
実施計画

障がい者共生のまちづくり計画
2024～2030

障がいのある人のための施策の基本的な内容及びサービス量の
見込みと必要量を確保するための方策を定めた計画

14
①共生・福
祉・健康

基本計画
実施計画

高齢者保健福祉計画
2024～2026

老人福祉法に基づき、高齢者が生きがいを持ち、尊厳を保ちな
がら自立した生活が送れる地域社会を創造するための取組に関
する計画

15
①共生・福
祉・健康

基本計画
実施計画

介護保険事業計画
2024～2026

高齢者が生きがいを持ち尊厳を保ちながら自立した生活が送れ
る地域社会を創造するための取組に関する計画

16
①共生・福
祉・健康

基本計画
実施計画

健康長寿・誰もが活躍のまちづくり計画
2023～2030

健康長寿・誰もが活躍のまちづくりのための基本目標、施策方
針、施策体系等を定めた計画（高齢者保健福祉計画、介護保険
事業計画を包含）

17
①共生・福
祉・健康

基本計画
実施計画

食の安全・安心アクションプラン
2023～2026

「食の安全の確保」と「食の安心の提供」のための取組に関す
る計画
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18
①共生・福
祉・健康

基本計画
実施計画

自殺対策行動計画
2023～2026

自殺死亡率の減少を目指し、本市の状況に応じて取り組む総合
的な自殺対策に関する計画

19
①共生・福
祉・健康

構想
基本計画
実施計画

清水病院経営計画
2023～2026

総務省通知「公立病院経営強化ガイドライン」に基づく、持続
可能な経営を実現するとともに清水病院の果たすべき役割を遂
行するための経営計画

20
①共生・福
祉・健康

構想
基本計画

ユニバーサルデザイン基本計画
2008～

ユニバーサルデザインの理念にもとづくまちづくりをさらに推
進するための考え方や取り組むべき施策の基本的な展開方向を
示した計画

21
②防災・消
防・防犯

基本計画
地域防災計画

2003～
災害対策基本法第42条の規定により、市民の生命、身体及び財
産を災害から保護するため、市域に係る防災対策を定めた計画

22
②防災・消
防・防犯

実施計画
地震津波対策

アクションプログラム

地震・津波対策を、計画的かつ効果的に推進し、「災害に強
く、安心・安全に暮らせるまち」を目指すための取組に関する
計画

23
②防災・消
防・防犯

基本計画
業務継続計画

2016～

災害時に行政が優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を
特定し、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保
等をあらかじめ定めた計画

24
②防災・消
防・防犯

構想
基本計画
実施計画

国民保護計画
2006～

武力攻撃事態等において武力攻撃等から国民の生命、身体及び
財産を保護し、国民保護措置を迅速に実施する取組に関する計
画

25
②防災・消
防・防犯

基本計画
実施計画

犯罪等に強いまちづくり基本計画
2023～2030

防犯及び犯罪被害者等支援に関する施策を総合的かつ計画的に
推進するための取組に関する計画

26
②防災・消
防・防犯

基本計画
実施計画

消費生活基本計画
2023～2030

消費生活の安定及び向上に関する施策を総合的かつ計画的に推
進するための取組に関する計画

27
②防災・消
防・防犯

基本計画
実施計画

公共建築物耐震対策推進計画
2004～2026

大規模地震災害に対し、市民の生命を守り防災機能を高め復旧
を早期に実現するため、公共建築物の耐震化を促進するための
取組に関する計画

28
②防災・消
防・防犯

構想
基本計画
実施計画

耐震改修促進計画
2026～2030

建築物等の耐震改修を中心とした事前対策を迅速に進めること
により、安全・安心に暮らせる市民生活の確保を図るための取
組に関する計画

29
③こども・子
育て

基本計画
実施計画

静岡市子ども・子育て・若者プラン
2020～2026

市内のすべての子ども・若者とその家族、地域・市民、事業主
などを対象とした本市の子ども・子育て・若者支援に関する計
画

30
③こども・子
育て

基本計画 静岡市立こども園の配置適正化方針
市立こども園の適正配置に向けた統廃合や民営化の基本的な考
え方等を定めた方針

31
③こども・子
育て

基本計画
実施計画

静岡県社会的養育推進計画
（旧：家庭的養護の推進に向けた

静岡県推進計画）
2020～2029

社会的養護における課題を改善し、子どもの最善の利益のため
に社会全体で子どもを育むための取組に関する計画

32
④教育・人づ
くり

構想
静岡市教育大綱
2024～2028

全世代・全市民を対象とした本市の教育、学術及び文化の振興
に関する総合的な施策の大綱

33
④教育・人づ
くり

構想
基本計画

生涯学習推進大綱
2023～2030

だれもが、いつでも、どこでも学び、学んだ成果を活かすこと
のできる生涯学習社会の実現に向けた本市の方向性を示した大
綱

34
④教育・人づ
くり

構想
基本計画
実施計画

第３期静岡市教育振興基本計画
2023～2030

本市教育のビジョンを示すとともに、教育振興のための具体的
な施策を総合的かつ体系的に示した計画

-165-



総合計画
（分野）
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35
④教育・人づ
くり

基本計画
静岡市立小・中学校の
適正規模・適正配置方針
2016～2043【R5.3改定】

市立小・中学校の適正規模・適正配置の取組を加速するための
基本的な考え方や取り組む対象となる学校の優先度、進め方等
に関する方針

36
④教育・人づ
くり

実施計画
学校における働き方改革プラン

2022～2026
学校における働き方改革に向けた取組に関する計画

37
④教育・人づ
くり

実施計画
静岡市立学校教育職員の

勤務時間の上限に関する方針
2021～

各校の実施状況を踏まえて取り組む業務の役割分担の見直しや
適性化、必要な環境整備等を定めた方針

38
④教育・人づ
くり

基本計画
静岡市いじめ防止等のための

基本方針
2014～

いじめ防止対策推進法に基づき、本市の実情に応じたいじめの
防止や対処等の対策を効果的に推進するための方針

39
④教育・人づ
くり

実施計画
静岡市小中学校における
食育推進ガイドライン

2024～2030

静岡市食育推進計画に則った小中学校における食育を推進し、
子どもたちが望ましい食習慣や食を選択する力を身につけるた
めの取組に関するガイドライン

40
④教育・人づ
くり

実施計画
静岡市英語教育推進指針

2018～

異なる文化の人々と自信をもってコミュニケーションをとるこ
とができ、地元への愛情を持ちながら国際的に活躍できる子ど
もを育てる取組に関する指針

41
④教育・人づ
くり

実施計画
第４次静岡市子ども読書活動推進計画

2023～2030
子どもが自然に読書に親しむことができる環境を整備するため
の取組に関する計画

42 ⑤経済・産業 基本計画
第２期地域基本計画

2024～2028

地域未来投資促進法に基づき、地域の特性を活かし、付加価値
の高い地域経済牽引事業に取り組む市内企業を支援するための
取組に関する計画

43 ⑤経済・産業
構想

基本計画
第３次産業振興プラン

2023～2030
本市の目指すべき産業・経済の将来像とともに、それらの実現
に向けた基本方針等を定めた計画

44 ⑤経済・産業
基本計画
実施計画

第４次ものづくり産業振興基本計画
2023～2030

市のものづくり産業の振興を総合的かつ計画的に推進するため
の、ものづくり産業の振興に関する施策に関する基本的な計画

45 ⑤経済・産業
基本計画
実施計画

中心市街地活性化基本計画
2022～2026

多くの人が暮らしやすいコンパクトで賑わいあふれるまちづく
りを目指し、ハード・ソフト両面の事業を総合的かつ集中的に
実施する取組に関する計画

46 ⑤経済・産業 基本計画
第2次商業振興基本計画

2023～2030
本市の商業の目指すべき都市像や、取組の方向性を示した計画

47 ⑤経済・産業
構想

基本計画
実施計画

第２次農業振興計画
2023～2030

本市農業の振興を総合的かつ計画的に推進するための、農業振
興に関する施策に関する基本的な計画

48 ⑤経済・産業
構想

基本計画
第２次都市農業振興基本計画

2023～2030

市街化区域の農地を保全し、営農活動の支援、住民との共存に
よる多様な機能の発揮と市民生活の向上を図るための取組に関
する計画

49 ⑤経済・産業
構想

基本計画
実施計画

第２次茶どころ日本一計画
2020～2030

「静岡市めざせ茶どころ日本一条例」に基づき、本市のお茶に
関する伝統、文化、産業を守り、日本一の茶どころとして育
て、次代に継承するための施策を定めた計画

50 ⑤経済・産業 実施計画
有機農業実施計画

2025～2029
有機農業の推進に関する取組を定めた計画

51 ⑤経済・産業 基本計画 農業振興地域整備計画
農業振興地域内において、概ね10年先を見据えて、計画的に農
業振興を図るための計画
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52 ⑤経済・産業
基本計画
実施計画

第２次しずまえ振興計画
2023～2030

本市の水産業を将来にわたり持続可能なものとして維持してい
くため、官民で実施している水産業関連施策を定めた計画

53
⑥観光・ス
ポーツ・文化

基本計画
静岡市観光基本計画

2024～2030

静岡市の観光振興の考え方や方策について、市民や関係団体等
の共感を得ながら、地域社会全体が一体となり共創によって取
り組む基本計画

54
⑥観光・ス
ポーツ・文化

基本計画
静岡市地域外交基本方針

2023～2030
地域外交を通じた「世界に輝く静岡」の実現に向け2030年まで
に本市が目指す都市像として掲げる基本的な方針

55
⑥観光・ス
ポーツ・文化

基本計画
実施計画

文化振興計画
2023～2030

総合的かつ持続的な文化の振興を図り魅力あるまちづくりに活
かすための取組に関する計画

56
⑥観光・ス
ポーツ・文化

基本計画
文化財保存活用地域計画

2025～2030

市内に分布する多様な文化財の調査、指定、保存、活用等の方
針を定めるとともに、地域総がかりで確実な文化財の継承に繋
げるための取組に関する計画

57
⑥観光・ス
ポーツ・文化

構想
基本計画

スポーツ推進計画
2023～2030

本市のスポーツ振興の方向性を示し、スポーツが持つ力で、誰
もが健康で豊かな生活の実現を目指すための取組に関する計画

58
⑦都市・社会
基盤

構想
基本計画
実施計画

清水みなとまちづくりグランドデザイン
2019～

県市民間事業者等により、清水港及び周辺の概ね20年内のある
べき姿（将来像）となすべき取組に関する計画

59
⑦都市・社会
基盤

構想
基本計画

都市計画マスタープラン
2016～2035

都市の将来像や土地利用の方向性、都市施設の配置方針等を明
らかにした、都市計画の基本的な方針を定めた計画

60
⑦都市・社会
基盤

基本計画
実施計画

立地適正化計画
2016～2035

都市計画マスタープランに示す「集約連携型都市構造」の実現
に向け、都市機能や居住の適正な誘導を図るための取組に関す
る計画

61
⑦都市・社会
基盤

構想
静岡都心まちなか再生指針

2026～
静岡都心における、目指すべきまちなかの将来像を示し、公民
共創で、まちなかの再生を進めるためのまちづくりの指針

62
⑦都市・社会
基盤

構想
東静岡地区まちづくり基本構想

2025～

市民、民間事業者、行政が共に東静岡地区の将来像を描き、共
有し、共創のまちづくりにつなげることを目的として、めざす
将来像やまちづくりの５つの方針、まちづくりの主要プロジェ
クトを示す計画。

63
⑦都市・社会
基盤

構想
基本計画
実施計画

景観計画
2008～

良好な景観をつくり、守り、育てるため、都市景観の形成を総
合的に推進するための取組に関する計画

64
⑦都市・社会
基盤

構想
基本計画

総合交通計画
2016～2035

交通政策基本法及び都市・地域総合交通戦略要綱に基づき、集
約連携型都市構造をささえる総合的な交通体系を構築するため
の取組に関する計画

65
⑦都市・社会
基盤

基本計画
実施計画

地域公共交通計画
2025～2030

地域交通法に掲げる「輸送資源の総動員」や「地域公共交通再
構築（リ・デザイン）」の考え方を取り入れ、運転士不足や人
口減少に伴う移動需要の変化に対応する担い手確保や今後の交
通体系構築のための短期実施計画

66
⑦都市・社会
基盤

基本計画
実施計画

自転車活用推進計画
2015～2034

市民が積極的に自転車を選択し、誰もが安全で快適に自転車を
利用できるまちづくりを目指すための取組に関する計画

67
⑦都市・社会
基盤

構想
大谷・小鹿地区まちづくり

グランドデザイン
2013～

大谷小鹿地区（125ha）の土地利用の基本方針や目指すべき導
入機能などを示した、まちづくりの基本となる構想

68
⑦都市・社会
基盤

基本計画
実施計画

みどりの基本計画
2024～2033

みどり豊かで快適な静岡市の形成を目指し、生活環境の向上に
資するみどりの保全上及び緑化の推進するための施策や取組に
関する計画
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69
⑦都市・社会
基盤

実施計画
公園施設長寿命化計画

2014～2033

公園施設の更新計画を定めることで、公園施設の安全性確保と
機能保全を図りつつ、維持管理予算の縮減や平準化を図るため
の取組に関する計画

70
⑦都市・社会
基盤

構想
基本計画
実施計画

住生活基本計画
2023～2032

市民の住生活の安定の確保及び向上の促進に向けた住宅政策の
理念と目標を定め、住宅施策の基本的な方向性を定めた計画

71
⑦都市・社会
基盤

基本計画
実施計画

公営住宅等長寿命化計画
2024～2033

老朽化した市営住宅の円滑な更新を行うため、市営住宅の長寿
命化を図り、ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの縮減につなげ、市営住宅の需要に的
確に対応するための取組に関する計画

72
⑦都市・社会
基盤

構想
基本計画

市営住宅の配置適正化方針
2016～2043

市営住宅の規模・配置の適正化に向けた、基本的な考え方や取
組の進め方、スケジュール等に関する方針

73
⑦都市・社会
基盤

基本計画
実施計画

空家等対策計画
2023～2032

空き家に関する対策を総合的かつ計画的に実施するために策定
した計画

74
⑦都市・社会
基盤

構想
基本計画
実施計画

第２期静岡市地籍調査基本計画
2020～2029

大規模災害時の迅速な復旧・復興に資する地籍調査の実施につ
いて、合理的かつ効率的に推進するため、その優先順位や調査
手法等を定めた計画

75
⑦都市・社会
基盤

実施計画
浸水対策推進プラン

2005～2030

H15・16年に発生した浸水被害を受け、河川や下水道などの
ハード対策と、自助の促進を図るソフト対策を取りまとめた計
画である。

76
⑦都市・社会
基盤

構想
基本計画
実施計画

巴川流域水害対策計画
2009～2029

（静岡県・静岡市の共同計画）

特定都市河川浸水被害対策法に基づき、河川管理者・下水道管
理者が共同で（二）巴川の浸水被害防止を図るための取組に関
する計画

77
⑦都市・社会
基盤

基本計画 静岡市雨水総合排水計画
浸水対策事業について、実施区域、目標とする整備水準、段階
的な施設整備の方針など、基本的事項を定めた計画である。

78
⑦都市・社会
基盤

構想
基本計画
実施計画

第３次静岡市のみちづくり
2023～2030

総合計画に貢献する「道路が創る未来」の具体イメージ及びこ
れを実現するための体制を定めた計画

79
⑦都市・社会
基盤

実施計画 静岡市無電柱化推進計画
「無電柱化の推進に関する法律」、国の「無電柱化推進計画」
に基づき、「防災、安全・安心、景観」の観点から今後の無電
柱化の基本的な方針、施策等を定めた計画

80
⑦都市・社会
基盤

実施計画 静岡市歩行空間整備計画
小学校の通学路における歩行空間整備の方向性を、交通安全上
の観点から定め、効率的かつ効果的に整備を推進するための取
組に関する計画

81
⑦都市・社会
基盤

実施計画
静岡市自転車走行空間ネットワーク

整備計画

日常生活における交通手段やサイクリングを楽しむ方が安全で
快適に走行できることを目的に、自転車走行空間のあり方およ
び整備方針等を定めた計画

82
⑦都市・社会
基盤

基本計画 道路橋長寿命化計画
ライフサイクルコスト低減や予算平準化を目指し、道路橋の点
検・補修・補強や架け替え事業を効率的に実施するための方針
等を定めた計画

83
⑦都市・社会
基盤

実施計画 静岡市道路橋耐震化計画
将来発生する地震に対し、落橋に対する安全性や橋としての機
能を速やかに回復できる耐震性能を確保することを目的とした
耐震化対策に関する計画

84
⑦都市・社会
基盤

基本計画 静岡市道路構造物維持管理基本方針
道路インフラの維持管理計画や長寿命化計画等の上位方針とし
て、維持管理の全体目標や取組方針など、基本的な考え方を定
めた計画

85
⑦都市・社会
基盤

実施計画
静岡市道路構造物維持管理計画

（舗装編）

本市が管理する道路舗装の最適な維持管理を実施することを目
的に、効率的な舗装の維持管理方法を取りまとめた老朽化対策
及び長寿命化対策に関する計画
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総合計画
（分野）

レベル 計画名 概要

86
⑦都市・社会
基盤

実施計画
静岡市道路構造物維持管理計画

（道路土工構造物編）

道路土工構造物の維持管理を行っていく上での基本的な考え方
や、施設の特性に合わせた最適な対策を実施していくための計
画

87
⑦都市・社会
基盤

実施計画
静岡市道路構造物維持管理計画

（トンネル編）

活発な経済活動や快適な市民生活を支える強靭な社会基盤を有
するまちづくりの実現を目指して計画的に取り組む、老朽化対
策及び長寿命化対策に関する計画

88
⑦都市・社会
基盤

実施計画 静岡市道路附属施設維持管理計画
道路附属施設の落下等による利用者及び第三者被害事故を再発
しないようにする安全性確保の取り組みや、維持管理の効率化
を図る計画

89
⑦都市・社会
基盤

構想
しずおか水ビジョン基本構想

2015～
社会的背景や市民ニーズなどを参考に上下水道事業の長期的に
目指す姿を示した基本構想

90
⑦都市・社会
基盤

基本計画
静岡市上下水道事業経営戦略

2023～2034
上下水道事業の中期的な基本計画であり、今後12年間の進むべ
き方向性を示した計画

91
⑦都市・社会
基盤

実施計画
静岡市上下水道事業中期経営計画

2023～2026
今後４年間の短期的かつ具体的な事務事業を示した計画

92
⑦都市・社会
基盤

基本計画 静岡市水道施設中長期更新計画
水道施設について、現況把握とその評価、中長期的な視点での
更新等の検討、優先順位の設定などにより更新優先順を決定す
るための方針を定めた計画

93
⑦都市・社会
基盤

基本計画 静岡市水運用計画
常時及び災害時などの非常時を考慮した効率的な水運用を行う
ための取組に関する計画

94
⑦都市・社会
基盤

実施計画
静岡市　上下水道耐震化計画（上下水道）

2025～2029

2025年度から2029年度の5年間で、災害拠点病院等（21施設）
に接続する上下水道管路等の耐震化を実施することを目標にし
た計画

95
⑦都市・社会
基盤

基本計画
静岡市公共下水道全体計画（汚水）

～2030

公共下水道が最適な汚水処理となる区域を定め、人口や汚水の
量などの見込みに応じて実施する管路や処理場など必要な施設
の適正配置に関する計画

96
⑦都市・社会
基盤

基本計画
静岡市汚水処理計画（長期計画）

2017～2046

汚水処理施設（公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽）
の 早期普及を目指し、生活環境の改善・公共用水域の水質保全
を図るための取組に関する計画

97
⑦都市・社会
基盤

実施計画
静岡市汚水処理計画（中期計画）

2017～2026

汚水処理施設（公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽）
の早期概成を目指し、生活環境の改善・公共用水域の水質保全
を図るための取組に関する計画

98
⑦都市・社会
基盤

実施計画
静岡市公共下水道事業計画

～2028
全体計画で定めた区域のうち、概ね5～7年の間に財政状況など
を考慮して整備可能な区域を定めた計画

99
⑦都市・社会
基盤

基本計画
静岡市公共下水道再構築基本計画

2014～
下水道ストックの老朽化が進行する中で、投資の平準化やサー
ビス水準を確保するための管・施設の改築計画。

100
⑦都市・社会
基盤

実施計画
静岡市下水道

ストックマネジメント計画
2023～2026

下水道ストックの老朽化が進行する中で、投資の平準化やサー
ビス水準を確保するための管・施設の改築計画。

101
⑦都市・社会
基盤

基本計画
静岡市下水道

総合地震対策計画（長期計画）
2013～

大規模な地震時においても下水道の基本的な機能を十分に発揮
できるように施設の耐震化対策を推進するための取組に関する
計画

102
⑦都市・社会
基盤

実施計画
静岡市下水道

総合地震対策計画（中期計画）
2022～2031

大規模な地震時においても下水道の基本的な機能を十分に発揮
できるように施設の耐震化対策を推進するための取組に関する
計画
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総合計画
（分野）

レベル 計画名 概要

103
⑦都市・社会
基盤

基本計画
静岡市下水道施設津波対策計画

2014～

大規模な地震による津波発生時においても下水道の基本的な機
能を十分に発揮できるように、下水道管の逆流防止対策や処理
場・ポンプ場の津波荷重を考慮した構造設計や耐水化・防水化
を推進するための取組に関する計画

104 ⑧環境・森林
構想

基本計画
実施計画

環境基本計画
2023～2030

本市の環境保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推
進するための取組に関する計画

105 ⑧環境・森林
構想

基本計画
実施計画

地球温暖化対策実行計画
2023～2030

市域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出抑制等を
推進するための取組に関する計画

106 ⑧環境・森林
基本計画
実施計画

第２次生物多様性地域戦略
2021～2030

生きものとの共生による、健康で豊かな暮らしを次世代に受け
継いでいく社会の実現を目指し、生物多様性の保全・再生を推
進するための取組に関する計画

107 ⑧環境・森林
基本計画
実施計画

環境教育行動計画
2021～2030

環境教育の推進を目的とした、各主体の役割と方向性を整理
し、環境教育の実践と協働を促すための取組に関する計画

108 ⑧環境・森林
基本計画
実施計画

第２次南アルプスユネスコエコパーク
管理運営計画（静岡市域版）

2025～2034

ユネスコエコパークに登録された南アルプス地域において自然
環境の保全、調査・教育、地域の活性化を推進するための取組
に関する計画

109 ⑧環境・森林
基本計画
実施計画

森林整備計画
2020～2030

森林関連施策の方向性や、伐採や造林等の森林施業に関する指
針等を定めた計画

110 ⑧環境・森林
構想

基本計画
実施計画

第３次オクシズ地域おこし計画
2023～2030

オクシズの振興に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた
め、オクシズの振興に関する方針を定めた計画

111 ⑧環境・森林
構想

基本計画
実施計画

一般廃棄物処理基本計画
2023～2030

循環型社会形成の推進を目的とし、長期的視点に立った本市の
一般廃棄物処理の基本方針を定めた計画

112 ⑧環境・森林
構想

基本計画
実施計画

産業廃棄物処理対策推進方針
循環型社会の実現を基本理念として、産業廃棄物行政推進のた
めの基本的な事項を定めた方針

113 ⑨行政経営 実施計画
第３次静岡市職員適正配置計画

2023～2026
貴重な経営資源である職員を最大限有効に活用し、適正配置を
行う取組を定めた計画

114 ⑨行政経営 実施計画
静岡市行財政改革推進プラン

2026～2030
本市行財政改革の推進に向けた基本方針及び具体的な取組を定
めた計画

115 ⑨行政経営 基本計画
人材育成ビジョン

2023～2026
本市職員が目指すべき姿「使命感と熱意を持ち自ら考え行動で
きる職員」を育成するための人材育成の基本方針

116 ⑨行政経営 構想
静岡市社会共有資産利活用基本方針

2024～2033

健全で持続可能な都市経営を実現するために、市有資産、民間
資産ともに「貴重な社会共有資産」と捉え、効果的かつ効率的
に活用していくための基本方針

117 ⑨行政経営 基本計画
公共建築物施設群別マネジメント方針

2016～

保有する公共建築物を提供するサービスごとに区分し、各施設
の設置目的、施設配置やマーケット状況を整理し、今後のマネ
ジメントの方向性を示す方針

118 ⑨行政経営 実施計画
静岡市アセットマネジメント
アクションプラン（第２次）

2023～2030

アセットマネジメントの取り組みを着実に実行していくための
個別施設毎の実施計画

119 ⑨行政経営
基本計画
実施計画

静岡市デジタル化推進プラン
2021～2030

デジタル技術の急速な進展と普及による大規模な社会変革に対
応するため、本市のデジタル施策の方針や方向性を定めたプラ
ン
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